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§１ 対象機関の目的・目標等 

Ⅰ 対象機関の概要 Ⅱ 目的 

１ 機関名： 岡山大学                           

２ 所在地： 岡山県岡山市津島中一丁目１番１号   

３ 学部・研究科・附置研究所等の構成              

 （学部） 文，教育，法，経済，理，医，歯，薬，工，

環境理工，農                                

 （研究科）文学，教育学，法学，経済学，文化科学，自

然科学,医歯学総合,兵庫教育大連合学校教育学 

  (附置研究所) 資源生物科学研究所 

 (全国共同利用施設) 固体地球研究センター 

  (関連施設)                            

  附属図書館，保健管理センター，総合情報処理セン

ター，地域共同研究センター，留学生センター，自

然生命科学研究支援センター，教育開発センター，

大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 

   医学部附属病院，歯学部附属病院 

４ 学生総数及び教員総数（平成 15 年５月１日現在） 

（１）学生総数：学部 10,707 人，大学院  2,970 人 

（２）教員総数：       1,431 人 

（３）教員以外の職員総数： 1,287 人  

５ 特徴  

（１）歴史的背景等                               

 本学は，明治３年及び明治７年に開かれた岡山藩医学

館及び温知学校にその源を発し，戦後，地域等からの熱

心な誘致運動もあり，昭和 24 年５月に５学部を擁する総

合大学として設立され，現在中・四国地区屈指の 11 学部

を擁する総合大学として発展を遂げている。 

（２）将来計画等 

 約１年半の検討を経て，平成 12 年３月に『21 世紀の

岡山大学構想』を策定し，国際社会との連携及び協力を

本学改革の基本理念の一つとし，この構想に基づき学内

関係委員会（第５常置（交流）委員会）を中心に留学生

センターと各部局が連携して「国際的な連携及び交流」

活動を推進している。  

 今年１月に学長が示した「岡山大学の経営改革プラン」

で，改革のキーワードとして４項目（教育，研究，地域

交流，国際交流）を掲げ，本学における国際連携活動を

明確に位置付けている。 

 また，平成 15 年度に「国際交流推進機構」の設置を決

め，国際連携・交流の全学的な企画・実施・評価を行い，

一層の活動推進と内容充実を図る体制を整備する。 

 既成の物理的国境の意味が益々希薄化して本格的な国

際化時代を迎える今世紀において，我が国は諸外国と協

力して世界の平和と安定のために貢献し，地球規模の諸

問題，則ち食糧問題，人口問題，エネルギー・資源問題，

地球環境問題等の解決に当たらねばならない。それには

異文化を受入れ，異なる価値観を理解し，上記諸問題の

重要性に関する共通認識を育む必要がある。 

 また，岡山は温暖な気候に恵まれ，新幹線の主要駅で

ある JR 岡山駅から各方面へ鉄道路線が放射状に伸び，岡

山空港からは韓国や中国など近隣諸国を結ぶ定期便が発

着する交通の要衝である。この立地条件は，21 世紀に本

学が教育・研究両面でリーダーシップを握る国際規格の

大学として発展し得る大きな潜在的可能性を確約する。

 このような現状から，本学には国際規格の大学として，

地域との連携強化と同時に国際的視野を持って世界の平

和と安定に貢献できる人材の育成，新しい技術や概念の

創製が要請されている。これに応えるために，以下の３

つの目的を定め，国際交流・連携を推進している。 

（１）21 世紀の国際化社会で活躍できる人材の育成：国

際性を身につけるためには相手を十分理解すると同時

に，自分を相手に理解させることが重要である。本学で

は，日本人学生・教職員と外国人との交流促進のため，

多くの外国の大学や研究機関と協定を締結し，本学から

外国の大学への派遣，並びに諸外国の大学からの学生・

教職員の受入れの機会を広げる有効なシステムの整備を

図る。 

（２）国際理解・協調の橋渡しとなる人的財産の蓄積：

本学の研究者や学生による開発途上国への援助，並びに

開発途上国を含めた諸外国からの研究者，技術者や留学

生の受け入れは，国際理解促進の有効な手段である。そ

のために積極的な人材交流の円滑化を図ると同時に，受

入れた研究者や留学生に日本を十分理解してもらうた

め，教育，研究，日常生活など多岐にわたる機能的な支

援システムを構築・運営し，その実効を挙げる。 

（３）世界に通用する先端的研究の推進と活性化：国際

共同研究や国際会議の開催・参加を通じ，同じ目的を共

有し研究を進める過程で，研究者同士の相互理解が深ま

り，研究の幅と奥行きが拡大し，先端技術や原理・概念

の創製が可能となる。本学が国際的学術拠点の一つとな

るために，国際共同研究の量的・質的充実を図る。 
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Ⅲ 目標 

 本学が進めている国際連携・交流の目的を効率的に達

成するために，それぞれの目的毎に以下の目標を設定す

る。 

１．国際化社会で活躍できる人材の育成：この目的の主

な対象は本学の学生並びに教職員であり，学生の場合は，

大学及び大学院の研究・教育の中に，教職員の場合は職

務の中に如何に国際的要素を盛り込んで，身につけさせ

るか工夫が必要である。それには語学のみならず世界の

政治・経済・環境などの現状を正確に把握し，それに対

処する能力を涵養することが求められる。そのために，

以下の５つの目標を定める。 

（１）教職員・学生の語学力の向上を図るために，積極

的に外国人教員，客員研究員を任用する。 

（２）教職員・学生の諸外国の大学・研究所への短期・

長期留学の機会を拡大する。 

（３）本学の教育の国際標準化並びに研究の国際レベル

化を推進する。 

（４）留学生・外国人研究者との相互交流を通じ，学生

や教職員に異文化体験と共に世界の現実を理解する

機会を持たせる。 

（５）教職員及び学生の国際協力活動を支援し，自主性

・創造力の育成を目指す。 

２．国際理解・国際協調の橋渡しとなる人的財産の蓄積：

この目的の主な対象は外国からの留学生並びに研究者で

ある。実質的な処遇と共に人と人との心の繋がりが，国

際理解を大きく前進させる。この観点から，外国からの

留学生や研究者に対する本学の受入れ体制の充実を図

る。同時に，外国からの留学生や研究者の交流対象を，

本学関係者のみならず市民レベルまで積極的に拡大する

ことにより，研究・教育の枠を越えた心の絆を通した国

際理解が期待できる。このような考えから，以下の７つ

を目標とする。 

（６）留学生と教職員との教育・研究レベルでの交流を

通して相互国際理解の推進を図る。 

（７）外国人研究者・留学生の日常生活，特に住居・学

習・医療等の支援により，滞在生活の充実を図る。

（８）本学に滞在した外国からの留学生や研究者を対象

に人的ネットワークを構築することにより，それぞ

れの母国と日本の友好及び信頼関係の発展・強化を

図る。 

（９）市民が草の根レベルでの国際交流を行う機会を拡

充する。 

（10）留学生の地域社会への参画機会の拡充を図る。 

（11）開発途上国の課題解決のための自助努力には人材

の育成が不可欠であり，研究者，学生，中核的な人

材の受入れを促進する。 

（12）本学独自の活動の展開により，中四国地域での国

際協力活動拠点を目指す。 

３．世界に通用する先端的研究の推進と活性化：この目

的は本学所属及び外国の研究者が対象である。知の集積

と創造は常に異文化との接触・融合と不可分であること

を考えると，外国の優秀な研究者の招へい，本学の研究

者の海外渡航の機会並びにその内容の充実を図ること

が第一義である。さらに国際的先端技術を育成し，推進

するためには，研究施設の充実や IT の導入なども有効

な手だてとなる。このような考えから，以下の６つを目

標に据えた。 

（13）学術上の国際的リーダーシップを獲得，維持する

ために，優秀な外国人研究者の受入れ数を増やし

て，教育・研究の活性化を図る。 

（14）本学所属の研究者が，諸外国における大学・研究

所・企業などへ短期・長期滞在する機会を拡大する。

（15）国際会議等の開催を通して，本学の研究レベルを

世界にアピールし，国際的な研究拠点大学を目指

す。 

（16）国際会議等への参加を通して，国際的な研究交流

を行うことにより，世界に跨る研究ネットワークを

構築する。 

（17）諸外国の大学・研究所・企業に所属する研究者と

の国際共同研究を推進する。 

（18）教員の国際協力への円滑な派遣を確保し，派遣国

で得た新たな知見を研究の新たな展開に役立てる。
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Ⅳ 対象となる活動及び目標の分類整理表 

活動の分類 ページ 「活動の分類」の概要 対象となる活動 
対 応 す る

目標の番号

教職員等の

受入れ・派

遣 

４ 

～ 

41 

 単に諸外国との学術文化の交流にとどまらず，

学術研究水準の向上を図るため，積極的に外国人

研究者や大学職員を受入れるとともに，本学の教

職員を諸外国に派遣する。さらに，研究者交流支

援組織を構築して，教職員等の受入れ・派遣の推

進並びに円滑化を図る。 

①外国人研究者の受入れ 

②外国人教員等の任用 

③外国人研究者等に対する各種

支援 

④教職員の派遣 

(3),(13) 

(1),(3) 

(7) 

 

(14) 

教育・学生

交流 

42 

～ 

76 

 海外の大学等との交流を通じて，教育及び教育

技術の交換，学生の派遣・受入れを通した国際的

環境の醸成を図る。 

①海外の大学・機関等との教育

交流活動 

②外国人留学生の受入れ 

③外国人留学生に対する各種支

援 

④地域との連携を意図した外国

人留学生交流支援 

⑤学生の海外留学 

⑥外国人留学生の交流ネット

ワークの構築 

⑦外国人児童生徒への教科学習

支援 

(2),(4),(6)

 

(4),(6) 

(7) 

 

(7),(9), 

(10) 

(2),(6) 

(6),(8) 

 

(4) 

国際会議等

の開催・参

加 

77 

～ 

88 

 国際会議等の開催及び参加を通して，諸外国の

研究者との交流の推進を図る。 

①国際会議等の開催 

 

②国際会議等への参加 

(3),(6), 

(15) 

(3),(6), 

(16) 

国際共同研

究の実施・

参画 

89 

～ 

102 

 国際標準に基づく最先端研究を推進し，学内の

教育・研究の水準の向上を図る。 

①国際共同研究事業 

 

(3), (17) 

 

開発途上国 

等への国際

協力 

103 

～ 

128 

 社会，産業，環境等の面に様々な課題を抱えて

いる開発途上国に対して，本学は総合大学の利点

を生かして，多面的で有機的な研究，技術，教育

面での支援を行う。 

①専門家派遣 

②プロジェクト支援 

 

③技術研修員受入れ 

④研究者受入れ 

(18) 

(5),(11) 

(12),(18) 

(11) 

(11) 
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類      ：教職員等の受入れ・派遣 

評 価 項 目      ：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

（a）取組の状況 

国際的な連携及び交流活動の実施体制を確立するには，大学の機能強化，組織運営の効

率化に対する基盤整備が必要となる。それぞれの管理運営組織が責任を持ち，有機的な連

携の基に，大学全体としてまとまった意思決定を行うため，学長の優れたリーダーシップ

が発揮できるように執行部の強化を図った。それに伴う情報の開示など，全学委員会の全

般的な見直しを行った。すなわち，運営諮問会議の設置，評議会構成員の見直し，学長補

佐体制の整備，各種委員会の整理統合，学内諸規則の見直しと再編成を行うことによって，

新しい管理運営体制を平成 12 年度より開始し，改革を進めている。さらに，大学院自然

科学研究科，大学院文化科学研究科に加え，平成 13 年度には医学研究科，歯学研究科等

を改組して，「大学院医歯学総合研究科」の設置を実現し，国際的に活躍できる人材の育

成，外国人留学生並びに研究者の受入れ等をさらに推し進めることを可能にする環境を整

備した。 

本学の国際的な連携及び交流を行うための実施体制を資料 1-1-1 に示す。研究・地域連

携・国際交流担当の副学長が国際交流全体を統轄するとともに，評議会の下に教育，交流，

評価に関わる審議機関である第３，５，７常置委員会など（資料 1-1-2）が設置されてお

り，全学的見地から国際連携・交流の推進に関する立案並びに点検・評価が実施されてい

る。また，学外の有識者で構成される運営諮問会議において，第三者評価が実施されてい

る。各部局においては，自己評価委員会が設置され，国際的な連携及び交流活動について

点検・評価を行っている。また，広報委員会が中心となって，活動目標の周知・公表を行

っている。教職員等の受入れ・派遣の事務は国際交流課と人事課が，また教育・学生交流

は留学生センターと留学生課が，国際会議等の開催・参加，国際共同研究の実施・参画や

開発途上国等への国際協力は国際交流課が主に取り扱っている。科学研究費補助金（以下

「科研費」という。）の申請に関する事務は研究協力課が行っている。 

年々，交流人員の増大と対象国の増大に伴い，交流形態の多様化が進展している。この

ような状況において，その情報提供や事務処理などを担当する事務職員には，従前にも増

して専門的知識と国際的感覚や資質の向上が要求されている。これは，国際交流事務に直

接携わる職員だけでなく，事務職員全体への要請である。本学では，豊かな国際的感覚や

資質を持つ職員の裾野を組織的に拡大するため，英語や中国語の語学研修や海外研修を実

施し，国際化に対応している（資料 1-1-3，1-1-4）。 

また，多様化・複雑化する国際交流をより機能的に推進する事務体制の整備・充実を図

るため，平成８年度より文部科学省（以下「文科省」という。）の「国際交流アソシエイ

ト制度」によって，英語のネイティブスピーカー１名を国際交流課に補助的要員として配
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置し，外国語の文書・通信等の翻訳補助や職員の国際的な資質向上のための外国の諸事情

等の情報提供及び外国語学習への指導・補助を行っている。 

さらに，平成 15 年３月現在で海外の 109 機関の大学・研究所と国際交流協定を締結し，

研究者・学生の交流を展開している（資料 1-1-5）。 

 

【資料 1-1-1】 実施体制の組織図 

学　　長 運営諮問会議評議会

短期留学プログラム
専門委員会

副学長

広報委員会

部局長会

学長補佐機構

教育実施機構 教育実施協議会

教育開発センター 教育開発協議会

各学部等

留学生センター

留学生課(9名)学務部

助言・勧告

外国語教育センター
国際連携教育部門

部局長 教授会
留学生関係委員会

留学生専門教育教官

研究協力課(10名)総務部

人事課(19名)

国際交流課(6名)

外国人留学生・研究員宿泊施設（２名）

（主な儀業務内容）

（連絡・調整）

（連絡・調整）

（連絡・調整）

第１常置（総務）委員会

第２常置（入試）委員会

第３常置（教育）委員会

第４常置（研究）委員会

第５常置（交流）委員会

第６常置（財務）委員会

第７常置（評価）委員会

創立五十周年記念事業
特別委員会

法人化問題特別委員会

職員の任免・分限・懲戒・服務，勤務評定，
人事記録，給与，職員の研修・出張，
職員の健康管理・福祉・災害補償，栄典・表彰，
外国人教員等の雇用契約

学術交流協定，日本学術振興会，
国際協力事業団，諸外国機関との連絡調整，
教職員の派遣，外国人研究者の受入，
国際学術交流助成，研究者の宿舎，
各種証明書・手引書等の発行

産学連携，共同研究，発明・特許，
科学研究費補助金（外国人特別研究員を含む），
組替えＤＮＡ，国際規制物質

私費外国人留学生，国費外国人留学生，
短期留学プログラムによる受入・派遣，
留学交流協定，外国人留学生の住宅総合補償，
外国人留学生の医療費，留学生センターの
庶務・会計・日本語教育，留学生の宿舎

( 執 行 機 関 ）( 審 議 機 関 ）

自己評価委員会

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 1-1-2】 常置委員会委員構成 

 常置委員会名        構成                  員数 

・第２常置（入試）・・副学長１，学部各１，大学院１          13 名 

・第３常置（教育）・・副学長１，文系２，理系２，医歯薬２，大学院１  13 名 

            研究所１，病院１，センター等２，図書館１  

・第４常置（研究）・・副学長１，文系２，理系２，医歯薬２，大学院２， 13 名 

            研究所２，病院１，センター等１  

・第５常置（交流）・・副学長１，文系２，理系２，医歯薬２，大学院１， 12 名 

            研究所１，センター等２，図書館１  

・第７常置（評価）・・副学長１，文系２，理系２，医歯薬２，大学院１， 12 名 

            研究所１，病院１，センター等１，図書館１ 

 

 註）本学の常置委員会は，評議員で構成されており，各系からバランス良く選出するとともに 

   部局の利益代表としてではなく，全学的な視点で審議が出来る体制となっている。 

（出典：常置委員会規則） 
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【資料 1-1-3】 事務系職員語学研修受講者数（H10～14 年度） 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

      （出典：事務局資料） 

 

【資料 1-1-4】 事務職員海外派遣実績（H10～14 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 1-1-5】 国際交流協定締結機関数の推移 

 

 

 

 

   (+)は，前年よりの増分を示す。 

   （出典：事務局資料） 

 

１．外国人研究者の受入れ・教職員の派遣 

外国人研究者の受入れ体制として，岡山大学外国人客員研究員制度がある。また，運営

組織として大学全体としての交流に関わる審議機関（第 5常置（交流）委員会）が設置さ

れており，全学的見地から「交流」に関する活動方針の検討を行っている。また，具体的

な受入れ・派遣に係る事務などは主に国際交流課が行っている（資料 1-1-6）。 

 

コース

年度

１０年度 9 8 10 27

１１年度 8 8 5 21

１２年度 8 6 14

１３年度 9 6 15

１４年度 8 6 14

英語・初級 英語・中級 英語・上級 中国語 計

（単位：人）

派遣期間 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 計

短　　　期 5 12 13 15 23 68

長　　　期 0 0 0 2 3 5

計 5 12 13 17 26 73

※短期は、派遣期間が概ね１週間～２週間

（単位：人）

経　　　費 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 計

学長裁量経費 2 5 9 16

岡山大学国際交流基金 2 1 1 4

岡山大学委任経理金 3 7 1 2 13

ジェイフォン基金 4 2 5 11

文科省負担 6 6 12

在外研究員等旅費 2 1 3

国立大学図書館協議会 1 1

文科省・中国教育部 1 1

文科省・LEAP 1 1 2

日本学術振興会 1 1

外国旅費・中国教育部 1 1

外国旅費 1 2 3

中国政府奨学金 1 1 2

日米教育委員会 3 3

計 5 12 13 17 26 73

年度

種別

大学間交流協定  8（+4） 14 （+6） 20 （+6）  23 (+3）  29 （+6）

部局間交流協定 44（+4） 53 （+9） 60 （+7） 68 (+8)  80（+12）

合計 52（+8） 67（+15） 80（+13） 91(+11) 109（+18）

１４年度１０年度 １１年度 １２年度 １３年度
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【資料 1-1-6】  外国人研究者の受入れ・教職員の派遣に係る制度・基金等 

制度・基金等 

文部科学省の制度 その他政府関係の制度 その他 
運営組織等 

・外国人教師（受入れ） 

・外国人研究員（受入れ） 

・外国人教員の任用（受入れ） 

・中国政府派遣研究員（受入れ） 

・国際シンポジウム開催経費（受入れ） 

・科学研究費補助金（受入れ・派遣） 

・教育改善推進費（受入れ・派遣） 

・国際競争力強化経費（受入れ・派遣） 

・在外研究員（派遣） 

・国際研究集会派遣研究員（派遣） 

・その他事業（受入れ・派遣） 

 

○日本学術振興会 

・外国人招へい研究者（受入れ）

・外国人特別研究員（受入れ）

・二国間交流（受入れ・派遣）

・海外特別研究員（派遣） 

・特定国派遣研究者（派遣） 

 

○国際交流基金 

・招へい事業（受入れ） 

・派遣事業（派遣） 

 

○国際協力事業団 

・外国人受託研修員（受入れ）

・専門家の派遣事業（派遣） 

○岡山大学の制度 

・岡山大学外国人客員研究員制度（受入れ） 

・岡山大学国際交流基金（受入れ・派遣） 

・J-phone 事務系職員海外派遣基金（派遣） 

・岡山大学委任経理金（受入れ・派遣） 

 

○その他の制度 

・岡山県海外技術研修員受入事業（受入れ） 

・中国医学研修生（受入れ） 

・各種民間財団等助成金（受入れ・派遣） 

・運営諮問会議 

・第５常置（交流）委員会 

・国際交流課 

・研究協力課 

・人事課 

・各部局教授会 

・各部局事務部庶務担当係 

・外国人留学生・研究員宿泊施設

（出典：事務局資料） 

 

 本学において研究を行う外国人研究者の位置づけを明確にするとともに，その活動に便

宜を図り，これにより本学の国際交流の円滑な推進と学術研究の国際的発展に資すること

を目的として，岡山大学外国人客員研究員制度を設けている（資料 1-1-7）。 

 

【資料 1-1-7】 岡山大学外国人客員研究員規則（抜粋） 

 （目的） 

第２条 この規則は，外国人客員研究員の受入れに関し，必要な事項を定めることにより，本学における外国人

客員研究員の位置付けを明確にするとともに外国人客員研究員が行う研究活動に便宜を図り，もって本学の国

際交流の円滑な推進と学術研究の国際的発展に資することを目的とする。 

 （資格） 

第３条 外国人客員研究員として受入れることのできる者は，次の各号に掲げる者で，本学の教授，助教授，講

師若しくは助手に相当する身分を有するもの又はこれらに相当する研究業績を有するものとする。 

 一 日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者 

 二 国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者 

 三 日本国際教育協会帰国外国人留学生短期研究員制度実施要項に基づく外国人研究者 

 四 外国政府，国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者 

 五 前各号に掲げるもののほか，本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な外国人研究者 

 （受入れ期間） 

第５条 外国人客員研究員の受入れ期間は，原則として２週間以上１年以内とする。 

２  前項の規定に関わらず，部局等の長が研究を継続する必要があると認めた場合は，外国人客員研究員の受入

れ期間を延長することができる。 

３  部局等の長は，外国人客員研究員の受入れ期間を延長したときは，その旨を学長に報告するものとする。  

 （研究活動への従事等） 

第７条 外国人客員研究員は，担当教官の助言と協力のもとに研究活動に従事するものとする。 

２  部局等の長は，部局等が行う教育について，外国人客員研究員の協力を得ることができる。 

（出典：事務局資料） 

 

 本制度は，岡山大学に招へい等された外国人研究員の身分を明確にするためのものであ

る。また，招へい等のための基金としては例えば以下のようなものがある。 

１）岡山大学国際交流基金 

 平成元年度，岡山大学国際交流事業後援会から寄付された基金により，私費外国人留学

生に対し奨学金の支給事業が開始された。平成3年度には基金は2億 5千 6百万円となり，

留学生に対する奨学金の支給以外に，外国人研究者等の招へい等の岡山大学国際交流基金

としての事業（資料 1-1-8）が開始され，途中厳しい経済・金融情勢のため平成 10 年度

に中断はあったものの，国際共同研究，教職員の海外派遣などの事業に対し，年間約 800

万円の援助を行い，現在に至っている。 
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 国際交流基金の事業概要を資料 1-1-9 に，同事業計画及び実績を資料 1-1-10 に示す。

 

【資料 1-1-8】岡山大学国際交流基金規則（抜粋） 

 （設置） 

第１条 岡山大学（以下「本学」という。）に，岡山大学国際交流基金（以下「基金」という。）を置く。 

 （目的） 

第２条 基金は，本学における国際交流の一層の推進を図るために運用するものとする。 

 （事業） 

第３条 前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる事業を行う。 

 一  外国人留学生に対する援助 

 二  外国人研究者等の招へいに対する援助 

 三  国際研究集会の開催に対する援助 

 四  国際共同研究の実施に対する援助 

 五  教職員の海外派遣に対する援助 

 六  その他本学の国際交流を推進するために必要な事業に対する援助 

 （基金の額） 

第４条 基金の原資は，２億５千６百万円とする。 

 （基金の管理） 

第５条 基金の管理は，学長が行う。 

 （事業の経費） 

第６条 第３条に規定する事業を行うために必要な経費は，基金の原資及び基金の原資から生じる果実を持っ

て充てる。 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 1-1-9】岡山大学国際交流基金事業概要 

事業名 要項 事業内容 

外国人留学生に対

する援助 

岡山大学国際交流基金に基

づく外国人留学生奨学金取

扱要項 

来日直後の私費外国人留学生に奨学金を支給する。 

支給期間は，１年又は６か月とする。 

奨学金の額及び支給人数は，事業年度毎に決定する。 

外国人研究者の招

へいに対する援助 

岡山大学国際交流基金に基

づく外国人研究者等の招へ

い実施要項 

岡山大学外国人客員研究員及び学長が本学の国際交流の

推進上必要と認めた者を対象とする。 

外国人研究者等の招へいに必要な往復国際航空賃及び国

内旅費を援助する。 

国際研究集会の開

催に対する援助 

岡山大学国際交流基金に基

づく国際研究集会取扱要項 

本学の部局等が主催するのであり，外国人研究者の参加

を得て本学及びその近隣で開催される比較的小規模な学

術研究集会を対象とする。 

外国人旅費又は会議費の一部を援助する。 

国際共同研究の実

施に対する援助 

岡山大学国際交流基金に基

づく国際共同研究取扱要項 

本学の常勤の教員が外国人研究者と共同研究を行うもの

であり，所属部局等が推薦するものを対象とする。 

共同研究実施のため来学する外国人研究者の往復国際航

空賃及び国内旅費又は相手方の大学を訪問する本学教員

の往復国際航空賃及び国内旅費を援助する。 

教職員の海外派遣

に対する援助 

岡山大学国際交流基金に基

づく教職員海外派遣実施要

項 

本学の常勤の教職員を対象とし，派遣期間は３週間以内

とする。 

国家公務員等の旅費に関する法律に規定する旅費を支給

する。 

岡山大学国際交流基金に基

づく国際交流推進経費取扱

要項 

外国人来訪者等に贈呈する記念品の作成，本学の代表者

が外国の大学等を訪問する際の記念品の作成及び外国人

来訪者等に対し本学を紹介するための資料等の作成に必

要な経費並びに外国人来訪者等に神社仏閣，庭園，博物

館その他文化施設を紹介するために必要な経費等を対象

とする。 

岡山大学国際交流基金に基

づく緊急対策費取扱要項 

本学が受入れた外国人留学生又は外国人客員研究員が学

業又は研究の途中において死亡する等の不測の事態が生

じた際に，円滑かつ早急な事後処理のために必要な一定

限度の経費について援助する。 

その他本学の国際

交流を推進するた

めに必要な事業に

対する援助 

岡山大学国際交流基金に基

づく海外派遣学生支援事業

実施要項 

派遣学生に奨学一時金を支給する。 

奨学一時金の額及び支給人数は，事業年度ごとに決定す

る。 

（出典：事務局資料） 
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【資料 1-1-10】岡山大学国際交流基金の予算額及び実施額 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

２）ジェイフォン事務系職員海外派遣基金 

 平成 12 年度，できるだけ多くの事務系職員を海外に派遣することにより，職員の資質

の向上と本学の教育・研究における国際交流の推進に資するため，ジェイフォン中国株式

会社からの寄付金を原資として，ジェイフォン事務系職員海外派遣基金を設置した。派遣

対象職員は，原則として，課長補佐，事務長補佐以下の事務系職員としている。（資料

1-1-11） 

 

【資料 1-1-11】ジェイフォン事務系職員海外派遣基金運営要項 

平成１２年８月１６日

学 長 裁 定

 

（設置） 

１．本学は，できるだけ多くの事務系職員を海外に派遣することにより，職員の資質の向上と本学の教育・研究

における国際交流の推進に資するため，ジェイフォン中国株式会社からの寄付金を原資として，「ジェイフォ

ン事務系職員海外派遣基金」（以下「基金」という。）を設置する。 

（派遣） 

２．本学は，基金の資金により，毎年度若干名の職員を選考して海外へ派遣し，特定の事項について研修させる。

（派遣対象職員） 

３．原則として，本学の課長補佐，事務長補佐以下の事務系職員とする。 

（選考） 

４．各部局の要望を聞きつつ総務部長が作成した原案を参考に，事務局長が選考する。 

（派遣先・研修方法等） 

５．派遣先については，原則として，本学との間で交流協定を締結している諸外国の大学等とし，研修方法につ

いては，原則として，本学教職員の海外出張等に随行する方法によるものとする。 

（派遣期間） 

６．原則として，１０日間以内とする。 

（対象経費と限度額） 

７．エコノミー国際往復航空運賃，日当，宿泊費，国内旅費等について，予算の範囲内で支給する。 

（研修の報告） 

８．基金により派遣された職員は，帰国後遅滞なく，研修報告書を事務局長に提出しなければならない。 

（その他） 

９．この要項に関する事務は，総務部国際交流課において処理する。 

 附 則 

１．この要項は，平成１２年８月１６日から施行する。 

２．この要項による派遣事業は，本要項施行後１０年間にわたり実施し，事業終了時において資金に残余がある

場合は，事務局長が経理部長と協議のうえ，その使途を決定する。 

 
（出典：事務局資料） 

 

 

１．岡山大学国際交流基金による予算額

　　　　事業 留学生に対する 外国人研究者等の 国際研究集会 国際共同研究 教職員の海外派遣 国際交流推進経費 緊急対策費 計
奨学金 招へい

年度 事業件数 計画額 事業件数 計画額 事業件数 計画額 事業件数 計画額 事業件数 計画額 事業件数 計画額 事業件数 計画額 事業件数 計画額

１０年度 8 2,880,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 10 3,480,000
１１年度 8 2,880,000 3 500,000 0 0 3 500,000 4 1,500,000 1 600,000 1 300,000 20 6,280,000
１２年度 12 4,320,000 2 750,000 0 0 2 750,000 4 1,500,000 1 600,000 1 300,000 22 8,220,000
１３年度 12 4,320,000 5 750,000 0 0 4 750,000 4 1,500,000 1 600,000 1 300,000 27 8,220,000
１４年度 12 4,320,000 7 750,000 0 0 4 750,000 3 1,500,000 1 600,000 1 300,000 28 8,220,000

計 52 18,720,000 17 2,750,000 0 0 13 2,750,000 15 6,000,000 5 2,700,000 5 1,500,000 107 34,420,000

(注)平成10年度は一部事業休止

２．岡山大学国際交流基金による助成実施額

　　　　事業 留学生に対する 外国人研究者等の 国際研究集会 国際共同研究 教職員の海外派遣 国際交流推進経費 緊急対策費 計
奨学金 招へい

年度 事業件数 助成実施額 事業件数 助成実施額 事業件数 助成実施額 事業件数 助成実施額 事業件数 助成実施額 事業件数 助成実施額 事業件数 助成実施額 事業件数 助成実施額

１０年度 8 2,820,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 138,237 0 0 10 2,958,237
１１年度 8 2,580,000 3 180,492 0 0 3 317,000 4 1,306,360 1 516,600 0 0 19 4,900,452
１２年度 21 4,290,000 2 117,545 0 0 2 241,439 4 1,367,725 2 535,500 0 0 31 6,552,209
１３年度 22 4,260,000 5 702,744 0 0 4 528,441 4 1,384,497 1 168,000 0 0 36 7,043,682
１４年度 18 3,060,000 7 866,000 0 0 4 778,000 3 752,000 5 567,000 0 0 37 6,023,000

計 77 17,010,000 17 1,866,781 0 0 13 1,864,880 15 4,810,582 11 1,925,337 0 0 133 27,477,580
平成１４年度外国人研究者等の招へい、国際共同研究、教職員の海外派遣助成額は配布決定額で、決算は未処理であることに留意
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３）日本学術振興会 

 国際的な連携及び交流活動を推進すべく，日本学術振興会の事業である「外国人招へい

研究者（短期・長期）」及び「外国人特別研究員」などへの積極的な応募を奨励しており，

国際交流課が事務手続きの窓口となっている。 

２．外国人教員等の任用 

 「21 世紀の岡山大学構想」で，本学の教育・研究の国際化の大幅な推進を図るため，

外国人教員・教師の採用数を大幅に増やすことを掲げている。外国人教員・教師を任用す

る体制として，学長の強力なリーダーシップのもとで，各部局，語学教育センターで，授

業科目や研究分野の必要性に応じて，努めて外国人教員・教師を採用している。語学教育

を行う際の外国人教員・教師の必要性や採用計画については，第 3常置（教育）委員会が

主体となって検討を行い（資料 1-1-12），第 7 常置（評価）委員会や運営諮問会議で，

外国人教員等の任用についての点検・評価を行っている。 

 

【資料 1-1-12】岡山大学教員選考の基準に関する規則（抜粋） 

 
 （選考等の基準） 

第２条 教員の採用に当たっては，各方面から広く優れた人材を求めるため，原則として公募を行うとともに，

本学及び学部等の理念・目標及び将来構想等に応じて選考する。 

 （教授の資格） 

第３条 教授となることのできる者は，大学教授たるにふさわしい人格識見を有し，次の各号のいずれかに該当

し，かつ，大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

 一  博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し，研究上の業績を有する者 

 二  研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

 三  大学において教授，助教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含

む。）のある者 

 四  芸術，体育等については，特殊の技能に秀でていると認められる者 

 五  専攻分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

 

（出典：事務局資料） 

 

３．外国人研究者等に対する各種支援 

支援を行う事務組織としては，資料 1-1-1（５頁）で示すように国際交流課等がある。

外国人研究者等を支援するために資料 1-1-13 のような証明書や手引書などを発行してい

る。 

 

【資料 1-1-13】国際交流課等が発行している証明書や手引書など 

 

（ⅰ）岡山大学外国人客員研究員証 

本証を外国人研究者等に配布して，学内施設の利用に際して便宜供与が出来るように配慮している。 

（ⅱ）Life in Okayama for Foreign Researchers 

（ⅲ）岡山大学外国人研究者生活指南 

（ⅳ）Okayama University Profile 

（ⅴ）Foreign Teachers Guide 

（ⅵ）Okayama University Campus & Town Map 

 

（出典：事務局資料） 

 

 また，外国人留学生 132 人，外国人研究員 18 人を収容できる留学生課管轄の外国人留

学生・研究員宿泊施設が設置されている（資料 1-1-14）。さらに，各部局の事務部が詳

細な支援を積極的に行うシステムが出来ている。 



機関名   岡山大学 

- 11 -

 

【資料 1-1-14】岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設規程（抜粋） 

 

 （設置） 

第１条 岡山大学（以下「本学」という。）に岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設（以下「宿泊施設」という。）

を置く。 

 （目的） 

第２条 宿泊施設は，国際交流の進展に資するため本学の外国人留学生及び外国人研究者に住居を提供することを

目的とする。 

 （宿泊施設の施設） 

第３条 宿泊施設に外国人留学生宿舎（以下「留学生宿舎」という。）及び外国人研究員宿舎（以下「研究員宿舎」

という。）を設ける。 

 （入居資格） 

第６条 留学生宿舎に入居できる者は，次の各号の1に該当する者とする。 

 一 本学に在学する単身の外国人留学生 

 二 その他学長が適当と認めた者 

２ 研究員宿舎に入居できる者は，次の各号の1に該当する者とする。 

 一 本学において研究に従事する単身の外国人研究者 

 二 その他学長が適当と認めた者 

 （入居期間） 

第７条 宿泊施設に入居できる期間は，1ヶ月以上 1年以内とする。ただし，学長が特に必要と認めた場合は，当

該期間を短縮し，又は延長することができる。 

 

（出典：事務局資料） 

 

（b）判断結果の根拠・理由 

１．活動を実施するために必要な組織の整備・学内他組織との連携 

外国人研究者等の受入れ・教職員の派遣体制並びに管理運営組織が整備されている。外

国人研究者等に対して証明書や手引書などを発行して，積極的に支援する体制，並びに受

入教員が教育・研究のみならず日常生活にまでわたって世話を行う際に，各部局の事務部

が積極的に支援するシステムが出来ている。これらの組織の運営にあたっての学内他組織

との連携については，第 3常置（教育），第 5常置（交流），第 7常置（評価）委員会が

中心となって行っている。なお，外国人教員・教師を積極的に任用するための仕組みが構

築されている。 

２．人的規模，バランスの配慮 

国際交流課，留学生課，外国人留学生・研究員宿泊施設，各常置委員会は，人的規模，

バランスに配慮されている（資料 1-1-1，1-1-2（５頁））。 

３．実施組織間の役割，意思決定プロセス，責任の明確化，円滑な運営 

各組織は，資料 1-1-1（５頁）に示したような位置付けになっており，各組織の間では，

意思決定プロセス，責任が明確に規定されており，円滑な運営が行われている。 

（c）判断結果 

 教職員等の受入れ・派遣についての実施体制の整備・機能という観点からは，目的及び

目標を実現する上で優れている。 
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 観 点 活動目標の周知・公表 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

活動目標の周知・公表を行うシステムとしては，各種のものが整備されている（資料

1-1-15）。 

 

【資料 1-1-15】 活動目標の周知・公表 

 

・21 世紀の岡山大学構想 

・岡山大学公式ホームページ 

– 研究者受入れ・派遣状況一覧表 
– 各種海外派遣・受入れ制度紹介 
– 各種派遣・受入れ・助成事業を行う関係機関へのリンク 

・岡山大学概要 

・岡山大学 50 年史 

・岡山大学ニュース 

  岡山大学ニュースをホームページ上に開設 

・NAFSA（全米国際教育者協会）での PR 

  留学フェアに教職員が参加した際に，岡山大学の活動目標や趣旨を PR 

・岡山大学国際交流基金，日本学術振興会などの募集についての情報 

  学内の関係者に遺漏なく，かつ迅速に周知させるため，電子メールと回覧の両方を使用 

 

（出典：事務局資料） 

 

本学においては，平成 10 年 10 月の大学審議会答申「21 世紀の大学像と今後の改革方

策について－競争的環境の中で個性が輝く大学－」を受け，同年 11 月，「21 世紀の岡山

大学構想検討会」を発足させ，21 世紀の岡山大学のあるべき姿を求めて検討を開始した。

同検討会は，「基本構想部会」，「組織運営部会」，「学部教育部会」，「大学院教育部

会」の４部会構成とし，平成 12 年３月に「21 世紀の岡山大学構想」をとりまとめた。 そ

の中で，資料 1-1-16 に示すように，「外国人研究者の受入れ」については，「研究者の

交流･･･などの国際交流を一層発展させなければならない。」と，また，「外国人教員等

の任用」については，「優秀な外国人研究者・教育者を本学教員として積極的に採用する

ことも図るべきである。」と明記されている。また，岡山大学公式ホームページ（以下「HP」

という。）に「国際交流」及び「岡山大学ニュース（学内限定）」（資料 1-1-17）を用

意し，受入れ・派遣に係る申請・募集，各種統計，在留関係手続き等の情報を学内・学外

に広く周知・公表している。岡山大学公式 HP の英語版を資料 1-1-18 に示す。大学の概要

を Okayama University Prospectus に，学生交流を Student Exchange に「英語，中国語

及び韓国語」で，各部局の案内を Guide for Faculties and Graduate Schools に，また，

教育研究者総覧の英語版を Directories に掲載して広く周知・公表するとともに，外国人

研究者・留学生の便を図っている。なお，教育研究者総覧には平成 15 年 4 月 1 日現在約

1,200 名が登録しており，各研究者の研究キーワード，研究業績，担当授業科目などのデー

タが公表されている。 

 また，「国際交流関係事務マニュアル」（資料1-1-21（17頁））を作成し，学内に広く

配布することによって関係教職員が受入れ・派遣に関する処理を迅速，かつ，的確に行え

るように努力している。 
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【資料 1-1-16】 21 世紀の岡山大学構想（抜粋） 

 

第 1 章 21 世紀における岡山大学を目指して 

4. 本学改革の方法 

（8）国際化への対応（12 頁） 

平成 12 年 2 月末日現在，・・・・・・・・・・・・・・研究者の交流，共同研究の実施，国際会議

の主催などの国際交流を一層発展させなければならない。また，国際化の環境づくりの一環として，

優秀な外国人研究者・教育者を本学教員として積極的に採用することも図るべきである。 

 

第 4 章 地域社会及び国際社会との連携・交流の推進 

2. 国際交流の推進 

（2）研究活動を通じての国際交流 

3）研究者交流（63 頁） 

学術交流協定を締結している諸外国の大学（大学院）等の研究者を招聘したり，本学大学院の教員が

それらの大学院を訪問したりすることによって，研究者交流を一層積極的に推進する。また，学術交

流協定を締結する大学（大学院）等を更に増加することも必要である。 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 1-1-17】 岡山大学公式ホームページのツリー構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

 

 

トピックスニュース、
学会、研究会等案内

高校生のための
大   学   案   内

学術交流協定
締結校一覧表

岡山大学
公式HP リエゾン・オフィス、 締結学部別協定締結

産学交流 相手大学国別一覧

研究員受入・派遣
状況一覧表

入国・在留関係
申請手続き

学部・大学院・研究所・ 各種海外派遣・受入 日本学術
センター・事務局 制度紹介（学内専用） 振  興  会

各種派遣・受入・助成事業を 国際交流
行う関係機関へのリンク 基      金

国際協力事業団
（JICA)

岡山大学ニュース 掲示板：民間財団等の各種
（学内限定） 　　　　　公募のお知らせ

広報誌

セクシュアル・
ハラスメント

岡山県情報・
学外リンク

学長挨拶

大学案内・行事案内

入試情報

運営諮問会議

生涯学習・公開講座

国際交流

留学交流

教育・研究者総覧

学内限定情報



機関名   岡山大学 

- 14 -

 

【資料 1-1-18】 岡山大学公式ホームページ（英語版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （出典：事務局資料） 

 

 

 教職員等の受入れ・派遣の活動目標の周知・公表についての部局長へのアンケート調査

結果を示す（資料 1-1-19）。学内者，学外者に対して，活動の目的・目標の伝達や情報

伝達のための体制整備ができている。 

 

【資料 1-1-19】 活動目標の周知・公表（アンケート調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%
42%

4%

インターネット

パンフレット

その他

6%

50%25%

0%

19%

0% 活動計画に基づいた予算額で
広報活動を行っている

活動計画の策定は行っていな
いが，一定額を予算化

予算化はしていないが，必要
に応じてその都度金額を配分

将来的に予算化するか検討中

予算化計画なし

インターネットによる広報活
動のみのため予算必要なし

(a) 広報活動予算化について (b) 活動を目的として実施している広報活動
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（出典：第 7常置（評価）委員会資料，部局長へのアンケート） 

 

（b）判断結果の根拠・理由 

上述のように，教職員等の受入れ・派遣に関するあらゆる種類の情報をわかりやすく解

説して，インターネットや広報誌を通じて，活動の直接的な担当者や活動の受け手・学外

の活動の関係者等へ活動の目標や趣旨が組織的に伝えられるシステムが出来ている。 

（c） 判断結果 

 教職員等の受入れ・派遣に関する活動目標の周知・公表という観点からは，目的及び目

標を実現する上で優れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%0%

22%

0%

0% 11% 0% 外国の行政機関

外国の大学

その他外国の諸団体

国内の国の機関

国内の地方公共団体

公益法人等

その他

(c) 広報活動における情報提供先機関割合 
(B)(4) 情報提供先機関所在地割合

25%

8%

8%

8%

51%

アジア

欧米

全世界

国内

地域区別なし

 

(d)情報提供先機関所在地割合 

(B)(5) 分かり易く解説した情報提供をす
る努力をしているか

42%

53%

5%
大いに努力している

わかりやすい解説は
行っていない
全く努力していない

(B)(6) 広報活動方針についての検討を
行っているか

22%

50%

28%

0%

専門の委員会を設置

必要なときに随時検討

今後検討する予定

検討予定なし

(B)(7) 活動の目的・目標を十分伝達でき
ているか

11%

46%

32%

11%

十分できている

まずまずできている

若干不十分である

全く不十分である

(B)(8) 情報伝達のための体制整備はでき
ているか

12%

41%

41%

6%
十分整備できている

まずまず整備できて
いる

不十分ながら整備で
きている

全く整備できていない

(e) わかりやすく解説した情報提供をする 

     努力をしているか  

(f) 広報活動方針についての検討を 

     行っているか 

(g) 活動の目的・目標を十分伝達できているか (h) 情報伝達のための体制整備はできているか 
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 観 点 改善システムの整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

（a）取組の状況 

評価を行う組織として，第 7常置（評価）委員会と運営諮問会議がある（資料 1-1-1（５

頁），1-1-20）。さらに，国際交流課が中心となって改善のための情報収集を行い，第 5

常置（交流）委員会が改善事項の検討を行う。改善事項の実施は，国際交流課，留学生課，

広報委員会のもとで，国際交流関係事務マニュアル（資料 1-1-21）の充実，外国人留学

生・研究員宿泊施設の拡充計画の策定，HP の充実などを行っている。さらに，毎月定期

的に外国人研究者・外国人教員等の受入れ・教職員の派遣の調査を行って，改善のための

情報収集を行っている。特に，平成 13 年度に本学が独自に開発し，平成 14 年度より稼動

が始まった「国際交流情報システム」（資料 1-1-22）は，各部局から海外渡航報告，外

国人客員研究員等の受入れ・教職員の派遣の情報を入力すれば，各部局はもとより国際交

流課でもリアルタイムであらゆる報告・会議資料等の場面に対応したデータを瞬時に加工

でき，かつ，ペーパーレス等，様々なメリットを有している。 

従来は，外国人研究者の受入れの際，担当教員が本人に代わって在留資格認定証明書の

申請手続きを行っていたため，多大な時間と労力を要していた。そこで，平成 15 年 6 月

1 日より，国際交流課が窓口となって，在留資格関係手続きの一元化を行って，担当教員

の負担を軽減した（資料 1-1-23）。 

 

【資料 1-1-20】改善システム 

 

（ア）第 7常置（評価）委員会 

本委員会は，教育・研究や大学の運営方法の改善を行うための，学内評価システムの確立，大学評価・学位授

与機構などの大学評価への対応，教員の個人評価などに関する重要事項の審議を行っている。 

（イ）運営諮問会議 

本学の職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから，学長の申出に基づいて文部大臣

が任命する委員若干人で組織する運営諮問会議が設置されている。この会議は，（ⅰ）大学の教育研究上の目的

を達成するための基本的な計画に関する重要事項，（ⅱ）大学の教育研究活動等の状況について本学が行う評価

に関する重要事項，（ⅲ）その他大学の運営に関する重要事項について，学長の諮問に応じて審議し，及び学長

に対して助言又は勧告を行うものと規定されている。また，学長は，その審議の結果等を大学運営に反映させる

よう努めなければならないと規定されており，この仕組みが大学の機能強化に役立ちつつある。 

（ウ）外国人研究者・外国人教員等の受入れの調査 

毎年国際交流課が中心となって，岡山大学国際交流基金の採択状況，日本学術振興会各種事業申請・選択実績，

研究者交流実績調査などをとりまとめ，改善のための情報収集を行っている。 

（エ）国際交流協定に基づく活動内容の充実 

国際交流協定の締結部局及び関係教員に毎年アンケート調査をして，活動内容の情報収集を行うとともに，活

動内容の充実をいかに図るかの検討を行っている。 

（オ）第 5常置（交流）委員会での改善システムの継続的な検討 

国際的な連携及び交流活動を推進するための事項として，岡山大学国際交流基金事業の実施計画，国際交流協

定の締結，国費外国人留学生，私費外国人留学生に対する奨学金，文部科学省在外研究員の選考，国際交流を取



機関名   岡山大学 

- 17 -

り扱う事務組織の整備（岡山大学国際交流推進機構の構想など）などの審議を行っている。 

（カ）ホームページの充実 

 広報委員会が中心となって，国際的な連携及び交流活動に関するホームページをさらに充実させるべく検討を

行っている。 

（キ）在留資格関係手続きの一元化，外国人受入れマニュアルの充実 

国際交流課が窓口となって，在留資格関係手続きの一元化を行って，担当教員が外国人研究者の受入れを行い

やすくしている。また，日本側の受入れ教官が外国人を受入れる際のわかりやすいマニュアルを作成することを

検討している。 

（ク）外国人留学生・研究員宿泊施設の拡充計画 

 現在の宿泊施設では外国人研究者等を受け入れるには不十分である。特に現在の宿舎は単身者用のみである。

夫婦用，家族用計 28 戸を増加して，宿泊施設を拡充することを計画している。 

（ケ）事務組織の整備 

現在は外国人の受入れの窓口として，留学生は留学生課及び留学生センターが，外国人研究者等は国際交流課

が対応しているが，在留資格の手続き等両者に共通の事項も多いので，留学生課と国際交流課を統合して，留学

生，外国人研究者のみならず受入れ側の教職員にもわかりやすい岡山大学国際交流推進機構の設置を決定してい

る。 

（コ）外国人による外部評価，自己評価書の英文での作成 

見識の高い外国人研究者を招へいして，外部評価を行い，改善を図っている。また，部局の自己評価結果を広

く公表するという観点で，医学部や固体地球研究センターでは英文で自己評価書を作成している。 

（サ）教員の個人評価 

教員の個人評価を平成 14 年度から実施して，以下のような項目の国際交流活動状況について個々に評価する

ことにより，この活動の活性化に全学で取り組んでいる。 

（ⅰ）「社会貢献活動」―「国際貢献について」 

（ⅱ）外国人研究者の受入れ人数 

（ⅲ）外国人訪問者の人数 

（シ）「国際的な連携及び交流活動」についてのアンケート調査の実施 

 平成15年2月に，各部局長，全教員，並びに岡山大学を訪問したことのある外国人研究者・留学生，岡山大学教

職員を受け入れたことのある外国機関の研究者を対象として，「国際的な連携及び交流活動」についてのアンケー

ト調査を行い，関係者の声を直接聞くことにより改善を図っている。 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 1-1-21】 国際交流関係事務マニュアル（抜粋） 

(a) 表紙                 (b) 目次 

 

(c)文部科学省在外研究員 
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(c)文部科学省在外研究員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (d) 外国人研究者の受入れ                (e) 国際交流協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

１ 協定の種類及び定義  

  (1) 大学間協定 

    大学間協定は，本学の複数の部局と相手方機関の複数の

部局との間で国際交流を推進することを目的とし，かつ協

定を締結することが全学的な見地から本学の国際交流推

進上特に望ましい場合に，大学と相手機関との間で締結す

る協定をいう。 

 (2) 部局間協定 

  部局間協定は，本学の特定の部局が相手方機関の特定の

部局との間で国際交流を推進することを目的として当該

部局が相手方機関の部局との間で締結する協定をいう。な

お，相手方機関が単科大学のように機関全体が当該部局と

対応する場合には，当該部局が相手方機関と締結するもの

も部局間協定に含まれるものとする。 

２ 協定の内容及び形態 

  一般的には交流協定の内容は次のようなものである。 

 (1) 次の諸活動を奨励すること 

  ①  教員・研究者の交流                             

    ② 学生の交流 

  ③ 学術資料，刊行物，情報等の交換 

  ④ 共同研究・研究集会等の実施 

 (2) 具体的な実施については，両大学（又はその関係部局）

間で協議すること 

 (3) 協定の変更又は廃止は，両大学の協議によるものとす

ること 

３ 協定締結手続き 

① 協定内容について事務局（国際交流課・留学生課）

に事前相談する。 

② 協定内容を了承する。 

③ 部局教授会において協定案を審議する。 

④ 部局教授会において協定案を承認する。 

⑤ 部局において相手大学等に素案を送付し，同意を得

る。 

⑥ 素案について相手大学等が同意する。 

⑦ 部局長が学長に協議する。 

⑧ 学長は第５常置（交流）委員会に審議を付託する。

⑨ 第５常置（交流）委員会で審議し，学長に報告する。

⑩ 学長は部局長に協定締結の承認通知を行う。 

・ 学長又は部局長が相手大学等と協定を締結する。

⑫ 部局長から学長へ協定締結の報告を行う。（部局間

協定のみ） 
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【資料 1-1-22】 国際交流情報システム 

 

本システムは，各部局から海外渡航報告，外国人客員研究員等の受入れ報告を入力し，あらゆる場面でデータ

を加工することが可能な情報処理システムである。受入れ関係並びに渡航関係のメリットは以下の通り。 

 

〔受入れ関係〕 

（ⅰ）各教員等の受入れ歴として登録される。 

（ⅱ）ペーパレス化となる。（従来から国際交流課へ提出していた様式（客員研究員等の受入れ報告・外国人研

究者等受入れ報告書）での学内便は不要。）特に必要があるときは，国際交流課でプリントアウトでき

る。 

（ⅲ）教授会資料等さまざまな様式での作成が可能となる。 

（ⅳ）リアルタイムでの確実な受入者数等が把握できる。 

（ⅴ）受入れ者の一覧表の作成が可能となり，事務局で一覧表の作成の手間が省略される。 

（ⅵ）情報提供の時間が短縮される。 

（ⅶ）各調査票ごとそれぞれの集計欄に蓄積される。 

 

〔渡航関係〕 

 上記以外のメリットとして次のことが挙げられる。 

（ⅰ）各教員等の渡航歴として登録される。 

（ⅱ）確認時点での海外渡航者の把握（渡航先・渡航者数等）が瞬時に可能になる。 

（ⅲ）入力画面をプリントアウトすることにより，旅行内申書等への活用が可能となる。 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 1-1-23】在留資格関係手続きの一元化について（抜粋） 

 

３．一元化への移行 

・ 受入れ教官が作成した申請書を国際交流課がチェックし，定期的に取りまとめて入国管理局の窓口への持参

・提出を行う。 

・ 入国管理局への窓口を国際交流課とし，審査・交付に遅れが生じないようにする。 

・ 国際交流課において経験を蓄積し，教員への指導を行う。 

・ 滞在の延長による在留資格期間変更は担当教員の指導により，外国人研究員本人が行っているが，移行後は

国際交流課にて指導し，一括して提出を行う。（取次申請） 

 

（出典：事務局資料） 

 

「部局長へのアンケート調査結果」（資料 1-1-24）に示すように，各部局で，活動結

果の評価・見直し・改善のための検討や，学内教員を対象に活動についての要望などの情

報収集を行っている。 

（b）判断結果の根拠・理由 

上述のように，第 5常置（交流）委員会と第 7常置（評価）委員会が中心となって，学

内他組織間の連携を行いながら，全学的な見地から点検・評価及び改善事項の検討を行う

システムが存在し，国際交流課や各部局等で改善事項の実施を行う体制も出来ている。こ

のように，活動状況や問題点を把握するために，改善のための情報収集が適切に実施され，

かつ，これらの情報を有効に改善に結びつけるシステムが整備されている。 

 

 

 

 

 

 



機関名   岡山大学 

- 20 -

 

【資料 1-1-24】 改善システムの整備・機能 

（出典：第 7常置（評価）委員会資料，部局長へのアンケート） 

 

（c）判断結果 

 教職員等の受入れ・派遣に関する改善システムの整備・機能という観点からは，目的及

び目標を実現する上で優れている。 

補足説明事項 

 

 

 

 

評 価 項 目      ：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

（a）取組の状況 

教職員等の受入れ・派遣についての活動計画は，①外国人研究者の受入れを増進するた

めの仕組みの構築，②外国人教員の積極的雇用の奨励，③外国人研究員宿泊施設の充実及

び研究者交流支援組織の構築，④本学に所属する教職員を諸外国の大学・研究所・企業な

どへ派遣する機会の拡大，の４項目からなる。 

基金，研究費などの申請については，資料 1-1-6（７頁）に示したように，文科省，日

本学術振興会をはじめ，様々な募集があり，国際交流課と研究協力課が中心となって各部

局経由で情報提供を行っている。外国人研究者等の受入れ・教職員等の派遣に関する調査

は，各部局・機関が毎月行う。また，益々多様化・高度化する国際交流・国際連携に的確

に対応し，さらに推進するために，学内の国際交流・連携に係るセンターや事務組織の一

元化（国際交流推進機構）が決定されている（資料 1-2-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)(1) 活動結果の評価・見直し・改善のた
めの検討をおこなっているか

39%

50%

11%

行っている

現在検討中

行う予定はない

(C)(2) 学内教員からの要望等に関する情
報収集を行っているか

33%

61%

6%

行っている

現在検討中

行う予定はない

(a) 活動結果の評価・見直し・改善のための 

  検討を行っているか 
(b) 学内教員からの要望等に関する情報収集を 

  行っているか 
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【資料1-2-1】 岡山大学国際交流推進機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

（b）判断結果の根拠・理由 

第 5 常置（交流）委員会で， 岡山大学国際交流基金の事業計画（資料 1-1-10（９頁）），

国際交流推進機構構想の検討など，改善のための検討・企画が積極的に行われている。こ

のように，外国人研究者等の受入れを行うための基金，事務組織の整備，研究費の申請や

施設充実のための予算申請などの必要な活動計画が実行可能性等を踏まえて明確に策定

され，かつ，それらの活動内容が目標との整合性，範囲の適切性，発展性等の面で適切な

ものとなっている。 

（c）判断結果 

 教職員等の受入れ・派遣に関する活動計画・内容という観点からは，目的及び目標を実

現する上で優れている。 

 観 点 活動の方法 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

（a）取組の状況 

活動計画を実施するための組織は資料 1-1-1（５頁）に示した。第 5 常置（交流）委員

会で検討した活動計画を，学長を含めて評議会や部局長会の審議を経て，各部局，国際交

流課，留学生課などが実施する。教職員等の受入れ・派遣に関する活動の方法を，資料

1-2-2 に示す。 

 特に，国際交流協定の締結は，本学が海外の大学等と種々の国際交流活動を通して教育

・研究を活性化するための有効な手段である。第 5常置（交流）委員会で決定した「岡山

大学における国際交流協定の締結に関する取り扱いについて」（資料 1-2-3）に基づき，

近年，先進諸国と開発途上国の双方を対象に拡大している。また，国際交流課が年度末に

それぞれの協定校の主管部局に対して交流状況を調査することによって，停滞している交

流協定については見直しを行うなど，常に活発に展開されるよう配慮している。 
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【資料 1-2-2】教職員等の受入れ・派遣に関する活動の方法 

 

（ⅰ）交流協定の締結 

関係教員が中心となって，各部局間あるいは全学と外国の大学・研究機関との間で，国際交流協定

を締結する仕組みが出来ている。 

（ⅱ）研究者情報の公開 

 岡山大学の公式 HP 上で公開している。 

（ⅲ）アンケートの実施 

各部局・機関の長や各教員にアンケートを行って，外国人研究者等の受入れを促進するための方策

や改善事項をまとめる。 

（ⅳ）教員の個人評価 

各教員が外国人教員等の受入れを積極的に行うことを奨励するために，これについての評価事項を

含む教員の個人評価を毎年実施している。 

（ⅴ）資源・競争的資金の獲得 

基金，研究費などの申請を各教員が積極的に行うよう，各部局・機関の長が勧めている。特に科学

研究費については，全教員が 1件以上極力応募することとしている。岡山大学国際交流基金は年に 2

回募集を行う。予算は年間約 800 万円である。また，国際交流課が基金，研究費の募集一覧を作成し，

全教員に配布して便宜供与を計っている。 

（ⅵ）教員公募 

 研究者人材データベース（JREC-IN）上で広く公募を行っている。 

（ⅶ）事務組織の整備 

留学生課，留学生センター，国際交流課を統合した新しい組織案（岡山大学国際交流推進機構など）

を策定して，概算要求を行う。 

（ⅷ）外国人留学生・研究員宿泊施設の充実 

留学生及び研究者の夫婦・家族用宿舎 28 戸の概算要求を毎年行っている。 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 1-2-3】岡山大学における国際交流協定の締結に関する取り扱いについて 

 

                                            平 成 １ ３ 年 １ １ 月 ２ ８ 日

                                         第５常置（交流）委員会決定

 本学における国際交流協定を締結するにあたって，次に掲げる事項による。 

 

１ 基本方針 

   交流協定締結の目的は，外国の優れた大学，研究所等（以下大学等）との交流を推進することにより，本学

の研究及び教育の活性化を図ることを目的とする。 

２ 協定の種類 

    協定の種類は次の２種類とする。なお，原則として協定書には交流の大綱を定めるものとし，具体的な交流

の実施方法等については，必要に応じて附属文書を定めるものとする。 

 （１）大学間協定 

     大学間協定とは，本学が外国の大学等と大学間交流を実施するため，相互の学長名により締結する協定

をいう。 

     大学間協定は，次に掲げる場合で，大学間とすることが適当と認められるときに締結するものとする。

   １）複数の部局で同一の大学等との交流実績があり，同時に協定を締結しようとするとき 

   ２）既に一部局で交流実績があり，他の部局も交流しようとするとき。 

   ３）既に交流実績のある部局又は部局間交流協定を締結している部局において，当該部局及び相手大学の

双方が，大学間協定を締結することを希望しているとき。 

   ４）外国の大学等から要請があったとき。 

   ５）本学から外国の大学等へ大学間協定を要請するとき。  

 （２）部局間協定 

        部局間協定とは，本学の部局が外国の大学等，あるいは関係する部局等と学術交流を実施するため，相

互の部局長名により締結する協定をいう。 

      部局間協定は，部局単位で交流が実施されているもの，あるいは締結後の交流計画が具体化しているも

ので，かつ，部局において必要と判断されるときに締結するものをいう。  

３ 協定書及び附属文書の言語 
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 （１） 相互主義を尊重して，原則として日本語と相手方母国語とする。 

 （２） 英語圏以外の国の機関の場合は英語のみでも可能とする。 

ただし，日本語訳を添付すること。  

４ 協定の有効期限 

  協定書の締結又は更新しようとする場合，原則として有効期限を明記するものとし，その期間は５年を目処

とする。 

５ 協定書及び附属文書の署名者及び発効日 

 （１） 大学間協定の場合は学長とする。 

ただし，附属文書等の場合は，第５常置委員会委員長とする。 

 （２） 部局間協定及び附属文書等の場合は部局長とする 

 （３） 発効日は相互の署名が完了した日とする。 

６ 協定締結に必要な手続き 

 （１） 大学間協定 

     主管部局から次の書類を添えて学長に協議するものとする。 

   １）協定書（案） 

   ２）協定計画書 

   ３）相手大学等の概要 

 （２） 部局間協定 

      大学間協定に準じる。 

 （３） 大学間協定，部局間協定又は附属文書を締結しようとする部局は，協定の原案を作成する段階で国際交

流課及び留学生課に事前に相談するものとする。 

７ 更新，内容変更及び終結 

  更新又は内容を変更しようとする場合は締結手続きに準じるものとする。また，終結する場合は終結届けを

学長に届けること。 

８ 協定書の保管 

  協定書の保管は次による。 

 （１） 大学間協定の場合は事務局において保管するものとする。 

 （２） 部局間協定の場合は当該部局において保管するものとする。 

 

９ 報告 

  部局の長は，部局間協定を締結した場合は，速やかに学長に報告するものとする。 

 

10 その他 

  部局間協定書に記載（署名）された部局等の適用範囲の読み替えは，別に定める。 

 

11 この取扱いは，平成１４年１月１日から適用する。 

 

（出典：事務局資料） 

 

（b）判断結果の根拠・理由 

資料 1-2-2 に示したように，活動の目標を達成するために有効な活動方法が採られてお

り，かつ資金・資源の獲得の取組みが行われている。また，岡山大学公式 HP の英語版（資

料 1-1-18（14 頁））を通じた，本学の国際交流についての取組みの学内外への周知・公

表や，教職員等の受入れ・派遣に関する事務情報の学内関係者への電子メールによる迅速

な配布などを初めとして，IT 等を利用した活動の効率化に取組んでいる。 

（c）判断結果 

 教職員等の受入れ・派遣に関する活動の方法という観点からは，目的及び目標を実現す

る上で優れている。 

補足説明事項 
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評 価 項 目      ：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

（a）実績の状況 

１．外国人研究者の受入れ・教職員の派遣 

本活動を推進するための予算申請などを毎年積極的に行った結果，平均して受入れ・派

遣数は増加傾向にある。 

１）岡山大学国際交流基金 

資料 1-3-1 に示すように，本基金による研究者等の招へい・教職員の派遣を，合わせて

毎年８～16 名行っているが，予算枠が決まっているので，人数にあまり変化はない。 

 

【資料 1-3-1】岡山大学国際交流基金による外国人研究者の受入れ・教職員の派遣状況 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

２）日本学術振興会 

日本学術振興会各種事業により，毎年コンスタントに招へい・派遣を行っている（資料

1-3-2）。 

 

【資料 1-3-2】日本学術振興会各種事業採択実績 

（単位：件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

３）文科省在外研究員 

平成 10 年度以降毎年 15～17 名が採択され海外に派遣されている（資料 1-3-3）。 

 

 

 

 

年度
区分

受入れ 3 3 6 9 21

派遣 7 5 7 7 26

計 10 8 13 16 47
　※平成１０年度は事業休止

11年度 12年度 13年度 14年度 計

　　　　　10年度 　　　　　11年度 　　　　　12年度 　　　　　13年度 　　　　14年度 　　　　　　計
総数 協定締結 総数 協定締結 総数 協定締結 総数 協定締結 総数 協定締結 総数 協定締結

外国人招へい研究者（短期） 4 0 6 0 7 0 5 0 6 0 28 0
外国人招へい研究者（長期） 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 5 0
外国人特別研究員 3 0 1 0 3 0 4 0 2 0 13 0
特定国派遣研究員 4 0 2 0 3 0 2 0 4 1 15 1
海外特別研究員 1 0 3 0 2 0 1 1 1 0 8 1
日米科学協力事業 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0
日仏科学協力事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日英科学協力事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日独科学協力事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欧州科学協力事業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
日韓科学協力事業 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
日中科学協力事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日豪科学協力事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日米がん研究協力事業 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
国際研究集会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
論博事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中核的研究拠点重点領域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIS(旧ソ連）諸国研究者 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0

計 14 1 13 0 18 0 16 2 18 1 79 4

※協定締結は内数
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　　　　　　　　　　　　年度　 　　　10年度 　　　11年度 　　　12年度 　　　13年度 　　　14年度
派遣時期別 申請 採択 申請 採択 申請 採択 申請 採択 申請 採択
第Ⅰ期 8 4 6 6 10 7 5 4 9 7
第Ⅱ期 16 6 6 3 7 6 8 6 8 6
第Ⅲ期 1 1 1 0 4 4 3 3 2 2

計 25 11 13 9 21 17 16 13 19 15

資料1-3-4　国際研究集会派遣研究員の申請・採択状況

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

４）国際研究集会派遣研究員 

 平成 10 年度以降毎年９～17 名が採択され海外に派遣されている（資料 1-3-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

５）科研費 

近年，全学をあげて積極的に申請しており，採択件数は全国でも 11～12 位に位置して

おり，これによる教員の海外派遣数も順調に増加している（資料 1-3-5）。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：事務局資料） 

 

６）教育改善推進費（学長裁量経費） 

 配分額の増加に伴い事務官を含めた教職員の海外派遣数も平成 10 年度の４名から平成

14 年度の 36 名へと順調に増加している。外国人研究者の受入れ数については配分額が一

定しているため毎年２～３名となっている（資料 1-3-6）。 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　年度　 　　　10年度 　　　11年度 　　　12年度 　　　13年度 　　　14年度
派遣内容別  人数  月数 人数 月数 人数 月数 人数 月数 人数 月数
長期 6 54 6 60 5 50 4 37 4 39
長期（若手） 5 56 5 56 4 48 4 48 5 59
長期（乙種） 1 6 2 18 1 12
短期 2 4 2 4 3 6 3 5 3 6
海外研究開発動向調査 2 4 3 6 3 6 3 6 4 5

計 15 16 16 16 17

資料1-3-3　在外研究員の申請・採択状況【資料 1-3-3】文部科学省在外研究員採択状況 

【資料 1-3-4】国際研究集会派遣研究員申請・採択状況 

（単位：人）

【資料 1-3-5】科学研究費補助金申請・採択状況 

新規 継続 計
件 ％ 件 件 件 ％ ％ 千円 ％

１０年度 1,061 △2.9 219 253 472 14.6 20.6 943,900 △2.60

１１年度 1,098 3.5 221 259 480 1.7 20.1 1,123,100 19.00

１２年度 1,143 4.1 210 276 486 1.3 18.4 1,123,800 0.06

１３年度 1,172 2.5 246 283 529 8.8 21.0 1,302,000 15.90

１４年度 1,138 △2.9 252 301 553 4.5 22.1 1,374,500 5.60

申請件数
対前年度
伸率

金額
対前年度
伸率

配分申請 採択
年度 対前年度

伸率
採択率

採択件数
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      （出典：事務局資料） 

 

７）外国人来訪者 

資料 1-3-7～1-3-9 に，海外の研究者等との交流状況を示す。アジアと欧州からの来訪

者が多いことがわかる。 

 

【資料 1-3-7】外国人来訪者数（期間別） 

            （出典：事務局資料） 

 
【資料 1-3-8】外国人研究者等の受入れ数（経費別） 

（単位：人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 
 

【資料 1-3-6】教育改善推進費（学長裁量経費）による教職員の派遣及び研究者等の受入れ実績
（単位：人）

0

50

100

150

200

250

10年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度

2週間以上

2週間未満

(人)

年度
種別
受入れ 2 3 3 2 2 12
派遣 4 8 11 25 36 84

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 計

　　　　１０年度 　　　　１１年度 　　　　１２年度 　　　　１３年度 　　　　14年度 　　　　合　　　計

経費 内１ヶ月以上 内１ヶ月以上 内１ヶ月以上 内１ヶ月以上 内１ヶ月以上 内１ヶ月以上

１．文部省（文部科学省）事業 89 66 51 45 56 49 48 45 50 35 294 240

(1)外国人教師・講師 30 28 9 8 9 7 14 14 7 7 69 64

(2)任用上の外国人教員 12 12 14 14 19 19 22 22 17 17 84 84

(3)外国人研究員 8 8 7 7 13 11 3 2 5 4 36 32

(4)中国政府派遣研究員 1 1 1 1 1 1 6 6 2 2 11 11

(5)国際シンポジウム 6 6 0

(6)科学研究費補助金（国際学術研究） 9 1 9 1

(7)科学研究費補助金（その他） 0 0

(8)知的創造プロジェクト推進経費 0 0

(9)VBL経費 3 3 4 4 7 7

(10)その他 29 16 17 12 14 11 3 1 9 1 72 41

２．日本学術振興会 26 17 24 13 62 6 16 7 27 15 155 58

３．科学研究費補助金 9 1 2 3 1 3 2 17 4

４．その他の政府関係機関 14 1 28 8 34 4 16 2 29 2 121 17

(1)外務省 15 1 16 0

(2)科学技術庁 1 1 0

(3)その他の官庁 1 1 3 5 0

(4)日本学術会議 1 1 0

(5)国際協力事業団（ＪＩＣＡ） 12 6 3 12 1 12 15 2 57 6

(6)国際交流基金 1 1 1 1 3 5 2

(7)その他 2 1 5 4 19 2 2 2 8 36 9

５．その他の国内資金 22 17 34 19 32 16 45 20 49 12 182 84

(1)委任経理金 16 14 22 12 22 10 31 12 22 10 113 58

(2)その他 6 3 12 7 10 6 14 8 27 2 69 26

6．外国政府・研究機関及び国際機関 13 8 31 12 32 11 30 10 33 11 139 52

７．私費 29 21 39 25 39 32 32 22 24 24 163 124

合計 193 130 216 123 257 118 190 107 215 101 1071 579

※短期間の来訪者は、受入数から除く。
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【資料 1-3-9】外国人研究者等の受入れ割合（地域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 
 
 

８）教職員の派遣 

 資料 1-3-10～1-3-12 に，教職員の海外派遣状況を示す。期間別では，１週間以上～２

週間未満が 51％，1週間未満が 30％である。また，経費別では，本学委任経理金，私費，

科研費の順となっている。一方，地域別に見ると，北米，欧州，アジアの順となっている。

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10 年度） （11 年度） 

（12 年度） （13 年度） 

（14 年度）
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【資料 1-3-10】教職員の海外派遣状況（年度別及び期間別） 

(a)教職員の海外派遣者数（年度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)教職員の海外派遣期間別割合（14 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 1-3-11】教職員の海外派遣者数（経費別） 

（単位：人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

 

 

 海外渡航者数の推移（年度毎）

1092
9571021938938

0

200

400

600

800

1000

1200

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度

事務官

教員

 教職員の期間別派遣者数(14年度)

30%

51%

10%

3%

2%

4%

１週間未満

１週間以上～２
週間未満
２週間以上～
１ヶ月未満
１ヶ月以上～
６ヶ月未満
６ヶ月以上～１
年未満
１年以上

(人) 

内１ヶ月以上 内１ヶ月以上 内１ヶ月以上 内１ヶ月以上 内１ヶ月以上 内１ヶ月以上

１．文部省（文部科学省）事業 186 29 42 23 83 29 92 20 72 21 475 122

(1)在外研究員 25 23 27 23 38 25 40 19 39 21 169 111

(2)国際研究集会派遣研究員 9 8 16 10 15 58 0

(3)科学研究費補助金（国際学術研究） 65 4 65 4

(4)科学研究費補助金（その他） 75 75 0

(5)知的創造プロジェクト推進経費 3 2 3 2

(6)VBL経費 3 3 3 3

(7)その他 9 7 26 1 42 1 18 102 2

２．日本学術振興会 25 5 26 6 22 5 21 3 36 4 130 23

３．科学研究費補助金 168 3 205 7 224 6 267 3 864 19

４．その他の政府関係機関 30 8 27 3 26 13 13 1 21 1 117 26

(1)外務省 7 5 5 1 1 1 1 14 7

(2)科学技術庁 4 2 1 7 0

(3)その他の官庁 4 1 1 2 8 0

(4)日本学術会議 1 1 0

(5)国際協力事業団（ＪＩＣＡ） 14 5 12 3 12 4 10 7 55 12

(6)国際交流基金 1 1 2 3 1 5 11 2

(7)その他 4 2 7 5 3 5 21 5

５．その他の国内資金 329 4 330 9 315 10 299 8 295 7 1,568 38

(1)委任経理金 323 4 298 6 280 9 258 7 251 4 1,410 30

(2)その他 6 32 3 35 1 41 1 44 3 158 8

6．外国政府・研究機関及び国際機関 47 16 37 13 46 16 39 7 50 7 219 59

７．私費 316 38 296 29 311 52 252 45 203 23 1,378 187

合計 933 100 926 86 1,008 132 940 90 944 66 4,751 474

14年度 合　　　計１０年度 １１年度 １２年度 １３年度
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【資料 1-3-12】教職員の海外派遣者数（地域別） 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

２．外国人教員等の任用 

外国人教員・教師の年毎の人数はあまり増減していない（資料 1-3-13）。平成 14 年度

部局別の人数（非常勤講師を含む）を見る（資料 1-3-14）と，文学部と大学院医歯学総

合研究科に偏っている。文学部は語学関係の外国人教師が主である。 

 

【資料 1-3-13】外国人教員・教師の人数（非常勤講師を含む） 

         （出典：事務局資料） 

 

【資料 1-3-14】外国人教員・教師の部局別人数内訳（14 年度）（非常勤講師を含む） 

       （出典：事務局資料） 

 

 

年度
地域
北米 322 307 394 297 366 1,686
中南米 13 7 8 5 4 37
欧州 311 312 303 338 337 1,601
アフリカ 20 15 6 5 10 56
オセアニア 43 46 43 51 33 216
中近東 4 9 12 12 11 48
アジア 225 242 255 249 331 1,302
合計 938 938 1,021 957 1,092 4,946

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 合計

0

5

10

15

20

25

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

（人）
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３．外国人研究者等に対する各種支援 

外国人留学生・研究員宿泊施設のうち外国人研究員宿舎（単身者用・定員 18 名）は入

居期間を１ヶ月以上，１年以下としているが，毎年かなりの入居希望者があり，施設の稼

働率はかなり高い（資料 1-3-15）。外国人研究者等が学内施設を利用する際の便宜供与

を図るために，岡山大学外国人客員研究員証を発行している。また，Life in Okayama for 

Foreign Researchers，岡山大学外国人研究者生活指南（中国語），Okayama University 

Profile，Guide for Foreign Teaching Professionals，Okayama University Campus & Town 

Map を配布している（資料 1-3-16～1-3-19）。 

 

【資料 1-3-15】研究員宿泊施設（単身 18 室）年度別稼働率 

（出典：事務局資料） 

 

 

(a) Life in Okayama for Foreign Researchers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

(b) 岡山大学外国人研究者生活指南（中国語） 

 

 

 

 

 

 

 

 研究員宿泊施設（単身18室）年度別稼動率

81.48%67.13%95.83%81.48%95.37%

0%

50%

100%

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

【資料 1-3-16】外国人研究者に対する生活案内 
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【資料 1-3-17】Okayama University Profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

【資料 1-3-18】Guide for Foreign Teaching 

        Professionals 

 

【資料 1-3-19】Okayama University Campus & Town Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

（b）判断結果の根拠・理由 

１．目標の達成度及び年次変化 

外国人研究者の受入れについては，全体の総数はほぼ横ばいに近いが，２週間以上の滞

在者数は増加している。また，教職員の派遣数も増加しており，目標をある程度達成して
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いる（資料1-3-8（26頁），資料1-3-11（28頁））。また，外国人研究者等に対する各種

支援についても，年々新しい支援策を策定して実施しており，目標を達成している。外国

人教員等の任用は，予算や定員の関係で横ばい状態である。 

２．投入諸資源に対しての効率性 

効率性を正確に評価するシステムが現在のところは無く，その構築が今後の課題であ

る。 

（c）判断結果 

 外国人研究者の受入れ，教職員の派遣及び外国人研究者に対する各種支援の活動の実績

という観点からは，目的及び目標(3)，(7)，(13)，(14)に則して優れている。また，外国

人教員等の任用の活動の実績という観点からは，目的及び目標(1)，(3)に則して相応であ

る。 

 観 点 活動の効果 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

（a）効果の状況 

１．外国人研究者の受入れ・教職員の派遣  

 各教員を対象として，外国人研究者の受入れ及び教職員の派遣により得られた教育・研

究上の成果についてのアンケート調査（全学部）を行った。教員の大半が外国人研究者を

受入れることによって教育・研究が進展し，国際連携・相互理解に役立ち，また国際的な

視野が広がったと考えている。資料 1-3-20(d)より，外国人研究者を受入れた教員の約１

／３が外国人研究者を受入れたことによる教員及び学生の英語力の向上があったと考え，

約１／３がなかったと考えている。 

 

【資料 1-3-20】外国人研究者の受入れの効果 

(a) 外国人研究者を受入れたことによる教育・研究の進展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 国際連携・相互理解の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 1%

7%

44%

41%

1 - 全くなかった

2 - あまりなかった

3 - どちらともいえない

4 - ある程度あった

5 - 非常にあった

（ウ）教育 研究が進展した
4%

0%

12%

49%

35%
1 - 全くなかった

2 - あまりなかった

3 - どちらともいえない

4 - ある程度あった

5 - 非常にあった
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4%
8%

48%

30%

10%

1 - 全くなかった

2 - あまりなかった

3 - どちらともいえない

4 - ある程度あった

5 - 非常にあった

13%

38%

27%

6%

16%

1 - 全くなかった

2 - あまりなかった

3 - どちらともいえない

4 - ある程度あった

5 - 非常にあった

 

 

 

(c) 国際的な視野の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 英語力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外国人研究者を受入れたことによる効果についての意見】 

・ 岡山大学の枠を越えて他の研究機関｢国内｣との交流が広がった。 

・ 中国人の横の連携が大変強いことを知った。 

・ 大学間交流協定締結に至った。 

・ 異文化に触れることで，全ての面でプラスになっていると思われる。 

 

（出典：第 7常置（評価）委員会資料，各教員へのアンケート） 

 

資料 1-3-21 に，教職員の受入れ・派遣を行ったことに対する満足度，到達度を示す。

外国へ派遣された教員の 80％以上が国際連携・相互理解に役立つとともに，国際的な視

野が広がったと考えている。本学教員及び相手側の殆ど全員が満足している。また，社会

的ニーズへの対応度並びに自己設定した目標の到達度もかなり高い。資料 1-3-22 に，岡

山大学を訪れたことのある外国人研究者，また，資料 1-3-23 に，岡山大学教員を受入れ

た外国人研究者に対するアンケート結果を示す。殆どの外国人研究者が，岡山大学の訪問

や岡山大学との共同研究に対して満足しているとの結果が得られた。また，今後の国際交

流システム改善に関して貴重なアドバイスが得られた。 
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【資料 1-3-21】教職員の受入れ・派遣の満足度，到達度 

(a) 外国人研究者を受入れた本学教員の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 相手側の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 社会的ニーズへの対応度 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 自己設定した目標の到達度 
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高

28.0%
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3.0% 10.0%

0.0% 0.0%
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高

その他
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(e) 外国へ派遣されて，教育・研究は進展しましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 外国へ派遣されて，国際連携・相互理解には役立ちましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第 7常置（評価）委員会資料，各教員へのアンケート） 

 

【資料 1-3-22】 岡山大学を訪れた外国人研究者に対するアンケート調査結果 
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5. 滞在期間
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6. 岡山大学の研究者が主催・関与した国際
集会の運営・内容に対する満足度

92%

8%
0%

満足している

そこそこである

不満である

 
4. 費用の出所
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(b) 費用の出所 

(人）

(c) 滞在期間 

(人) 

(d) 岡山大学の研究者が主催・関与した国際集会の 

   運営・内容に対する満足度 

 
7. 岡山大学の研究者が主催・関与した国際集会に
参加して、岡山大学の研究者との間で共同研究を
始める機会が得られましたか？

96%

4%

はい

いいえ

(e) 岡山大学の研究者が主催・関与した国際集会に 

   参加して，岡山大学の研究者との間で共同研究

   を始める機会が得られましたか？ 
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 8. 岡山大学の研究者との共同研究で得ら
れた成果には

95%

5%

0%

0%
満足している

そこそこである

不満である

今後の展開に期待する

 9. 岡山大学の研究者とさらに共同研究を継
続しますか？

92%

2%

6%

継続する

継続しない

未定

 
10. 岡山大学における設備やスタッフの対

応はどうでしたか

87%

13% 0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

(f) 岡山大学の研究者との共同研究で得られた 

   成果には 

(g) 岡山大学の研究者とさらに共同研究を 

    継続しますか？ 

(h) 岡山大学における設備やスタッフの 

     対応はどうでしたか 

(i) 岡山での滞在先 
 

11. 岡山での滞在先

42%

17%

33%

3% 5%

留学生会館

アパート

ホテル

津島クラブ

その他

(i) 岡山での滞在先 
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(m) あなたの岡山滞在中の経験から，岡山大学国際交流システム改善に関してアドバイスをお願いします。 

（一部抜粋，日本語に翻訳） 

・外国人研究者にコンピュータが用意されたオフィスを与えてほしい。 

・英語で書かれた基本的な書物をもっと図書館に揃えてほしい。 

・国際交流会館に家族用の部屋を用意してほしい。また，短期間の滞在でも国際交流会館を利用できるようにして

ほしい。 

 

（出典：第 7常置（評価）委員会資料，外国人研究者に対するアンケート） 

 

 

 

 

 

 
12. 滞在先の設備やサービスの質は

39%

43%

18%
0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

 
13. 岡山大学を訪れて得られた総合的な印象は

71%

29%

0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

 
14. 機会があれば、もう一度岡山大学を訪れ

たいですか？

99%

0%

1%

はい

いいえ

どちらでも良い

(k) 岡山大学を訪れて得られた総合的な印象は 

(l) 機会があれば，もう一度岡山大学を 

     訪れたいですか？ 

(j) 滞在先の設備やサービスの質は 
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【資料 1-3-23】 岡山大学教員を受入れた外国人研究者に対するアンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第 7常置（評価）委員会資料，外国人研究者に対するアンケート） 

 

２．外国人教員等の任用 

外国人教師による英語などの語学関連の授業は，ネイティブスピーカーによる講義が学

生の語学力向上に役立っており，TOEIC や TOEFL などの外部検定試験を受けようというモ

チベーションにもなっている。これらの受験者数は，増加する傾向にある（資料 1-3-24，

1-3-25）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 岡山大学の研究者のあなたの国での共
同研究、あるいは技術支援活動について
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非常に悪かった

11. 岡山大学の研究者との共同研究で得ら
れた成果には
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満足している

そこそこである
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今後の展開に期待する

12. 岡山大学の研究者とさらに共同研究を
継続しますか？
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継続する

継続しない
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13. 岡山大学からの技術支援を将来も希望
しますか？
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14. 岡山大学の研究者派遣についての岡山大学
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【資料 1-3-24】カレッジ TOEIC の受験者数 

                                  （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 1-3-25】学内で実施した TOEFL の受験者数 

                                   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

３．外国人研究者等に対する各種支援 

外国人研究者等が岡山での生活に早く慣れ，大学内の施設を有効に利用して教育・研究

活動をスムーズに行えるようにするための証明書や手引き書の発行は好評を博している。

また，受入れ教員の献身的な世話も見逃せない。留学生・外国人研究者等の受入れ及び教

職員の派遣事務や各種支援を一元化して行う新しい組織「岡山大学国際交流推進機構」

（資料 1-2-1（21 頁））の設置が決定されている。 

（b）判断結果の根拠・理由 

アンケート調査の結果によれば，教職員の受入れ・派遣については，活動の実施担当者，

相手先ともに，おおむね目的及び目標で意図した実績や効果が挙がっており，かなりの満

足度が得られている。このように外国人研究者の受入れを増加させようとする努力は，国

際連携を推進するという国の施策，社会的なニーズにも応えており，目的の達成に向けて

かなり貢献できた。さらに，外国人研究者等に対する各種支援体制が出来ており，これを

さらに改善するための取組を積極的に行っている。外国人教員等の任用に関して，語学科

目の教育効果は挙がっているが，外国人教員等の任用数は横ばい状態である。 

191

535

445

231

765

324

697

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H13.8 H14.5 H14.7 H14.9 H15.1 H15.3 H15.5

人
数
（人
）

27

20
22

0

30

H14.12 H15.4 H15.5

人
数
（
人
）



機関名   岡山大学 

- 41 -

（c）判断結果 

 外国人研究者の受入れ，教職員の派遣及び外国人研究者等に対する各種支援の活動の効

果という観点からは，目的及び目標(3)，(7)，(13)，(14)に則して優れている。また，外

国人教員等の任用の活動の効果という観点からは，目的及び目標(1)，(3)に則して相応で

ある。 

補足説明事項 
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類      ：教育・学生交流 

評 価 項 目      ：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 本学における教育・学生交流に関する実施体制は，前述の資料 1-1-1(５頁)にまとめた。

関係する常置委員会は，第２，第３，第５，第７であり，とりわけ第５常置（交流）委員

会で国際交流に関する基本事項の審議，国際交流の推進に関する重要事項の審議を行って

いる。 

 

【資料2-1-1】活動毎の個別事項別の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

 

 

１　海外の大学・機関等との教育交流活動                                     

個別活動 実施体制・組織   備考

①南オレゴン大学夏期語学研修 短期留学プログラム専門委員会 交流協定による

②医学部「教室配属」コース 医学部

③歯学部ODAPUS（オダパス） 歯学部

④教員裁量による短期交流活動 各部局

２　外国人留学生の受入れ  

留学生の種類 受入審議機関等 　備考

①国費留学生 第５常置(交流)委員会及び各部局 文科省

②外国政府派遣留学生 各部局

③私費留学生
各部局
短期留学プログラム専門委員会

３　外国人留学生に対する各種支援                                          

支援の種類    支援機関等 　備考

①各種奨学金の支援                   第５常置(交流)委員会

②宿舎の支援               留学生課

③外国人留学生ガイドブックによる支援 留学生課

④留学生相談・指導体制の支援 各部局留学生担当教育教員，指導教員，留学生センター，保健管理センター

⑤在留関係手続の支援 留学生課

⑥学習環境支援（留学生用パソコン） 留学生課

⑦チューター制度による支援 留学生課 文科省経費

⑧ボランティアによる支援 留学生ボランティアWAWA 留学生センターと連携

４　地域との連携を意図した外国人留学生交流支援

支援の種類・機関    支援機関・内訳等 備考

①岡山県留学生交流推進協議会
国・地方公共団体，経済界，国際交流団体と県内国公私
立大学など３２機関

②ボランティアによる支援 留学生支援ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾋﾟｰﾁ 県内NGOなど１４団体

５　学生の海外留学

６　外国人留学生の交流ネットワークの構築

７　外国人児童生徒への日本語教育等の支援ボランティア活動

　教育学部で，岡山県教育委員会との連携協力に関する覚書を締結して　「日本語教育の必要な外国人児童生徒への学生ボランティ
　アによる教科学習支援」を実施している。

　短期留学プログラム（EPOK)による学生の海外留学に関しては，短期留学プログラム専門委員会で検討・実施している。
　また，各部局でも国際交流協定を締結した大学へ学生を派遣している。

　留学生課で，帰国した留学生の名簿を３年に一度作成して，交流ネットワーク構築に向けて基礎的資料を作成している。
　また，帰国外国人留学生に対する（財）日本国際教育協会の諸事業を実施している。
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 個別事項別の実施体制は，資料 2-1-1 のとおりで，資料 1-1-1(５頁)の各実施機関等が

関与し，活動毎に各役割を分担して，実施している。 

（ｂ）判断結果の根拠・理由 

１．必要な組織の整備 

 本学では，資料 1-1-1(５頁)に示すとおり，全学の審議機能と実施・執行機能の役割を

明確にし，専門知識の活用がなされ，全学的な取組が整備されている。 

２．実施組織の人的規模及びバランス 

 本学の実施体制は，資料 1-1-1(５頁)及び資料 1-1-2(５頁)のとおりバランス良く必要

な人員を配し，しかも全学的な視点で審議できる体制を整備している。 

３．実施組織間の連携 

 各実施組織の役割等は明確であり，意思決定もスムーズに行われ，相互の連携も取れる

システムになっている（資料 1-1-1(５頁)）。 

（ｃ）判断結果 

 教育・学生交流に関する実施体制の整備・機能という観点からは，目的及び目標を実現

する上で優れている。 

 観 点 活動目標の周知・公表 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

（ａ）取組の状況 

 全学の方針として，「21 世紀の岡山大学構想」（資料 2-1-2）を平成 12 年度に策定し，

その実現に向けて，全学説明会の実施やパンフレットを配布し，学内外に周知・公表する

とともに，構想実現への決意を明らかにしている。 

 活動目標の周知・公表を行う手段としては，資料 1-1-15(12 頁)に示すシステムがあり，

多様で多面的な方法・手段により実施している。 

 資料 2-1-3 に本学での教育・学生交流に関する周知・公表の状況を示す。 

 

【資料 2-1-2】 本学の基本構想について（抜粋） 

本学の基本構想について 

（ア）21世紀の岡山大学構想 

 平成12年度に本学の改革の指針として次の構成により作成した。 

第１章 21世紀における新しい岡山大学を目指して 

第２章 大学院に重点を置く大学への移行 

第３章 学部教育の再構築 

第４章 地域社会及び国際社会との連携・交流の推進 

第５章 大学運営体制等の整備 

 上記５つの重点施策に国際化を掲げ，研究活動を通じての国際交流と教育活動面での国際交流への貢献を明

記している。 

 また，本学の改革の方向として下記10の事項を作成した。 

（１）21世紀を見据えた教育理念の再構築 

（２）大学院に重点を置く大学への移行 

（３）国際標準を基軸とする教育システムの構築 

（４）創造的・学際的・高度専門的な研究の推進 

（５）弾力的な入試制度の改革 

（６）責任ある柔軟な組織運営の確立 

（７）人事制度の改革 

（８）国際化への対応 

（９）地域社会との連携，交流の拡大・充実 

（10）評価システムの充実と第三者評価の確立 

（出典：「21 世紀の岡山大学構想」より） 
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【資料 2-1-3】 周知・公表の状況 

 教育・学生交流における本学の周知・公表状況を以下に示す。 

 （資料1-1-15（12頁）に示す以外の教育・学生交流に特化した事項を中心に） 

(１）岡山大学公式ホームページ 

  １）「留学交流」の項目 

    本学へ留学を希望する学生，在籍留学生，海外留学希望者への情報提供を行い，留学希望者，在籍留

学生には英語，中国語及び韓国語の３カ国語で併記。 

  ２）大学院自然科学研究科（博士後期課程）外国人留学生特別コースについて英語版による募集要項を提

供。 

(２）大学発行のパンフレット，出版物などへの掲載 

  １）英語版パンフレット「EPOK」:短期留学プログラムの概要を公表（EPOK学生対象）。 

  ２）英語版「EPOK COURSE BOOK」：シラバスの詳細な情報を提供。 

  ３）「新しい岡山大学の教育」：本学の新しい教育への取り組みを公表。 

  ４）「岡山大学留学生センタ－」（英・日判）：留学生受入支援体制の整備の概略公表。 

  ５）「岡山大学留学生センタ－だより」：センター各部門の具体的な活動状況，留学生センタ－のボラン

ティア組織WAWAなどの活動や行事を公表。 

  ６）「留学生センタ－便覧」（日・英・中国語併記：毎年発行）：センタ－での日本語や日本事情の授業

等のシラバスやコ－スに関する情報提供。 

  ７）「岡山大学外国人留学生ガイドブック」（日・英版）：本学での日常生活や学内施設の利用の方法，

事務的手続，奨学金，授業料等，健康管理，宿舎などト－タルに説明。（留学生活対応） 

  ８）「岡山大学概要」（日・英版：毎年発行）：本学の教育，研究の概要を公表。 

  ９）「岡山大学附属図書館概要」（洋書660,761冊所蔵）を公表し，webによる検索機能により，留学生の

教育環境に関する情報を提供。 

  10）「岡山大学ミニ概要」（日・英版：毎年作成）：海外留学フェア及び国内進学説明会等で配布。 

(３）広報誌「いちょう並木」 

 広報誌「いちょう並木」：留学生から見た日本，海外滞在記など国際交流関連記事を掲載。(学内外へ配布)

(４）シンポジウム等の開催による情報交流 

 「大学/地域の国際化と留学生センタ－の役割」（平成13年）をテーマにシンポシウムを開催。 

(５）日本留学フェアへの取り組み 

  日本留学フェア（大学間交流促進プログラム）の国際交流担当者関係国際会議（NAFSA）に教職員が参加。

  また，(財)日本国際教育協会等主催の日本留学フェアのうちアジア諸国に平成３年度から毎年参加。実り

ある留学を達成するための情報を提供し，本学への留学の促進を図る。 

(６）外国人学生のための進学説明会への参加 

  （財）日本国際教育協会主催の｢外国人学生のための進学説明会｣に平成12年度から参加。平成13年度まで

は，大阪会場のみの参加であったが，平成14年度からは東京会場へも積極的に参加。 

(７）留学生センターのオリエンテ－ションの実施 

  年２回新入学留学生にオリエンテ－ションを実施。 

(８）学外の情報誌への情報提供 

  岡山県留学生交流推進協議会が毎年発行している「おおはし－岡山と留学生－」に本学の実施した交流事

業の概要や留学生支援事業の実施状況等の情報を提供している。 

  また，(財)日本国際教育協会が発行しているJapanese Colleges and Universities等に情報提供している。

(９）関係書類の大学内での周知の徹底並びに迅速化 

  岡山大学国際交流基金，日本学術振興会などの募集についての情報を，学内の関係者に遺漏なく，かつ迅

速に周知させるため，電子メールと回覧の両方で実施。 

(出典：事務局資料) 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 教育・学生交流に関する情報をわかりやすく解説し，インターネットや広報誌等，多種・

多様なメディアを通じて学内外に広く周知・公表している(資料1-1-15(12頁)，2-1-3)。

情報伝達のための体制整備は進んでいる。 

(c) 判断結果 

 教育・学生交流に関する活動目標の周知・公表という観点からは，目的及び目標を実現

する上で優れている。 
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 観 点 改善システムの整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

（ａ）取組の状況 

 評価とその結果の改善に関しては，資料 1-1-20(16 頁)に示すような，評価・改善のた

めのシステムを整備している。 

（ｂ）判断結果の根拠・理由 

１．活動状況や問題点を把握するシステム 

  本学では，各部署が役割を明確にしつつ連携を図って，組織的情報収集，アンケート

調査などを実施している（資料 1-1-1(５頁)，1-1-20(16 頁)）。 

２．得られた情報を改善に結びつけるシステム 

  組織的に収集した情報は，関係部署で改善に結びつけるとともに，全学的には第７常

置（評価）委員会がとりまとめ，関係部署に必要な改善を行うよう指示を出している。

平成 14 年度からは，教員の個人評価を行い，部局長が直接各教員を評価し，改善に関

して具体的な指示を出している。 

（ｃ）判断結果 

 教育・学生交流に関する改善システムの整備・機能という観点からは，目的及び目標を

実現する上で優れている。 

補足説明事項 

 

 

 

 

評 価 項 目      ：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

１．海外の大学・機関等との教育交流活動    

 学生交流に関しては，資料 1-1-1(５頁)に示すとおり第５常置（交流）委員会及び各部

局等の教授会を中心に検討し，資料 2-2-1～2-2-3 等，様々なプログラムを計画している。

 

【資料 2-2-1】大学間交流協定に基づく岡山大学夏期語学研修プログラム要項 

 

                                                 制定   平成１３年４月２５日 

                                                            第５常置（交流）委員会承認 

                                                     改正   平成１４年２月２７日 

                                                             第５常置（交流）委員会承認 

 

 １．目 的 

    本学が，外国の大学との協定に基づき，本学の学生で外国語の学習及び外国の文化・習慣に関心を持つ有為

な学生（以下「研修生」という。）を，外国の大学の夏期語学研修（以下「語学研修」という。）に派遣し，

外国語教育及び実生活を学習体得させることにより，豊かな国際的視野を持つための基礎的な学力及び知識の

修得を目的とし，岡山大学短期留学プログラム(EPOK)による学生派遣制度と併せて，本学独自の学生派遣制度

の充実を図る。 

  ２．対象学生：本学の正規課程に在籍している学生とする。 

  ３．派遣人数：協定大学との協議に基づく人数以内とする。 

  ４．学習の成果の取扱い 

      (1)  語学研修による学習の成果の取扱いは，各学部等の定めるところによる。 

      (2)  各学部等が語学研修による学習の成果の取扱いを判断するため，第５常置（交流）委員会（以下「常

置委員会」という。）は，事前に語学研修の内容を各学部等へ周知する。 

   (3)  語学研修終了後，常置委員会は，学生の参加があった学部等に学習成果の報告を行う。 

 ５．経 費 

    授業料，滞在費，往復航空賃，保険料及びその他語学研修参加に必要な経費は，研修生の自己負担とする。



機関名   岡山大学 

- 46 -

 ６．実施体制 

    (1) 研修生の募集及び選考は，常置委員会が短期留学プログラム専門委員会に付託して行う。 

    (2) 常置委員会は，語学研修を支障なく実施するため，所属学部等の協力を得て本学教員（以下「担当教

員」という。）の派遣を検討する。 

    (3)  学生の指導及び相談業務については，担当教員及び各学部等の協力を得て行う。 

    (4)  担当教員の派遣期間は，語学研修開始時から約１週間程度とする。 

    (5) 担当教員の派遣に要する経費は，本学が負担することを原則とする。 

    (6) 研修生派遣に係る外国の大学との連絡調整は，担当教員が中心となって行い，研修生派遣に係る事務

は，学務部留学生課が行う。 

    (7)  研修生が災害又は事故等に遭遇した場合の対応は，別に定める。 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-2-2】 医学部「教室配属」コース 

 
１．対象学生：医学部３年次生 

２．目  的：直接経験した医学研究の位置付けを理解し，その研究の重要性について概説ができ，また，関係

した研究分野の研究内容について理解し，それに関連する会話ができようになることを目的とす

る。 

３．概  要：３ヶ月間，海外の研究室に派遣し，各自が医学研究の現場に身を置き，様々な研究課題の存在，

課題解決の方法，研究者の苦悩，新発見の喜び，学者間交流や情報交換などに直接触れる機会を

与える。 

（出典：医学部教授会資料） 

 

【資料 2-2-3】歯学部短期留学制度（ODAPUS） 

 

１．対象学生：歯学部３年次生 

２．目  的：感受性豊かなときに国際感覚と語学感覚を磨き，視野の広い優れた医療人の育成を図ることを目

的としている。 

３．概  要：３ヶ月間（又は夏休み利用の場合は４ヶ月間），海外の大学等において歯学国際交流演習３単位

を取得させる。 

（出典：歯学部教授会資料） 

 

２．外国人留学生の受入れ 

 文科省の「留学生受入れ 10 万人計画」に則り，600 人の留学生の受入れを計画し（資

料 2-2-4），また，計画数の確保に向け英語による授業科目を設けるなど（資料 2-2-5～

2-2-7）積極的な受入れ制度を企画し，併せて，留学生確保のため日本留学フェア並びに

進学説明会へも積極的に参加している（資料 2-2-8）。 

 また，U.S.UMAP（アジア・太平洋大学交流機構）とのコンソーシアム協定に基づく学生

交流への参加を決定した。 
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【資料 2-2-4】－２１世紀初頭における国際交流の展望から－（抜粋） 

 
 Ⅱ 岡山大学における今後の国際交流の展望 

  １．外国人留学生の受入れ計画及び受入れ数の策定 

    昭和 59 年６月に，文部省の留学生問題調査・研究に関する協力者会議から出された「21 世紀への留学

生政策の展開について」の報告書によれば，留学生の宿舎は留学生全体の 40％を収容することを目途に整

備を進めることとされている。 

     宿舎整備を考えるとき，政府並びに文部省が推し進めている「留学生受け入れ 10 万人計画」に基づき，

その達成年度である平成 12 年度までに本学がどれだけの留学生を受入れるのかが重要な要因となる。 

    留学生の受入れ数等を検討するにあたっては，①現在本学での留学生は大学院レベルが 87％と圧倒的に

多い状況の中で，学部レベルと大学院レベルの受入れ予測をどうみるのか，②アジア地域からの留学生が

大半を占めるなかで，欧米等の先進諸国も含めた広く世界各国からの留学生受入れの促進をどう見るのか，

③文系，理系，医系の分野での受入れ体制と留学生のニーズをどう見るのか，④研究室等の施設整備をは

じめとした研究指導体制と生活面での指導負担増による対応等，多面的に検討する必要がある。 

       本学における平成 12 年度までの受入れ予測数を策定するにあたり，これらの諸条件の下で関係部局へ照

会することも考えられるが，当該部局においては，現時点で具体的な受入れ人数を予測し難い状況である。

ここでは，全国の大学生数約 200 万人の５％を留学生として受入れることによって 10 万人計画が達成され

ることとなるため，この比率を目安とし本学在籍学生数約 12,000 人の５％，約 600 人を本学の受入れ予測

数として策定することとした。 

    このことを前提とした各年度の受入れ予測数は平成５年度の在籍学生数に対する留学生割合が 2.9％に

あたっており，平成６年度以降平成 12 年度までの７年間に毎年 0.3％増の受入れを行うことによって達成

されることとなるため，今後の受入れ予測数を表１のとおりとし国際交流会館の具体的な計画案を検討す

ることとした。 

 
＜表１：外国人留学生の受入れ予測数＞  

年   度 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

受入れ予測数（人） 347 384 420 456 492 528 564 600

在籍学生数に対する割合（％） 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0

（出典：平成６年２月 23 日 国際交流委員会資料） 

 

【資料 2-2-5】岡山大学短期留学プログラムの概要 

Ｅxchange Program Okayama－ＥＰＯＫ 

１．目  的 

   本学が，留学生交流計画の一環として外国の大学との協定に基づき，外国の大学の学部課程の２年次修了学

生で日本に関心を持つ有為な学生（以下「短期留学生」という。）を受入れ，本学での教育と交流及び実生活

を通じて，日本の学術研究・習慣・文化及び社会制度等を広く学習体得することにより，より一層の相互理解

を促進し，将来における日本との交流の発展に貢献し得る人材育成を目的とし，一方，本学に在籍している学

生（以下「派遣学生」という。）を外国の大学へ派遣し，国際的視野を持った人材育成を目的とする。 

２．特  色 

  授業での使用言語は，英語により行うことを原則とし，履修した授業科目は母国における大学の卒業に必要

な単位として認定されることを基本とし，授業においては，日本研究への導入と共に日本の科学技術の先端的

知識と個別研究指導による学術研究手法の知識と経験を得させる。 

   一方，派遣学生の派遣先大学で履修した授業科目は，本学の卒業に必要な単位として認定されることを基本

とする。 

３．実施対象大学(平成15年５月１日現在，５カ国15大学) 

   米国：カリフォルニア州立大学ヘイワード校，カリフォルニア州立大学フラートン校， 

     サンノゼ州立大学，ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校，カンザス大学， 

     イリノイ大学アーバナ・シャンペイン校，南オレゴン大学    

   英国：エディンバラ大学，シェフィールド大学，サリー大学                       

   オーストラリア：アデレード大学，サウスオーストラリア大学 

   タイ：マヒドン大学，メジョー大学      

  中国：東北師範大学 

４．受入・派遣人員：各々20名程度（文科系及び理科系の別は問わない。） 

５．受入・派遣期間 

   受入期間：10月（秋学期）及び４月（春学期）からの１年間を原則とするが， 

       秋学期（10月開始）又は春学期（４月開始）の一方のみの６ヶ月の受入れも可能である。 

    派遣期間：１セメスター又は１学年度以内で，各派遣先大学が定める時期及び期間とする。 

６．プログラム運営組織 

    岡山大学短期留学プログラム規則を制定し，同プログラムを実施するために「岡山大学第５常置（交流）委

員会」の下に「岡山大学短期留学プログラム専門委員会」（以下「専門委員会」という。）を設置している。

  専門委員会に「コーディネート部門」と「カリキュラム部門」を置き，各委員が分担し，各部局・留学生セ

ンター等の協力により，同プログラムを実施する。 

（出典：事務局資料） 
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【資料 2-2-6】日韓共同理工系学部留学生事業実施計画について（抜粋） 

 
 委員長の指名により，留学生課長から資料３「日韓共同理工系学部留学生事業実施計画」に基づき，以下のよ

うな説明がされた。 

 ① 本事業は平成10年10月８日に発表された日韓共同宣言及び同附属文書に基づき実施される日韓共同事業で

あり，平成12年10月から受入れがスタートするものである。 

  ② 本学では，昨年度，関係学部に受入れについて照会し，理学部，工学部から受入れ数の回答を受け文部省

に報告した。 

 ③ これに基づき文部省では，留学生センターが設置されており，かつ，理工系学部が設置されている25大学

に配置（第１期受入総数100名）することとし，本学には平成12年10月から５名配置予定である。 

 ④ 韓国で半年の予備教育，配置大学における半年の予備教育（専門基礎を含む日本語予備教育かどうかは不

明）を経て，平成13年４月から入学の予定である。 

 ⑤ これらの入学手続きは，私費留学生特別選抜ではなく，国費留学生の受入れと同様に取り扱うことになる。

  これらに関して，委員から予算措置はどうなるのか質問があったが，留学生課長から，これらの予備教育は，

講師謝金により行われる予定であり，これらの運営経費は，特別経費として要求することになる旨説明された。

  さらに，委員から，これらの国費留学生のような経済的に優遇されている留学生が，大学設置の宿舎に優先

的に入居することになれば，当然のこととして経済的に困窮している私費留学生がはじき出されることになる

から，引き続き宿舎の拡充整備に尽力して欲しい旨の要望があった。 

（出典：平成11年７月22日 国際交流委員会留学生専門委員会議事要旨） 

 

【資料 2-2-7】自然科学研究科（博士後期課程）外国人留学生特別コースの概要（抜粋） 

 
1. 受入対象：大学院レベルの留学生 
2. 授業内容：英語により行う。 
3. 日本人学生の履修の有無：有 
（出典：自然科学研究科概要） 

 

【資料 2-2-8】日本留学フェア，進学説明会の概要 

 

日本留学フェア 

 

 大学間交流促進プログラム：大学間交流協定締結校の増加に向けた情報交換を行う。 

 東南アジア現地説明会：日本への留学を希望する現地の学生に対して，大学のシラバスや教育方法の説明及び

アピールを行い留学生の確保を行う。 

 

外国人学生のための進学説明会 

 

 国内の日本語教育機関等において，大学等への進学を目指している外国人就学生等を対象に，進学希望に合っ

た大学等を選択できるようにするため，国内の大学等の参加を得て，個々の大学等の教育，研究上の特色等に関

する最新情報を提供し，留学生確保を行う。 

（出典：事務局資料） 

 

３．外国人留学生に対する各種支援                              

 奨学金の支給，宿泊施設の貸与，チューター制度の導入については留学生課が対応して

いる（資料 2-2-9）。留学生からの相談体制は，留学生センターの担当教授１名と関係部

局に配置されている留学生専門教育教員７名が保健管理センターと連携して実施してい

る（資料 2-2-10）。パソコンによるインターネットの利用では，母語でのＥメール利用

を助け，留学生の精神的環境を良くするために，多言語対応の専用パソコンを設置してい

る。さらに，学生ボランティア組織 WAWA には大学公認の地位を与えて大学との連携をと

りやすくすることにより，留学生が地域と連携して各種支援活動を積極的に展開して交流

を深め，異文化経験・異文化理解を相互に行っている。 
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【資料 2-2-9】留学生支援項目 

 

  １）①来日直後の留学生に対し，岡山大学国際交流基金から奨学金の支給 

      （一人当たり，3万円を12名に12ヶ月支給：432万円を計上） 

      ②私費外国人留学生に対する各団体等からの奨学

金制度への申請（推薦等） 

  ２）岡山大学国際交流基金による緊急対策費の計上 

      （不測の事態が生じた場合の必要経費を援助する

ため年間30万円を計上） 

 ３）岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設の貸与 

  （150 名入居可；内訳留学生 132 名，研究者 18 名） 

 ４）外国人留学生ガイドブックの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドブックの表紙と目次の写真 

 

 

 

５）留学生相談・指導体制の周知（資料 2-2-10） 

 ６）在留関係諸手続の手引きの作成（日本語・英語・中国語） 

 

宿舎案内の表紙の写真 
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７）チューター制度の実践 

   留学生経費による謝金で本学が選定した日本人大学院生が，各留学生の学習・研究指導を中

心に日本語指導，日常の世話等を行っている。 

 ８）留学生専用のパソコンの設置 

   学務部留学生課内の「留学生交流室」を開放しており，そこに５台，CAIルームに15台，ま

た，学生ボランティア用に１台を設置している。大学会館内，附属図書館内及び各研究室等

に設置している学生用パソコンも使用することができる。 

 ９）学生によるボランティア組織の編成 

   平成５年秋に本学学生によるボランティア組織WAWAが編成され，その命名の由来は，リング

の輪と協調の和からきている。 

  （出典：事務局資料） 

 

【資料 2-2-10】 岡山大学外国人留学生ガイドブックによる相談指導担当者一覧表 

（出典：事務局資料） 

 

４．地域との連携を意図した外国人留学生交流支援            

 「岡山県留学生交流推進協議会」の企画として，入国審査関係事務研修会の開催並びに

中国経済産業局との共催で「外国人留学生・企業交流会」を開催している。 

 また，岡山県内の 14 の NGO 団体が連携した「留学生支援ネットワーク・ピーチ」や各

地域の団体からイベント参加への機会が提供され，地域連携や交流が活発に行われてい

る。 
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５．学生の海外留学                                        

 第５常置（交流）委員会及び外国語教育センターを中心に，英語教育（TOEFL の成績の

向上）等の検討が行われている。また留学情報コーナーを設けるとともに，留学生センター

の短期留学プログラム部門の教員による海外大学等の情報提供も積極的に行われ，学生が

留学しやすい環境が整備されている。 

６．外国人留学生の交流ネットワークの構築                  

 帰国外国人留学生名簿を帰国者各人に送付するなどの情報提供を行うとともに帰国外

国人留学生を対象とした(財)日本国際教育協会事業に積極的に申請し，今後の交流ネット

ワーク整備の一環として相互交流の活発化が図られている（資料 2-2-11）。 

 

【資料 2-2-11】（財）日本国際教育協会事業 

 
   ・帰国外国人留学生短期研究制度：帰国後本国において大学，研究機関に勤務する者を再度日本へ90日間程

度招へいする。 

   ・帰国外国人留学生研究指導事業：指導者が現地に赴き指導を行う。 

  （出典：事務局資料） 

 

７．外国人児童生徒への教科学習支援 

 平成 12 年から教育学部の学生ボランティア会員が英語・中国語・ポルトガル語等を母

語とする児童・生徒を対象として，教科学習支援及び日本語指導を実施している。 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．活動計画の策定状況 

 第５常置（交流）委員会及び留学生課を中心に留学生の受入れ，本学学生の派遣を通じ

て異文化体験・異文化理解の機会を提供している。さらに，交流による相互国際理解の推

進体制並びに学内外からの支援体制が確立されている。 

２．活動内容の適切性 

 資料 1-1-1（５頁）に示すように学内の連携は図られており，積極的な留学生の受入れ

計画，地域との連携や学生のボランティア組織による支援体制も整っている。派遣計画に

関しても各部局において様々なプログラムを企画し，教育・学生交流を適切に実践してい

る。 

(c) 判断結果 

 教育・学生交流に関する活動計画・内容の観点からは，目的及び目標を実現する上で優

れている。 

 観 点 活動の方法 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

１．海外の大学・機関等との教育交流活動 

 資料 2-2-1～2-2-3（45 頁，46 頁）に示す多様なプログラムを実施している。その他，

個別教育交流活動として各教員が海外の国際会議・学会等に学生を同行し，国際的活動経

験もさせている。 

２．外国人留学生の受入れ 

 資料 2-2-5～2-2-7（47 頁，48 頁）に示す様々な制度を通して留学生を受入れており，

また，(財)日本国際教育協会主催の日本留学フェア及び外国人学生のための進学説明会に

参加することにより，留学生の獲得に向けて積極的に活動している。 
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３．外国人留学生に対する各種支援 

 前節「活動の内容・計画」で述べた支援システムを常に整備し，活用している。 

４．地域との連携を意図した外国人留学生交流支援 

 本学留学生課に事務局を置く「岡山県留学生交流推進協議会（大学，国，地方公共団体，

各種団体等 32 機関による）」において，経済的支援事業拡充の推進，地域社会との交流

推進及び宿舎拡充の推進計画等を協議している（資料 2-2-12，2-2-13）。 

  また，岡山県内の 14 の NGO 団体が連携した「留学生支援ネットワーク・ピーチ」及び

各地域の団体との連携が行われている。 

 

【資料 2-2-12】平成１４年度岡山県留学生交流推進協議会総会議事要旨（抜粋） 

 

  日 時：平成１５年３月４日（火）１４：００～１６：００ 

  場 所：岡山市 まきび会館 

 

   議長の挨拶に始まり，続いて，文部科学省留学生課の係長から挨拶と「我が国の留学生政策」及び所管

事項の説明があり，引き続き，留学生の支援体制について及び留学生との地域交流について協議を行った｡

    留学生の支援体制については，主に留学生の奨学金，宿舎の確保，交流事業等留学生の生活支援及び取

り組み状況の意見交換が行われ，留学生との地域交流について情報交換が行われた。 

（出典：岡山県留学生交流推進協議会） 

 

【資料 2-2-13】岡山県留学生交流推進協議会について 

 
 設置：平成3年3月1日 

 岡山大学学務部留学生課に事務局を置く「岡山県留学生交流推進協議会」は，岡山県内の大学等・国・地方

公共団体，経済団体及び国際交流団体を加えた32機関で構成され，主な活動として，1)会報「おおはし－岡山

と留学生－」の発刊，2)県内の外国人留学生受入状況調査の実施，3)県内における外国人留学生に対する経済

的支援事業及び交流事業状況調査の実施，4)宿舎拡充の推進，5)経済的支援拡充の推進，6)地域社会との交流

の推進，7)入国審査関係事務研修会の実施，8)外国人留学生・企業交流会（中国経済産業局との共催）等の諸

事業を行っている。 

 中でも特筆すべき事項としての1点目は，広島入国管理局及び同岡山出張所との連携により，年1回「入国審

査関係事務研修会」を岡山大学において開催し，入国審査官等を講師に招き，近隣の大学，短大及び高専から

の参加者も呼びかけ実施している。岡山大学の職員の中で毎年10数名が取次申請の資格を修得しており，留学

生に対する在留関係業務及び資格外活動申請手続き緩和の一助となっている。また，それらの諸手続きが迅速

，かつ，円滑に行えるように日本語，英語，中国語で分かりやすく解説した「在留関係諸手続きの手引き」を

学務部留学生課において作成し，関係教職員及び留学生に配布することにより，周知徹底を図っている。 

 2点目は，平成10年度から実施している「外国人留学生・企業交流会」である。この企業交流会は，岡山県内

の大学に在学し，帰国後に第一線で活躍するであろう外国人留学生に中国地域の産業の情報を提供し，現状を

理解して関心を持ってもらうため及び海外に進出しているあるいは海外進出を計画している地域企業の見学会

を実施するなど外国人留学生との将来を見据えた相互交流を深め，地域社会との連携を図っている。 

（出典：事務局資料） 

 

５．学生の海外留学 

 留学を希望する学生に対して協定締結校（資料 2-2-14）との交換留学プログラムに則

り，積極的に指導・助言している。さらに平成 15 年度から，留学する学生に対して岡山

大学国際交流基金から１人当たり 10 万円（総額 150 万円）を支援することとしている（資

料 2-2-15）。 
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【資料 2-2-14】国際交流協定大学との授業料等を不徴収とする学生交流に関する附属文書の締結状況 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 件数は，各年度末における附属文書の締結件数（累計）を示す。 
＊ 派遣人数は，当該年度に附属文書に基づき協定大学へ派遣された学生の人数を示す。 

＊ ■は，大学間協定に基づくもの。■は，部局間協定に基づくもの。 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-2-15】岡山大学国際交流基金 海外に留学する学生への支援事業 

 

 
 

            ※平成１５年度からの新規事業 

（出典：事務局資料） 

 

６．外国人留学生の交流ネットワークの構築 

 資料 2-2-16 のとおり 1,915 名（在学生 413 名を含む。）記載の帰国外国人留学生名簿

を作成して帰国留学生に送付し，各種の情報交換を行うネットワークを構築中である。 

 

【資料 2-2-16】 岡山大学帰国外国人留学生名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

 

年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
派遣人数（人） 5 5 8 18 10

年度 採択者数 金額 総計

15 15人 10万円 150万円15 
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７．外国人児童生徒への教科学習支援 

 本学教育学部は，平成 12 年に岡山県教育委員会と「連携協力に関する覚書」を締結し，

その一環として，学生ボランティアが行う外国人児童・生徒への日本語による教科学習支

援を開始した（資料 2-2-17）。 

 

【資料 2-2-17】連携協力に関する覚書 

 

   （目的） 

第１条 岡山大学教育学部（以下「甲」という。）と岡山県教育委員会（以下「乙」という。）とは，教員の資

質・能力の向上及び教育上の諸課題への対応のため，相互に連携して基礎的・実践的研究を行い，その成果

を生かして岡山県の教育の充実・発展を図る。 

（実施機関） 

第２条 前条に規定する連携は，甲（その附属機関を含む。以下同じ。）と乙（その所管する教育機関を含む。

以下同じ。）との間で実施する。 

（研究内容） 

第３条 第１条の規定に基づき連携して実施する基礎的・実践的研究の内容は，次のとおりとする。 

   （ア）教員養成に関する事項 

   （イ）教員研修に関する事項 

   （ウ）学校教育上の諸課題への対応に関する事項 

   （エ）その他両者が必要と認める事項 

（連携の方法） 

第４条 甲と乙は，連携に当たってそれぞれ職員の派遣及び受入れについて協力するとともに，自らの有する施

設等の利用についても，業務に支障のない範囲で双方便宜を供するものとする。 

（経費） 

第５条  前条に規定する連携に当たり，それに係わる経費については，各機関が負担する。ただし，職員の派遣

経費は，要請した側が負担する。 

（有効期間） 

第６条 この覚書の有効期間は，覚書締結の日から平成１３年３月３１日までとする。ただし，この覚書の有効

期間満了の日の３０日前までに，甲と乙のいずれからも改定の申し入れがないときは，さらに１年間更新す

るものとし，その後も又同様とする。 

（補足） 

第７条 この覚書に定めるもののほか，連携事業の細目その他については，甲と乙が協議して別に定めるものと

する。 

２ この覚書に定める事項に疑義が生じた場合，甲と乙は協議してその解決を図るものとする。 

 
この覚書は，２通作成し，甲と乙がそれぞれ１通を所持するものとする。 

   平成１２年 ９月 １日 

   岡山大学教育学部長                岡山県教育委員会教育長 

       田中 宏二                            黒瀬 定生 

 

平成 12 年度連携協力事業リスト 

 

１ 日本語教育の必要な外国人児童生徒への学生ボランティアによる教科学習支援 

２ 適応指導教室での学生ボランティアによる指導補助 

３ 学生ボランティアによる「子ども 24 時間電話相談」への協力 

４ 岡山県教育センターにおける研修講座の学生および大学教官への公開 

５ 体系的な養護教諭養成カリキュラムのあり方に関する共同研究 

６ 小学校における英語教育のあり方に関する共同研究 

７ 学校自己評価に関する共同研究 

８ 岡山県情報ハイウェイの利用促進のための研究協議 

９ 大学教官のデータバンク作成 

10 生涯学習施設等での学生の実習 

11 「家庭教育企業出前講座」への協力 

（出典：教育学部教授会資料） 
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(b) 判断結果の根拠・理由 

１．活動方法の有効性 

 受入れ・派遣等相互交流の計画に基づき，目標達成のため多様にして有効な方法を採用

している。 

２．資金・環境的資源の獲得状況 

 本学では，独自の国際交流基金を有しており，外国人留学生及び海外派遣学生に対する

奨学金を支給している。また，教職員が留学フェアに参加する資金にも使用されている。

さらに，不測の事態に即座に対応できるよう緊急対策費を計上している。 

３．IT 利用等による活動方法の効率化 

 一般学生向けの約 600 台に加え，留学生交流室に５台の専用パソコンを整備し，母語に

よるＥメールの送受信やインターネットでの検索が可能な体制が整備されている。 

(c) 判断結果 

 教育・学生交流に関する活動方法という観点からは，目的及び目標を達成する上で優れ

ている。 

補足説明事項 

 

 

 

 

評 価 項 目      ：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 実績の状況 

１．海外の大学・機関等との教育交流活動 

 南オレゴン大学夏期語学研修（資料 2-3-1），医学部「教室配属」コース（資料 2-3-2）

及び歯学部 ODAPUS（資料 2-3-3）の各々は，海外の研究機関等の協力を得て教育効果を挙

げている（資料 2-3-25～2-3-27(66 頁，67 頁)）。また，教員の個人的裁量による学生の

海外派遣活動は，短期間の交流活動により様々な活動の機会を提供している（資料2-3-4）。

 

【資料 2-3-1】  南オレゴン大学夏期語学研修参加人数（年次別）   (単位：人) 

年度

学部 
12 年度 13 年度 14 年度 計 

文学部 1 2 1   4 

教育学部 5 4 2   11 

法学部 7 5    12 

経済学部 3     3 

工学部 1 2     3 

環境理工学部 1 2 2    5 

自然科学研究科 1 1    2 

計 15 19 6   40 

＊平成 14 年度は，Ｈ13.9.11 同時テロの影響により激減したが，平成 15 年度は，19 名参加する予定である。

（出典：事務局資料） 
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【資料 2-3-2】 医学部「教室配属」コースによる海外派遣学生人数 

 １３年度 １４年度 計 

海外配属研究機関数 １２ １３ ２５ 

海外配属学生数 １４ １３ ２７ 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-3-3】「歯学国際交流演習 3単位」を取得した人数（ODAPUS） 

 １３年度 １４年度 

ロンドン大学（英） 1  

サスカチュワン大学（カナダ） 1  2 

ルイジアナ州立大学（米）  1 

ニュ－ヨ－ク大学（米）   1 

チュラロンコン大学（タイ）   1 

      計   2  5 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-3-4】 海外への学生派遣人数（個別活動・1週間から 3ヶ月間） 

 海外の大学・学校 海外の機関 国際会議・学会出席 共同研究・科研 

 学 修 博 学 修 博 学 修 博 学 修 博 

１０年度  3    

１１年度  1    

１２年度  2 1 1 1 1   1

１３年度  1 1   1 2

１４年度 25 1 3 2 1 1 3   

  計 25 4 4 2 3 4 1 1 4  1 3

       ＊教員の個人的裁量により学生を海外に短期間派遣した実績を示す。 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート調査） 

 

２．外国人留学生の受入れ 

 本学の外国人留学生の受入れ状況を，資料 2-3-5～2-3-11 に示す。このうち大学院留学

生の受入れは，留学生総数の約 70％を占め，大学院生総数の約 11％を占める（資料 2-3-9）。

また，本学の特徴である外国人留学生特別コースによる受入れは，学部レベルの EPOK 及

び大学院博士後期課程において所定の受入れ人数をほぼ満たしている（資料 2-3-7，

2-3-10）。日韓共同理工系学部留学生の受入れは， 2 学部において毎年実績を挙げてい

る（資料 2-3-11）。 
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【資料 2-3-5】 岡山大学 外国人留学生受入れ数（年度別・経費別）（5月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-3-6】在籍身分別・経費別内訳 （5 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*「日本語教育」は，留学生センタ－に半年間在籍し，集中的に日本語教育を受ける日本語研修生数を示す。 
*「日研生」は，「日本語・日本文化研修留学生」で，学部留学生である。 

（出典：事務局資料） 
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0
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10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度

国費 外国政府派遣 私費

（単位：人）

経費別 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
国費留学生 80 76 67 67 76 88
外国政府派遣 3 3 1 1 2 2
私費留学生 146 148 179 201 234 248
小計 229 227 247 269 312 338
％ 63.6 63.8 66.6 64.7 66.5 67.3

国費留学生 2 3 4 6 5 7
外国政府派遣 17 16 13 13 14 19
私費留学生 29 28 26 31 40 44
小計 48 47 43 50 59 70
％ 13.3 13.2 11.6 12 12.6 13.9

国費留学生 14 11 13 15 12 17
外国政府派遣
私費留学生 1
小計 14 12 13 15 12 17
％ 3.9 3.4 3.5 3.6 2.6 3.4

国費留学生 7 9 7 11 5 6
外国政府派遣
私費留学生 50 44 41 46 53 46
小計 57 53 48 57 58 52
％ 15.8 14.9 12.9 13.7 12.4 10.4

国費留学生 4 4 1 2 3 2
外国政府派遣
私費留学生
小計 4 4 1 2 3 2
％ 1.1 1.1 0.3 0.5 0.6 0.4

国費留学生 5 5 4 5 4 4
外国政府派遣
私費留学生
小計 5 5 4 5 4 4
％ 1.4 1.4 1.1 1.2 0.9 0.8

国費留学生
外国政府派遣
私費留学生 3 8 15 18 21 19
小計 3 8 15 18 21 19
％ 0.8 2.2 4 4.3 4.5 3.8

360 356 371 416 469 502
※％は，総数に対する小計の占める割合を示す。

総　　　　　　　数

学部学生

非正規生

日本語教育

研究生

教員研修生

日研生

聴講生

正規生

大学院生

(人) 
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【資料 2-3-7】 授業料等を不徴収とする大学間交流協定大学の交換学生数（EPOK）(単位：人) 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-3-8】大学・学部間交流協定大学との交換留学生数（部局主体で実施）(単位：人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-3-9】大学院生総数のうち留学生の占める割合（％） 

  年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 

大学院生    (人) 2,121 2,234 2,531 2,729  2,852 2,970

留学生（院生） (人)   229   227   247   269    312 338

比率      (％)   10.8   10.2    9.8    9.9   10.9 11.4

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-3-10】大学院自然科学研究科（博士後期課程）外国人留学生特別コ－ス受入れ人数 

（単位：人） 

 13 年度 14 年度 計 

国費（8） 7 7 14 

私費（8） 6 7 13 

  計 13 14 27 

         （ ）は，入学定員 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-3-11】日韓共同理工系学部留学生受入れ数 

（単位：人） 

 12 年度 13 年度 14 年度 計 

工学部 2 4 2 8 日韓 

環境理工学部 1 1 3 5 

        12 年度後期より実施 

（出典：事務局資料） 

 

 

受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣

アメリカ 2 3 6 1 9 11 12 4 11 10 43 26

イギリス 3 4 3 1 1 1 2 1 13 3

タ　イ 3 4 4 2 2 2 1 15 3

オーストラリア 1 1 1 3 1 4 5 6

中　国 2 1 1 3 1

合　計 2 9 15 2 17 14 20 6 16 17 79 39

＊ＥＰＯＫ…岡山大学短期留学プログラム／平成10年度は試行
＊平成15年度は予定者を含む

13年度 14年度 15年度 計
国　名

10年度 11年度 12年度

受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣

アメリカ 1 1

イギリス 1 2 1 2 1 1 1 3 6

ドイツ 1 1

ポーランド 2 2

オーストラリア 1 2 2 2 3 1 1 1 3 10

インドネシア 1 1

トルコ 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 9 4

中　国 2 5 5 1 3 2 1 2 18 3

合　計 6 4 10 5 8 6 4 4 2 4 6 2 36 25

＊平成15年度は予定者を含む
＊授業料等を不徴収とする交流協定による大学との交換留学生数を示す。

13年度 14年度 15年度 計
国　名

10年度 11年度 12年度
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 外国政府派遣による受入れは，特に学部留学生の受入れが伸びており，私費外国人留学

生については，毎年着実に伸びている（資料 2-3-5，2-3-6(57 頁)）。留学生獲得のため

の活動も積極的に実施しており，留学生受入れ増加につながっている（資料 2-3-12，2-3-5

（57 頁））。 

 

【資料 2-3-12】留学生受入れ活動 

       （a） 日本留学フェア参加状況 

年度 開催地 開催期間 派遣者 

１０ 実施なし   

１１   〃   

米国（大学間交流促進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：NAFSA） H12.5.27～H12.6.6 教員１    計１名１２ 

ベトナム・タイ H12.10.19～

H12.10.27 

事務官２   計２名

インドネシア・マレイシア H13.6.24～H13.7.2 教員１，事務官１ 

       計２名

１３ 

米国（大学間交流促進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：NAFSA） H13.5.25～H13.6.6 教員１    計１名

１４ タイ・ベトナム H14.10.25～

H14.11.1 

教員１，事務官１ 

       計２名

米国（大学間交流促進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：NAFSA） H15.5.26～H15.6.1 教員１，事務官１ 

       計２名

１５ 

インドネシア・マレイシア 開催延期(SARS の影

響による) 

 

※10,11年度は岡山大学国際交流基金の予算を見直している時期で参加できず。 

（b） 外国人学生のための進学説明会参加状況 

年度 開 催 地 開 催 期 日 派   遣   者 

１２ 大阪会場 H12.9.3 教員１，事務官２    計３名 

１３ 大阪会場 H13.9.3 教員１，事務官２  計３名 

大阪会場 H14.9.1 教員１，事務官１  計２名 １４ 

東京会場 H14.9.8 事務官２          計２名 

（出典：事務局資料） 

 

３．外国人留学生に対する各種支援 

 支援活動の実績を，資料 2-3-13～2-3-17 に示す。外国人留学生ガイドブック（資料

2-2-9(49 頁)）の作成及び宿舎の貸与も行っている。宿舎は 150 室のうち 132 室を留学生

用として貸与している。 

 

【資料 2-3-13】  岡山大学国際交流基金による奨学金受給者数（年次別） 

 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 

受給人数 ８ ８ １２ １２ １２ １２

予算額（万円） ２８８ ２８８ ４３２ ４３２ ４３２ ４３２

（出典：事務局資料） 
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【資料 2-3-14】奨学金受給者数（11 月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-3-15】留学生相談・指導内容別件数 

(単位：延人)

（ ）内の数字は，総件数に占める割合を％で示す。 
＊「ボランティア活動，異文化交流に関するもの」は，「WAWA」の活動に関する相談（WAWA の活動抜きには支
援が成り立たないことを表している。） 

（出典：事務局資料） 

相談内容 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 

学習・研究・進路に関連したもの 104（11.1） 235（32.1） 418（22.1） 440（19.8） 540（21.2）

ボランティア活動，異文化交流に

関するもの 
466（49.5） 120（16.4） 353（18.7） 564（25.4） 814（32.0）

生活に関連したもの 139（14.8） 144（19.7） 315（16.6） 428（19.3） 478（18.8）

挨拶・雑談・情報交換  83 （8.8）  64 （8.7） 229（12.1） 265（12.0） 283（11.1）

その他雑件 149（15.8） 169（23.1） 576（30.5） 521（23.5） 427（16.9）

計 941 732 1,891 2,218 2,542

 

 

 

（単位：人）

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

131 118 113 131 130

20 19 14 14 17

8 8 10 12 12

57 57 56 55 56

10 10 9 9 8

8 12 25 21 19

4 3 1 1

13 14 14 10 11

9 8 6 6 6

1

4 2 4 5 4

1

5 1

1 1 1 1

1 2 1 1

1 1 1 2

1 1

5

1

1 1

1

1 5 6

1 1

1

1 1

1

1

1

1

272 255 265 276 280

▼民間奨学団体等

交流協会奨学金

ロータリー米山記念奨学会奨学金

神内奨学金

平和中島財団奨学金

ウエスコ学術振興財団奨学金

世界平和女性連合奨学金

小林外来留学奨学財団奨学金

ノートルダム育英財団奨学金

川口静基金

大原奨農会

橋谷奨学金

日本国際協力財団奨学金

日本国際教育協会　短期推進制度奨学金

上原奨学金

国際ネフロ学会奨学金

パナソニック奨学金

板橋奨学金

実吉奨学会奨学金

久保田豊基金

富士銀行国際交流財団

朝鮮奨学金

佐川留学生奨学会奨学金

東華教育文化交流財団

幸せを分かつ会

合計

種　　別

国　　費

外国政府派遣

大学独自の奨学金

文科省学習奨励費

岡山県私費外国人留学生奨学金
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【資料 2-3-16】外国人留学生チュ－タ－人数（文部科学省謝金分） 

年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 

人数 141 192 177 202 174

実施時間数 67 67 70 63 62

    ＊実施時間数は，チュ－タ－1名が支援した平均時間（半年間） 

（出典：事務局資料）  

 

【資料 2-3-17】留学生ボランティア WAWA の活動（平成 14 年度） 

活動月 活 動 内 容 

４月 新規入学者の受け入れ支援，バーベキューパーティー 

５月 歓迎パーティー 

６月 仮装パーティー 

７月 ホ－ムステイ・ホ－ムビジットの支援 

９月 キャンプ，おかやま地球市民フェスタへ参加 

１０月 新規入学者の受け入れ支援，歓迎パーティー 

１１月 学祭への出店（留学生とエスニック料理） 

学祭の打ち上げパーティー 

１２月 ホ－ムステイの支援，忘年会 

２月 送別パーティー 

３月 追い出しコンパ 

＊ほぼ毎年同様の活動を行うので，例として平成 14 年度の活動を示す。 

（出典：事務局資料） 

 

４．地域との連携を意図した外国人留学生交流支援 

 「岡山県留学生交流推進協議会」による支援で特に注目すべきは，入国審査関係事務研

修会（資料 2-3-18）の実施及び外国人留学生・企業交流会（資料 2-3-19）の実施である。

前者は，留学生，教員に代わって在留関係の手続きをし，後者は，中国地域の産業の情報

提供と見学会を実施し，相互交流，地域社会との連携を図っている。 

 

【資料 2-3-18】取次ぎ申請資格取得人数 

（単位：人）

年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 計 

取得人数 25 24 20 19 12 100 

（出典：事務局資料） 
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【資料 2-3-19】外国人留学生・企業交流会の開催及び参加者数 

区分 企業プレゼンテ－ション・懇談会参加数 (社) 見学企業数 (社) 留学生参加数 (人)

10 年度  6  1 62（98） 

 11 年度  5  1 71（80） 

 12 年度  5  1 35（55） 

 13 年度  4  2 20（35） 

 14 年度 ――  2 25（35） 

  ＊留学生参加数欄：岡山大学の数を示し，（ ）内は，他大学も含む。 

（出典：事務局資料） 

 

 また，「留学生支援ネットワーク・ピーチ」との連携支援は草の根レベルの交流により

相互理解を深めている(資料 2-3-20)。 

 さらに，留学生が各地域・学校での交流活動に主体的に関わった実績を資料 2-3-21 に

示す。 

 

【資料 2-3-20】「留学生支援ネットワ－ク・ピ－チ」交流支援活動の実績 

平成 13 年度 活動内容 

   ・寄贈のあった日用品及び中古自転車の配布 

   ・ホ－ムステイ，ホ－ムビジットの計画・実施 

   ・日韓共同理工系学部留学生のホストファミリ－の受入れ 

   ・交流パ－ティ－ 

平成 14 年度 活動内容 

   ・活動資金作り 

   ・ホ－ムステイ，ホ－ムビジットの計画・実施 

   ・中古自転車の修理についてシルバ－人材センタ－へ依頼 

   ・日用品の支援 

   ・ももたろう祭りへの参加 

   ・寄贈のあった中古自転車の配布 

   ・岡山県下 110 の NGO 団体とのネット－ワ－ク作りについての話合い 

   ・日韓共同理工系学部留学生のホストファミリ－の受入れ 

   ・「おかやま地球市民フェスタ」に参加 

・国際協力活動紹介展の計画・実施 

   ・寄贈防寒服（新品）の配布 

   ・交流パ－ティ－ 

（出典：事務局資料） 
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【資料 2-3-21】地域との交流実績（平成 14 年度） 

種 別 名    称 内     容 参加人員 備 考

玉野高校 国際科での授業（中国語Ⅰ，Ⅱの講師）  １～３学

期に２～

３回程度

倉敷中央高校 普通科国際文化系「外国事情」の授業の講師（そ

の国の文化，高校生の生活などについての話，質

疑応答） 

各回２名 年２回 

岡山南高校 日本語授業の一環として訪問   

高等学校 

邑久高校   同  上   

岡北中学校 総合的な学習における国際理解のための留学生交

流（自国の文化・歴史紹介，日本の文化との違い

，国際理解のためのアドバイス等） 

５名  

京山中学校 留学生に話を聞くために中学生２名が来学   

操山中学校 自国の食文化について ２名  

東陽中学校 国際理解交流会 ５名  

中学校 

山陽町の中学校２校 日本語教育の一環として訪問   

綾南小学校 「総合的な学習の時間」（自国の話） ４名  

児島小学校 ブラジルについて １名  

小学校 

山陽町の小学校４校 日本語授業の一環として訪問   

御津町 ふるさと交流ホームステイ ３名  市町村 

玉野市 中学生と英語による国際交流 ５名  

岡山県国際交流セン

ター 

高校生との国際交流（母国の若者文化や教育制度

について，質疑応答） 

  

真庭ロータリークラ

ブ 

ホームステイを通じて地域の行事に参加，地域の

子ども達と交流 

８名 ２泊３日

団 体 

国際交流協会 岡山県国際交流学生ボウリング大会 ３５名  

備 考  岡山県国際交流協会などを中心に多数の団体から各種交流のためのイベント案内があり，留学

生課や岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設等の掲示板に掲示して周知している。 

 本学は，内部組織としての学生のボランティア制度が発足しており，そのボランティアを介し

て地元公民館等を活動拠点として地域住民等との交流及びホームステイなどを頻繁に実施してい

る。 

（出典：事務局資料） 

 

５．学生の海外留学 

 本活動は，EPOK 及び大学間・学部間交流協定によるものである(資料 2-3-7，2-3-8(58

頁))。岡山大学国際交流基金による経費支給を決定し，今後の派遣がさらに充実すること

になった。 

 

６．外国人留学生の交流ネットワークの構築 

 「岡山大学帰国外国人留学生名簿」（資料 2-2-16(53 頁)）を配布し，また，(財)日本

国際教育協会事業に基づく短期研究制度等により，本学の教職員・学生と帰国留学生との

相互交流並びに帰国留学生の相互交流を行っている（資料 2-3-22）。 
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【資料 2-3-22】 帰国外国人留学生に対する（財）日本国際教育協会事業の実績 

(a)「短期研究制度」     （単位：人） 

年度 応募者数 採択者数 

10年度 ３ １ 

11年度 ５ １ 

12年度 ７ ２ 

13年度 ５ １ 

14年度 ７ １ 

計 ２７ ６ 

 

   (b) 「研究指導事業」   (単位：人) 

年度 応募者数 採択者数 

 10年度 １ １ 

11年度 ０ ０ 

12年度 １ ０ 

13年度 ２ ２ 

14年度 １ １ 

計 ５ ４ 

 

歯学部（助教授，講師）：台湾・台北医学院 

 

固体地球（教授）：ﾊﾟｷｽﾀﾝ・ﾊﾟｷｽﾀﾝ地質調査所 

 医学部（助教授）：中国・清華大学 

農学部（教授）：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｾﾚﾍﾞｽﾏﾚｰﾄ大学ほか 

（出典：事務局資料） 

 

７．外国人児童生徒への教科学習支援 

外国人児童生徒への日本語教育及び教科学習支援学生ボランティアによる支援実績は，

資料 2-3-23 に示す。 

 

【資料 2-3-23】外国人児童生徒への日本語教育及び教科学習支援状況 

 １２年度 １３年度 １４年度 

支援学校数（小・中学校数）  ３  ５  ５ 

支援外国人児童生徒数 １３ １８ １７ 

学生ボランティア登録数 ２２ ３７ ３４ 

（出典：事務局資料） 

 

８．部局長に対するアンケート調査結果 

 本アンケート調査において，ほぼ半数の部局で，資金確保及び設備・施設の整備につい

て検討中・努力しているという建設的な結果が得られた（資料 2-3-24）。 
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【資料 2-3-24】資金確保及び設備・施設の整備 

(a) 活動に対応するための十分な資金が確保 

  できているか 

 

(b) 活動に対応する設備・施設があるか 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，部局長へのアンケート） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．活動実績の目標達成度 

 各個別活動の実績及び効果に示したように各活動毎の実績は目標をほぼ達成している。

２．活動実績の適切性 

 留学生の受入れは，着実に伸びており，EPOK 及び大学院への受入れ等は，本学の数値

目標を達成している。 

３．投入諸資源の効率性 

 部局長に対するアンケート調査結果から各部局では，前向きな姿勢で努力している。し

かしながら，投入資源に対する効率性を正確に評価できる適当な評価システムが本学には

なく，今後に改善すべき課題である。 

 

(c) 判断結果 

 教育・学生交流に関する活動の実績という観点からは，目的及び目標(2)，(4)，(6)～

(10)に則して相応である。 

 観 点 活動の効果 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 効果の状況 

１．海外の大学・機関等との教育交流活動 

 南オレゴン大学夏期語学研修（資料 2-3-25，2-3-26），医学部「教室配属」コース（資

料 2-3-27）及び，歯学部 ODAPUS（資料 2-3-3(56 頁)）における単位取得あるいは満足度

は，良好で成果が挙がっている。教員の個人的裁量による学生の海外活動は，資料 2-3-28

で示すとおりの教育効果があった。以上の個別活動の効果を，資料 2-3-29 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E)(3) 活動に対応するための十分な資金が確保でき
ているか

6%

0%

47%

47%

0% 資金が確保でき有効
に活用

資金は確保できている
ものの有効に活用され
ていない
将来的には確保の方
向で努力している

資金確保の目途は
立っていない

資金は特に必要ない

(E)(2) 活動に専属的に対応する設備・施設が
あるか

12%

6%

41%

29%

12%
設備・施設の整備をしてお
り有効に活用
整備をしているものの有効
に活用されていない
将来的には整備の方向で
検討中
将来的にも整備の計画は
ない
設備・施設は特に必要ない
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【資料 2-3-25】南オレゴン大学夏期語学研修による単位取得状況 

 学生数 

認定科目 単位数 12 年度 13 年度 14年度 

英語コミュニケーション論Ⅰ初級 2  1  

異文化コミュニケ－ション 1   1   

英語ライティング中級Ⅰ  1  1  1   

英語ライティング中級Ⅱ  1   1   

異文化受容論 2    1   

英語中級 1 2  2  

英語 A  2    4  1 

英語 B  2 6  3  1 

英語上級 1    1  

異文化理解論 B  2 2   

英語リスニングⅠ  2  1   

オ－ラル・コミュニケ－ション中級Ⅰ 1  1    

単位認定手続きせず  2  4 2  

（出典：事務局資料） 

 

【資料 2-3-26】南オレゴン大学夏期語学研修参加学生満足度調査（平成 14 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長　い やや長い 適　　当 やや短い  短  い

３ ３

きつい ややきつい 適　　当 やや不満  不　満

１ ３ ２

　集中語学学習 難しい やや難しい 適　　当 やや易しい  易しい

　の授業内容 ３ ３

　集中語学学習 多  い やや多い 適　　当 やや少ない  少ない

　の合計時間数 ４ １ １

　リスニング＆スピーキング 難しい やや難しい 適　　当 やや易しい 易しい

　の授業内容 ２ ４

　リスニング＆スピーキング 多  い やや多い 適　　当 やや少ない 少ない

　の合計時間数 ５ １

長　い やや長い 適　　当  やや短い 短  い

４ ２

快　適 やや快適 ふつう やや不快 不　快

２ ３ １

　南オレゴン大学の よかった ややよかった ふつう ややよくなかった よくなかった

　担当者の対応 ６

有意義 やや有意義 ふつう やや不満 不　満

６
　研修全体の感想

　ホームステイ先での生活

　ホームステイの期間

　研修日程

　研修期間

評　　　価

人　　　数
区　　　分
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【資料 2-3-27】医学部「教室配属」コースの海外派遣学生の満足度状況（平成 13 年度） 

感想項目 件数 具体的記述例 

医学研究に関する重要性の認識等 15 ・海外研究者の仕事に対する考え，哲学に触れた  

・研究は地道な努力と模索の繰り返りだと実感  

・積極的研究姿勢の大切さ実感  

・研究において，その準備,まとめあげる力の大切

さを再認識  

・他の人を「説得する力」（納得させる力）の大切

さを学んだ  

・目標（研究者の情熱や葛藤を感じとり，研究とは

何か，研究者の生き方とはどのようなものかを理

解）は達成された  

・競争しあって，協力しあって，１人ではできなか

った素晴らしい成果を生み出すところが研究室

だと認識  

・研究関係では，はっきりした道標を得た＜視野が

拡がり将来への自信になった＞  

・実験では，そのプロセスを作ることで，独自のア

イディアでオリジナリティのある実験をしては

じめて新たな発見が生まれると思った 

人間関係（コミュニケ－ション）

の重要性 

2 ・相手との話し合いによる綿密な計画立案の大切さ 

・研究に対する共通の思いと深い探究心が皆の根底

にある，一つの大きな集団であると認識 

語学力等 5 ・英語による意思疎通のスキル向上  

・英語以外の外国語の重要性（日常的な触れ合いの

ために）  

自己への気づき 4 ・基礎力をつけておくべきだったと反省  

・何ヶ月も緊張感をもってすることの難しさを実感 

・自分の常識と相手の研究室での研究設備との乖離

を体験し，相手のたくましさに触れ自己の無力さ

を実感 

異文化理解 2 ・言葉だけではなく感覚的にも異なる部分のある相

手とコミュニケ－ションすることの難しさ  

・文化の違い，考え方の違い，気質の違いを体験 

費用面の支援 1 ・費用面でのサポ－トの必要  

（出典：「平成 13 年度教室配属報告書」より作成）  

 

【資料 2-3-28】学生を海外に派遣してどのような効果が挙がったか。（複数回答） 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 
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【資料 2-3-29】海外の大学・機関等との教育交流活動の効果 

個別の実績 実績及び効果(根拠理由) 達成目標，達成の根拠理由 

①南オレゴン大学夏期語

学研修 

14年度は米同時多発テロの影響を受け減

少したが，12 及び 13 年度は 15 名，19 名

と実績が挙がっており，単位取得及び満

足度も良好である。 

目標(2)を達成。学生が海外の大学に

て短期の語学研修に参加する機会を

毎年提供している。 

②医学部「教室配属」 

コース 

2 年間に 27 名の学生を派遣し，実績が挙

がっており，本コースの目的が効果的に

達成されたことを示している， 

③歯学部 ODAPUS（オダパ

ス） 

2 年間で 7 名が海外の大学での演習を受

け単位を取得した。カリキュラムに位置

づけており，毎年実施する実績は評価で

きる。2 年目には派遣が倍増したことは

効果があったことを示す。 

目標(2)，(4)，(6)を達成。海外の研

究機関での研究活動をカリキュラム

に位置づけ，留学機会の拡大と外国人

研究者による指導，異文化交流，相互

理解の拡充を図っている。 

④教員裁量による短期交

流活動 

毎年，海外に学生を派遣しているが，特

に平成 14 年度は 36 名に達し，実績が挙

がっている。海外の大学・機関等に学生

を派遣し，国際会議・学会への参加，海

外研究者との人的交流の拡大，異文化体

験，国際レベルの研究活動の認識等をさ

せることができた。 

目標(2)，(4)，(6)を達成。異文化体

験，国際レベルの研究活動の認識等を

させることができた。 

（出典：第７常置（評価）委員会資料） 

 

２．外国人留学生の受入れ 

 全学の外国人留学生に対して平成 14 年 12 月に「岡山大学での生活と学習に関する満足

度調査」を行った。この調査結果を資料 2-3-30 に示す。これによると 77％の留学生が，

本学での留学生活におおむね満足している。 

 経済面では，長時間のアルバイトをしている学生が多い。生活面では，約 50％が現在

困っており，具体的な問題点として生活費，言葉，学業を挙げている。 

 学習・研究面では，指導教員の適切な助言によって研究成果が挙がっており，受入れ教

員側の留学生への評価も高い（資料 2-3-31）。本学の授業内容は約半数が分かりやすい

とし，カリキュラムにも 60％が満足している。学習環境面では，大学の施設，パソコン

の設置（資料 2-3-32），事務の対応（資料 2-3-30）について満足のいく状況にある。 

 人間関係については，大学での友人関係，日本人との関係もよく日本での生活を楽しん

でいる。しかし，約 10％程度がうまくいっていないことも分かった。居住環境では，約

60％が良好で，約 20％が満足できない環境にある（資料 2-3-30）。 

 日本語については，約 45％は自分の言いたいことが言えるが，約 30％は，言えないと

しており，自己表現できないもどかしさに苦しんでいる（資料 2-3-30）。 

 

【資料 2-3-30】外国人留学生に対する満足度調査 

(a) 私は総合的に岡山大学の学習と生活に満足している
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 金銭面では困っていない 
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(c) 一週間に何時間アルバイトをしていますか 

 

(d) 現在困っていることがありますか。 

 

(e) どんなことに困っていますか。 

 

(f) 私の指導教官は，研究について適切な助言を 

   してくれる 

 

(g) 私の研究は，うまく進んでいる 

 

(h) 授業の内容はわかりやすい 

 

(i) カリキュラムは私の期待したとおりのものである 

 

(j) 大学の施設は使いやすい 
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(k) 事務の対応はいい 

 

(l) 日本の生活を楽しんでいる 

 

(m) 大学によい友人がいる 

 

(n) 私の周りの友人は親切だ 

 

(o) 住んでいる部屋や場所は住みやすい 

 

(p) 自分の言いたいことを日本語で言える。 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，留学生へのアンケート） 

 

【資料 2-3-31】受入れ留学生の研究態度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：第７常置（評価）委員会資料，教員へのアンケート）

【資料 2-3-32】留学生が自由に使用できるパソコンが
        設置されているか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：第７常置（評価）委員会資料，教員へのアンケート）

 

 これらの結果から総合的には良好であるが，個々の課題も見えてきている。以上の留学

生受入れの効果は資料 2-3-33 に示す。 
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【資料 2-3-33】外国人留学生の受入れの効果 

個別の実績 実績及び効果(根拠理由) 達成目標，達成の根拠理由 

①国費外国人留学生 平成 15 年度における受入れ数は大き

く伸びており，特に大学院留学生の受

入れが伸びている。これは研究指導面

での満足度調査にも表われている。 

目標(4)，(6)を達成。特に大学院レベ

ルでの留学生の受入れ拡大は，相互理

解を図りつつ本学の基本構想の実現に

向け寄与している。 

②外国政府派遣留学生 特に学部レベルの留学生の受入れが伸

びている。 

③短期留学生（交流協定に

よる） 

EPOK の受入れは順調である。 

④私費外国人留学生 毎年着実に受入れ実績が伸びており，

受入れの効果が上がっている。 

目標(4)，(6)を達成。相互交流を通じ

て教育・研究レベルの交流を促進し，

人材の育成に寄与している。 

（出典：第７常置（評価）委員会資料） 

 

３．外国人留学生に対する各種支援 

 留学生センター及び各部局の担当教員による相談・指導では，込み入った相談がなされ

るが，生活面での支援は「留学生ボランティア WAWA」（資料 2-3-17(61 頁)），学業面で

はチューターが支援している（資料 2-3-34）。以上の留学生に対する各種支援の効果は

資料 2-3-35 に示す。 

 

【資料 2-3-34】 チューターによる支援の効果 

 

  

 

 

 

（出典・第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 
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【資料 2-3-35】外国人留学生に対する各種支援の効果 

個別の実績 実績及び効果(根拠理由) 達成目標，達成の根拠理由 

①岡山大学国際交流基

金による支援 

岡山大学独自の奨学金制度により平成

12 年度より 12 名に受給者数を増やして

継続的な支援を行っている。 

②宿舎の貸与 宿舎の貸与によって生活基盤の安定の

一助となっているが，世帯者用の宿舎の

整備が必要である。 

奨学金・宿舎など経済面での支援を継

続的に行い，目標(7)の滞在生活の充

実化に寄与している。 

③留学生センタ－の留

学生相談指導部門 

毎年相談件数が大幅に増加しており，満

足度調査からも学習・生活面での支援が

効果をあげていることを表わしている。

目標(7)をほぼ達成。満足度調査の結

果からも岡山大学での留学生活に 77

％が満足していることがわかる。 

④チュ－タ－による支

援 

謝金によるチュ－タ－の実施実績に示

すように，半年間 1 人あて 70 時間近い

支援を実施し，支援内容も学習に関する

ものが 77％を占める。 

留学生への個別的な支援として特に

目標(7)の学習面で欠かせない支援を

行っている。 

⑤留学生ボランティア

WAWA 

様々な行事を通して留学生との人間関

係の構築により留学生活の安定を図っ

ている。特に新規入学者への受入れ支援

では，重要な役割を果たしている。 

目標(7)に貢献。満足度調査により日

本での留学生活を楽しんでいる者が，

約 60％以上おり，楽しんでいない者

は約 10％であった。 

（出典：第７常置（評価）委員会資料） 

 

４．地域との連携を意図した外国人留学生交流支援 

 岡山県留学生交流推進協議会，外国人留学生・企業交流会並びに留学生支援ネットワー

ク・ピーチによる支援は，留学生の負担の軽減や地域企業を知る機会の拡大につながって

いる（資料 2-3-18～2-3-20（61 頁，62 頁））。以上の地域との連携を意図した交流支援

の効果を資料 2-3-36 に示す。                           

 

【資料 2-3-36】地域との連携を意図した外国人留学生交流支援の効果 

個別の実績 実績及び効果(根拠理由) 達成目標，達成の根拠理由 

①「岡山県留学生交流推

進協議会」による支援（外

国人留学生・企業交流を

含む） 

岡山県内の受入れ大学と各種団体によ

る協議会や企業等との連携協力による

活動によって，地域の状況を知り，市民

と交流する機会を拡大することができ

た。 

地域の企業見学，情報収集によって地

域を知り，関係市民との交流の機会を

拡大し，目標(9)に貢献している。 

②「留学生支援ネットワ

－ク・ピ－チ」との連携

支援 

生活用品の提供，ホ－ムステイ，ホ－ム

ビジットなどの活動実績は，留学生活の

充実に欠かせない支援活動となってお

り，留学生活の満足度調査にも表れてい

る。 

留学生活の充実と市民との草の根レ

ベルの交流の促進に有効であり，目標

(7)，(9)の達成に寄与している。 

③留学生による市民，学

校等への支援活動 

留学生が地域の学校等で子どもたちに

母国の文化を紹介したり，市民との祭

り，イベント等において相互文化交流を

行うなど留学生が主体的に関わった交

流活動の実績は，高く評価できる。 

地域社会へ留学生自らが積極的に働

きかけ草の根レベルの交流が促進さ

れ目標(9)，(10)の達成に貢献した。

（出典：第７常置（評価）委員会資料） 
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５．学生の海外留学 

 大学間・学部間交流協定及び EPOK による学生の海外留学は，資料 2-3-37，資料 2-3-38

に示すとおりの成果が挙がっている。 

 

【資料 2-3-37】 学生を海外に派遣したことの効果 

（出典・第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 

 

【資料 2-3-38】 EPOK による派遣学生の単位取得及び成果状況 

派遣年度（期間） 取得単位数 感 想（成果） 

13 年度（6ヶ月） 24 視野が拡がった/多角的な思考ができるようになった。

13 年度（9ヶ月） 不明 卒論のテ－マの内容が深まった 

13 年度（7ヶ月） 24 専門の知識を深めることができた 

14 年度（9ヶ月） 19 効果的なスピーチの方法を身につけた。/語学力の向上

アメリカ文化の理解/コミュニケーション能力/黒人の

歴史，文化を学ぶ 

14 年度（11 ヶ月） 25 勉強に対する姿勢を見直した。/英語力以外に多様な能

力の必要性に気づく/視野が拡がった 

14 年度（12 ヶ月） 28 語学力の向上 

多角的な視野が拡がった/オ－プンマインドの育成/異

文化理解 

14 年度（11 ヶ月） 28 英語力の向上 

（出典：事務局資料） 

 

 以上，学生の海外留学に対する効果を資料 2-3-39 に示す。 

 

【資料 2-3-39】学生の海外留学の効果 

個別の実績 実績及び効果(根拠理由) 達成目標，達成の根拠理由 

①短期留学プログラムに

よる海外留学 

平成 12 年度から 39 名派遣し，単位取得

及び語学力の向上，異文化理解，視野の

拡大等の派遣効果が挙がった。 

②大学間・学部間交流協

定による海外派遣（部局

による実施） 

平成 10 年度より 25 名派遣し，継続的な

交流活動を実施している。視野の拡がり，

学習意欲の向上，語学力の向上等に効果

があった。 

EPOK 及び部局の主体的な交流活動の

実施によって，学生に海外留学の機会

を拡大し，学習面のみならず異文化理

解，相互国際理解の実質的効果をあげ

ており，目標(2)，(6)の達成に貢献し

た。 

（出典：第７常置（評価）委員会資料） 
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６．外国人留学生の交流ネットワークの構築 

 「岡山大学帰国外国人留学生名簿」（資料 2-2-16(53 頁)）は，継続的に作成され，帰

国留学生と教職員との交流のネットワークに貢献している。また，(財)日本国際教育協会

の帰国留学生との交流支援は，資料 2-3-22(64 頁)に示した成果を挙げている。 

 以上，留学生の交流ネットワーク構築の効果を資料 2-3-40 に示す。 

 

【資料 2-3-40】外国人留学生の交流ネットワークの構築の効果 

個別の実績 実績及び効果(根拠理由) 達成目標，達成の根拠理由 

①帰国外国人留学生名簿

の作成 

ネットワ－ク構築のための基礎デ－タとし

て，また相互の情報交換に資するために名

簿を作成した。 

②「短期研究制度・研究

指導事業」による交流 

帰国留学生のフォロ－アップのため教員を

派遣したり相互の学生交流を行っている。

留学生の帰国後も教員及び留学生同

士の交流を継続的に行う活動によっ

て，目標(6)，(8)に寄与している。

（出典：第７常置（評価）委員会資料） 

 

７．外国人児童生徒への教科学習支援 

 外国人児童生徒への教科学習支援学生ボランティアは，3年間，継続的に活動しており，

その成果を毎年報告書として公表している（資料 2-3-41）。本活動に対する効果を資料

2-3-42 に示す。 

 

【資料 2-3-41】 「日本語教育の必要な外国人児童生徒の教科学習支援学生ボランティア 

－大学・教育委員会・学校との連携－活動報告書」 

（出典：事務局資料） 
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【資料 2-3-42】外国人児童生徒への教科学習支援の効果 

個別の実績 実績及び効果(根拠理由) 達成目標，達成の根拠理由 

外国人児童生徒への学

習支援学生ボランティ

ア活動 

平成１２年度より地域5校に在籍する外

国人児童生徒 17 名（H１４年度）への支

援ボランティア活動を通して，異文化理

解，相互理解を促進し，多様性を理解で

きる資質・能力の向上に資する機会を与

えている。 

地域の外国人児童生徒への学生によ

る学習支援交流によって，相互理解が

深まり，教育現場での国際交流を理解

する機会が与えられ目標(4)が達成さ

れている。 

（出典：第７常置（評価）委員会資料） 

 

8．アンケート調査結果について 

 教員へのアンケート調査結果によると，留学生及び受入れ側の双方で高い満足度が得ら

れた。また，社会的ニーズへの対応度及び自己の設定目標への到達度も高い（資料2-3-43）。

帰国留学生へのアンケート調査結果では，岡山大学への総合的な印象は，全員が満足して

おり，ほぼ全員が再度の岡山大学訪問を希望している（資料 2-3-44）。 

 

【資料 2-3-43】 留学生を受入れた教員の評価 

 

（出典・第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 
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【資料 2-3-44】 岡山大学への留学に対する総合的印象 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典・第７常置(評価)委員会資料，帰国留学生へのアンケート） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．活動の成果と満足度 

 活動は十分に量的，質的な成果を挙げている。アンケート調査結果から関係者は，高い

満足度を示している。 

２．社会的ニーズへの対応 

 アンケート調査結果から，関係者の社会的ニーズへの対応は，適切であることがわかる。

３．目的の達成への貢献度 

 アンケート調査結果から自己の設定目標に向けての到達度は，高いことが明らかになっ

た。 

 

(c) 判断結果 

 教育・学生交流に関する活動の効果という観点からは，目的及び目標(2)，(4)，(6)～

(10)に則して優れている。 

補足説明事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. 岡山大学を訪れて得られた総合的な印象は

58%

42%

0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

 
12. 機会があれば、もう一度岡山大学を訪れ

たいですか？

96%

2%

2%

はい

いいえ

どちらでも良い

(a)岡山大学を訪れて得られた総合的な
  印象は 

(b)機会があれば，もう一度岡山大学を 
  訪れたいですか？ 



機関名   岡山大学 

- 77 -

§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類      ：国際会議等の開催・参加 

評 価 項 目      ：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 国際会議の開催・参加等の国際連携活動は，研究者個人の努力に依存する部分が多い。

そこで，本活動の分類に対する本学の実施体制としては，活動を支持する競争的資金を獲

得するために，補助金制度の情報及び活動状況を把握・整理や，本学を中心とした国際会

議の開催支援がある。 

１．取組体制の担当部署の状況 

 本学の国際会議等の開催・参加に関わる業務は，第５常置（交流）委員会の下で国際交

流課が各部局と連携して行っている（資料 1-1-1（５頁））。事務組織の構成は課長他の

６名（国際交流アソシエイト１名を含む）からなり，国際交流事務の専門化を図るべく事

務系職員を長期間にわたり海外に派遣して研修させている（資料 3-1-1）。 

 

【資料 3-1-1】国際交流専門職員養成のための事務官の長期海外研修参加 

年度 期間 役職 国名 用務先 経費 

11 年度 360 日 国際学術係員 米国 イリノイ州立大学等 日米教育委員会 

358 日   〃 米国 モンタナ州立大学等 文科省・LEAP 13 年度 

331 日   〃 中国 北京大学 中国政府奨学金 

14 年度 365 日 工学部庶務係員 米国 JSPS海外研究連絡センター 日本学術振興会 

（出典：事務局資料） 

 

２．担当部署の人材育成 

 国際連携・交流活動を促進するために，「岡

山大学国際交流基金」や「ジェイフォン事務系

職員海外派遣基金」等の外部資金などを利用し

て事務系職員が海外に派遣されている。事務系

職員の研修を含み，その数は年々増加している

（資料 3-1-2）。この５年間の総数は 71 件に上

る。 

 

３．情報の提供 

 本学の HP には学内の教職員を対象としたサイトを開設している（資料 1-1-17(13 頁)）。

これは，国際会議等の開催・参加に関する各種情報を掲載しており，国際会議等に関する

ポータル・サイトとして機能させるため，常に最新の情報に更新されている。また，各部

【資料 3-1-2】事務系職員の海外研修状況 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

(件)
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局での取組方も多彩である（資料 3-1-3）。 

４．活動状況の資料収集 

 平成 14 年度から本学独自の国際交流情報シス

テムが稼働し（資料 1-1-22（19 頁）），一度の入

力で一連の操作が終了する仕組みとした。これに

加え，WEB 入力による教員の個人評価システム（資

料 3-1-4）も平成 14 年度から導入した。これらに

より，情報の収集が一元化され作業効率が向上し

た。 

  

(b) 判断結果の根拠・理由 

 活動を実施するために必要な組織が整備され，

組織立てた取組を展開しているので，学内各組織

間の連携がよい。実施の目標を設定する組織及び

実施を支援する組織は人的規模，バランスに配慮

されている。実施の目標を設定する組織及び実施

を支援する組織間での役割，意思決定プロセス，

責任は明確にされており，運営は円滑に行われて

いる。 

 活動を支持する外部からの競争的資金を獲得

するための情報が整理して提供されている。さら

に，活動状況を把握・整理し，次の資金を得るた

めの資料が作成されている。複数の組織からの情

報を一覧できる IT 化が進行中である。以上のよ

うに常に改善を行う体制の維持は本学の活動的

な特徴である。 

 

(c) 判断結果 

 国際会議の開催・参加に関する実施体制の整備・機能という観点からは，目的及び目標

を達成する上で優れている。 

【資料 3-1-3】歯学部での情報提供例 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：歯学部広報サーバー） 

 観 点 活動目標の周知・公表 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 本学における国際会議等の開催・参加にかか

わる活動目標は，「21 世紀の岡山大学構想」に

定められている（資料 3-1-5）。これを根拠と

して種々の部門での行動方針が立てられ，組織

としての対応を行っている。 

 

１．広報誌の充実 

 種々の広報誌が作成されている。その中でも，

「いちょう並木」（資料 3-1-6）は実績に関す

る情報を学内外に発信し，印刷物による情報提供だけではなく，本学公式 HP に掲載され

ている（資料 1-1-15（12 頁））。 

 

【資料 3-1-4】「教員の個人評価システム」

 

(出典：岡山大学公式 HP(学内限定)) 

【資料 3-1-5】大学の目標 

「大学院研究科の教員は，国際研究集会の主

催，主催組織への参加等を積極的に推進する。

また，大学院の教員及び学生は国際研究集会へ

参加し，研究成果を発表することによって研究

交流に貢献するよう努力する」 

（出典：21 世紀の岡山大学構想(抜粋)） 
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２．IT の利用（学外向け） 

 本学 HP 上での教員に関する情報提供（資料

3-1-7）が充実している。 

 

３．IT の利用（学内向け） 

 各部局での特徴的な取組としては，情報提

供の手段として IT を積極的に応用しており，

情報のネットワーク的な公表・活用がなされ

ている（資料 3-1-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 3-1-7】教育・研究者総覧（学外利用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：岡山大学公式 HP） 

     （邦文・英文） 

 

【資料 3-1-6】岡山大学広報（学内広報誌）

（出典：岡山大学公式 HP） 
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(b) 判断結果の根拠・理由 

 社会に対する大学の担う役割に関する教職員の意識が変化したため，平成 12 年度に全

学をまとめる目標として「21 世紀の岡山大学構想」が作成された。それに基づき，活動

の支援組織に所属する教職員や，活動を実施する研究者個人のみならず，活動の受け手・

学外の活動の関係者等も対象として，「活動の目標や趣旨」が効率的に周知されるように

なった。さらに利用者の意見をシステムへフィードバックする体制の整備が進みつつあ

る。 

 

(c) 判断結果 

 国際会議の開催・参加に関する活動目標の周知・公表という観点からは，目的及び目標

を達成するうえで優れている。 

 観 点 改善システムの整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 国際会議等の開催・参加は組織的な活動よりも教員個人の力量に頼る側面が強いので，

全学的な共有施設や組織の改善に加えて，全学的な活動実績を分析・公表することによっ

て収集した情報を改善に結びつけるシステム作りを進めている。 

 種々の観点を以下に整理した。 

１．国際交流制度の再構成 

 国際交流制度を本学内で一元的に再構成している（資料 1-1-1（５頁））。これは，主

に国際会議等の開催を支援することになる。 

２．IT 化の取組 

 事務組織での国際交流情報システム（資料 1-1-22（19 頁））が稼働を始めた。さらに，

教員の個人評価システム（資料 3-1-4（78 頁））も稼働している。本学 HP 上での，国際

会議等の開催・参加に関わる経費や補助金の申請の情報が迅速に配信されるようになって

いる。 

３．教員の個人評価システムとの連携 

 国際会議等の開催・参加による成果を教育・研究へフィードバックすることが，社会に

おける本学の役割である。そのために，前述の「教員の個人評価システム」（資料 3-1-4

（78 頁））が，その一環として構築された。 

４．学内組織レベルでの対応 

 第５常置(交流)委員会や運営諮問会議では，常に改善に関する問題提起や解決案の検討

が行われている。 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 活動状況や問題点を把握するために，調査，ヒアリングなどの改善のための情報収集が

行われている。特に，IT を取り入れて情報を持続的に収集する努力が図られている。収

集した情報を改善に結びつけるために，各常置委員会が対応している。また，IT を取り

入れた情報の利用は常に改善を続けており，岡山県の IT 特区構想と相まって大いに発展

する可能性がある。さらに有効に実行するためには，持続的な経費が必要である。 

 

(c) 判断結果 

 国際会議の開催・参加に関する改善システムの整備・機能という観点からは，目的及び

目標を達成するうえで優れている。 
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補足説明事項 

 国際会議への参加は時間的・経費的にも負担が比較的少ないが，開催はこれらの負担が

大きいので，組織的な対策が不可欠である。また，特に時間の負担を考えて，教職員の分

業・専業化と各種の日常業務の省力化を考える必要がある。この観点は，法人化に際して，

特に重要性が高いという認識で，対策を考案中である。 

 

評 価 項 目      ：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 国際交流活動への協力の一環として，事務的に整理された研究助成金の一覧が HP と配

布書類として学内で公開されている（資料 3-2-1）。さらには，研究協力課からの外部資

金等に関する情報も有用である（資料 3-2-2）。これらの情報等を基に，各研究者が国際

会議等の開催や参加に必要な資金を得るため，各種の申請を行っている。 

 

【資料 3-2-1】国際交流課からの情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：岡山大学公式 HP） 

【資料 3-2-2】研究協力課からの情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：岡山大学公式 HP） 

 

１．国際研究集会派遣研究員制度の利用 

 過去 5年間の実績では，採択率は漸増している（資料 3-2-3）。 

 

【資料 3-2-3】文科省国際研究集会派遣研究員制度への申請件数及び採択数 

 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 平均 

申請件数 25 13 21 16 19 18.9 

採択件数 11 9 17 13 15 13 

採択率 (%) 44 69 81 81 79 70 

    （出典：事務局資料） 

 

２．国際研究集会参加・実施の経費 

 教員へのアンケート調査結果で，過去５年間に国際研究集会参加・実施の件数は約4,500

件あり，それらの経費の出所は重複も含めて約 4,800 件あった。大部分が競争的に獲得さ

れた資金である（資料 3-2-4）。 
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【資料 3-2-4】５年間の国際会議関連の経費内訳(％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典：第７常置(評価)委員会資料，教員への 
  アンケート） 

【資料 3-2-5】経費出所の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員への
 アンケート） 

 

３．経費の経年変化 

 これらの経費の経年変化を資料 3-2-5 に示す。科研費を主体とする文科省の経費の申請

を全学挙げて行っている効果が現れている。 

 

４．国際研究集会参加・実施の分野別活動度 

 一方で，部局間での取組状況の違いが顕著であり，参加件数に偏りがある。部局ごとの

参加数は資料 3-2-6 に示すように，約 4,500 件のうち理系学部で約 90％を占めている。

これらの活動を支える費用の出所は，各部局によって大きく異なる（資料 3-2-7）。 

 

【資料 3-2-6】部局毎の国際会議等の開催・参加件数 

（単位：件）

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員への 
  アンケート） 

【資料 3-2-7】部局毎の経費出所の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員への 
  アンケート） 

 

５．国際研究集会の開催状況 

 大部分の研究集会の開催経費は，各々の研究者によって申請される。文科省や日本学術

振興会への申請は，応募・採択件数とも多くはない（資料 3-2-8）。その中にあって，部

局を中心とした国際会議の開催を計画・実施している実績がある（資料 3-2-9）。これら

では，中心的な研究者が申請し，部局はもちろん，時には部局を越えた開催協力体制を採

っている。 

 

 

 

 

3-2-4：5年間の国際会議関連の経費内訳（%）

25%

1%

38%

9%

26%

1%

文部科学省
他省庁
岡山大学
その他の資金
自己負担
不明分

出典：H15年2-3月期教官ア
ンケート調査
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【資料 3-2-8】国際研究集会開催のための申請項目と申請・採択状況 

平成年度（採択数／申請数） 
区分 事業等 

10 11 12 13 14 

一般分 0/0 0/2 2/3 0/2 2/2 

文部科学省 COE 中核的研究機関

支援分 
0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 

日本学術振興会 国際研究集会 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 

  （出典：事務局資料） 

 

【資料 3-2-9】アジア学術セミナー 

（出典：事務局資料） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 活動の目標を達成するための活動計画が立てられ，経費申請の情報提供と活動実態の記

録という面で組織的に対応している。具体的な部分に踏み込んだ計画の策定は，研究者個

人に大きく依存している。活動の内容は，目標に沿ったものであり，個人レベルの研究活

動の活性化には成果が現れている。今後は部局を越えた研究者間の組織的連携を促進し

て，活動内容を一層充実する必要がある。 

 

(c) 判断結果 

 国際会議の開催・参加に関する活動計画・内容という観点からは，目的及び目標を達成

するうえで相応である。 

 観 点 活動の方法 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

１．国際会議等の参加と研究・教育 

 種々の研究補助金の申請は研究者個人の着想に端を発するため，特に研究活動の方法は

研究者個人によって異なっている。国際会議等の開催・参加活動は，研究成果のまとめや，

研究成果を基盤とした教育活動の場合，部局あるいは学会等の組織的協力を得ることが可

能である。特に研究成果公表のための国際会議参加には文科省の科研費の割合が年々増加

している（資料 3-2-5）。 

 

 



機関名   岡山大学 

- 84 -

２．国際会議等の開催 

 国際会議等の開催にはまとまった資金が必要な場合が多く，組織的な活動方法をとるこ

とにより改善できる余地が多い。個人レベルで開催した事例（資料 3-2-10）もある。さ

らに，研究補助金の獲得や学会等との連携も，国際会議等の開催活動の手助けとなり，こ

の意味で組織的対応が必要となる。そのような事例（資料 3-2-9, 3-2-10）が数例ある。

 

【資料 3-2-10】個人・グループレベルでの国際研究集

       会開催例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：個人研究者資料） 

【資料 3-2-11】 岡山大学創立 50 周年記念館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

３．国際会議開催のためのインフラ整備 

 活動の目標を達成するために有効な活動方法は，国際会議等の開催に関して採用されて

いる。資金・環境的資源の獲得のために，種々の努力が全学的にも部局的にもなされてお

り，工夫が見られる。このような活動を効率化するために積極的に IT を取り入れてきた

が，活動内容の評価と事例の紹介は，次の開催活動の指標となるので，さらなる IT 利用

の進展が必要である。施設面では会場に利用できる岡山大学創立 50 周年記念館が完成し，

条件が整っている（資料 3-2-11）。 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．参加活動 

 国際会議への参加数は増加傾向にあり，その多くは獲得した外部資金に基づく活動であ

った。これらは，IT 化された情報提供と度重なる事務的連絡によるモチベーションの効

果による。以上のことから，国際会議への参加の状況はほぼ満足できるものと判断する。

２．開催活動 

 国際会議の開催に関しては，組織立てた開催が数例あるが，本学の活性度を顕示するほ

どの件数・規模ではない。さらなる努力，改善が望まれる。 

 

(c) 判断結果 

 国際会議等の開催・参加に関する活動の方法という観点からは，目的及び目標を達成す

るうえで相応である。 
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補足説明事項 

 資金をはじめとした国際会議等の開催に対する全学的な支援を行うため，比較的小規模

な国際会議が開催されても記録に残す必要がある。国際会議等の開催のための施設（岡山

大学創立 50 周年記念館など）の整備により国際会議開催の機会が増大すると期待されて

いる。 

 

評 価 項 目      ：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 実績の状況 

 国際会議等の開催・参加に関する実績評価は，開催か参加かによってその後の教育研究

に及ぼす効果が大きく異なるため，別々に分析する必要がある。また，国際会議等の開催

・参加の様相は研究分野によっても大いに異なる。したがって，ここでは文科省の国際研

究集会派遣研究員制度による 5分類（人文・社会学，物理学，化学，工学，生物学）を採

用して分析を行った。 

 

１．国際会議等の開催 

 本学で開催された国際会議の年度別開催状況（資料 3-3-1）によると，この５年間では

毎年度，国際会議が開催されている。 

 

【資料 3-3-1】年度別国際会議の開催状況 

10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 

1 1 4 1 2 

      （出典：事務局資料） 

 

 これら国際会議の開催を契機として，本学が主宰する国際セミナー（資料 3-2-9(83 頁)）

が開かれ，国際共同研究件数も年を追って増加している（資料 4-2-3(97 頁)）。 

 

２．国際会議等の参加 

１）国際会議等への参加状況の年度別推移 

 教員へのアンケート結果から，本学に

おける国際会議等への参加件数は，平成

12 年度以降に大幅に上昇した（資料

3-3-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 3-3-2】参加件数の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート）
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なお，参加の形式は，出張と研修

によるものが 95％を占め，大学が

支援していることがわかる（資料

3-3-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①教員の職種別参加状況 

 国際会議等への教員の職種別参加状況を資料 3-3-4 に示す。参加数は，過去５年間で教

員１人当たり約 3.3 回に上り，平均すれば，教員 1人 1年当たり 0.7 回に相当する。この

比率は，各年度とも類似している。 

 

【資料 3-3-4】教員職種別の国際会議参加状況（５年間） 

 教授 助教授 講師 助手 全体 

国際会議参加数 1,894 970 487 1,124 4,475

参加会議数／人 4.24 2.65 4.31 2.71 3.34

   （出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 

 

②国際会議での渡航先 

 国際会議の参加のために渡航した国

は，欧米諸国が 50％を超えており，ア

ジアが 20％台である（資料 3-3-5）。 

 

③参加のための渡航期間 

 国際会議への参加期間は，７日未満と

１～２週間が各 40％以上あり，これら

で約 90％を占める（資料 3-3-6）。１ヵ

月を越える海外への渡航は，国際会議へ

の参加のみではなく，国際共同研究とし

ての意味合いを持っている。 

 

２）研究分野別参加状況の推移 

 国際会議等への参加状況を研究分野

別にみると（資料 3-3-7），生物学分野

が約 50％を占めており，工学，人文・

社会学分野，物理学分野，化学分野がこ

れに続く。 

 

【資料 3-3-3】参加の形式

2225

128 41 8

912

0

1000

2000

3000

出張 研修 私事 休職 その他

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート）

開催地別にみた国際会議等への参加

0%
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10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
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中南米

北米

ヨーロッパ

アジア

【資料 3-3-5】国際会議等での渡航先 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 

1 -2 週間
46.4%

6 月 - 1 年
1.4%

他
5.6%

2週間 - 1月
6.5%

1 -3 月
2.0%

＞2年
0.3%

1 -2 年
0.8%

3 - 6 月
1.1%

< 7 日
41.4%

【資料3-3-6】参加のための渡航期間

(件) 
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３）参加費用の出所件数の推移 

 経費出所の経年的変化（資料 3-2-5

（82 頁））のうち科研費は文科省経費

の 70～80％程度であり，委任経理金は

岡山大学からの資金の 90％程度であ

る。外部獲得資金としての両者の位置づ

けは大きい。 

 

 

 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 国際会議等の参加は非常に活発である。国際会議等の開催を契機として本学が主体とす

るネットワーク構築等が部分的に見られ，目標の一部は達成されつつある。こうした，実

績の効果は，教職員の受入れ・派遣，学生の国際交流，国際共同研究，発展途上国等への

国際協力といった他の活動での実績に発展している。活動実績の年次変化は，「21世紀の

岡山大学構想」が策定された平成12年度から急激に上昇している。その一方で，種々の投

入資源に対しての活動の効率性を判断できる適切な評価システムが本学にはなく，今後に

改善すべき課題である。 

 

(c) 判断結果 

 国際会議等の開催・参加に関する活動の実績という観点からは，目的及び目標(3)，(6)，

(15)，(16)に則して相応である。 

 

 観 点 活動の効果 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 効果の状況 

 本学の全教員を対象としたアンケート調査に基づき判明した国際会議等への参加によ

る効果を以下に示す。有効回答率は，国際会議等の開催・参加の活動総数の 10％程度で

あったが，このような国際連携活動に積極的な教員からの回答を得たものと考えられる。

１．参加教員の満足度と相手側の満足度 

 満足度が高いものが 50％を超え，「中～高」以上のものが 90％を超えている（資料

3-3-8, 3-3-9）。 

 

２．社会的ニーズへの対応度と自己設定目標への到達度 

 いずれの手法においても 40％を超え，「中～高」以上のものが 75％を超えている（資

料 3-3-10,3-3-11）。 

 このように，本学の教員が参加した国際会議等の効果は，満足度調査結果からみて，大

変高いものと判断される。すなわち，各項目とも約 90％の参加者が満足しており，その

うち約 50％は非常に満足している。なお，社会的ニーズへの対応策及び相手の満足度に

関しては，「中」の評価が 23％となり，相対的に高い数字を示していることには注意す

る必要がある。 

 

 

 

 

研究分野別にみた国際会議等への参加
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【資料 3-3-7】研究分野別参加状況の推移 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 
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(b) 判断結果の根拠・理由 

 アンケート調査で，活動の関係者の得た成果にはおおむね満足というものが多かった。

社会的ニーズにはおおむね対応していることが示された。国際会議等の開催・参加は基本

的には教員個人の活動行動と認識されており，これらの活動成果は，教員個人間や部局間

での程度の違いはあるが，大学全体としては活発である。 

 

(c) 判断結果 

 国際会議の開催・参加に関する活動の効果という観点からは，目的及び目標(3)，(6)，

(15)，(16)に則して優れている。 

補足説明事項 

 積極的に活動している教員には満足感が強く，この点は評価できる。活動が研究者個人

の範囲に留まっているものが多く，事務的な集計や教員へのアンケート調査では把握しき

れないことが示唆された。 

 

 

 

4（中 -
高）
37.70%

3（中）
9.20%

1（低）
0.46%

その他
0.23%

5（高）
52.41%

5（高）
47.55%

その他
0.54%

3（中）
8.97%

4（中 -
高）
42.93%

【資料 3-3-8】 参加教員の満足度

（出典：第７常置(評価)委員会資料，
    教員へのアンケート） 

（出典：第７常置(評価)委員会資料， 
    教員へのアンケート） 

【資料 3-3-9】 相手側の満足度 

5（高）
47.55%

その他
0.54%

3（中）
8.97%

4（中 -
高）
42.93%

5（高）
48.63%

4（中 -
高）
42.24%

3（中）
8.68%

その他
0.23%

2（低 -
中）
0.23%

【資料 3-3-10】 社会的ニーズへの対応度 【資料 3-3-11】 自己設定した目標への到達度

（出典：第７常置(評価)委員会資料，
    教員へのアンケート）

（出典：第７常置(評価)委員会資料，
        教員へのアンケート） 
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類      ：国際共同研究の実施・参画 

評 価 項 目      ：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 国際共同研究の活動には発案企画，実施参画，公表があり，評価機構及び支援組織とし

ての事務組織が必要である。本学の組織運営体制（資料1-1-1(５頁)，4-1-1，4-1-2）全

体の中で，発案企画については研究に直接参画する研究者が，自らの研究を基盤に外国の

研究者と共同で研究を計画するが，平成15年度発足の国際交流推進機構（資料1-2-1(21

頁)）が全学的視野から統括，推進する。実施・参画は第４常置（研究）委員会（資料1-

1-1(５頁)）のもと各部局の教員が中心となり，ポスドク，大学院生とともに各部局内で

行われる。共通の問題点を解決するために，教員の外国の研究室への出張，もしくは学内

の研究室への外国研究者の招へいも行われる（第５常置(交流)委員会関連(資料1-1-1(５

頁))）。公表と評価は，研究者自身が研究成果を社会に発表し，その評価を各研究者，各

研究グループ，各部局自己評価委員・外部評価委員，第７常置（評価）委員会及び運営諮

問会議（資料1-1-1(５頁)）が行っている。全体活動の把握と支援組織としての事務組織

は国際交流課（資料1-1-1(５頁)，4-1-2）を中心に各部局等が担当している。 

 

【資料4-1-1】 岡山大学と内外国際交流関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 
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【資料4-1-2】:岡山大学の国際的な連携及び交流活動支援事務組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

１．国際共同研究事業 

 事務組織は，国際交流課が中心に担当し，岡山大学国際交流基金，日本学術振興会，民

間団体等への国際共同研究の実施・参画に係る研究費申請，実施・参画，報告業務を各部

局との連携のもとに行っている（資料 1-1-1(５頁), 4-1-1, 4-1-2）。事務組織の構成は

国際交流課では６名（国際交流アソシエイト１名を含む）が配置されて専門化が図られ，

学内における手続きの流れが確立されている。本学は独自に岡山大学国際交流基金の中に

国際共同研究の項目（資料 1-1-9(８頁)）を設けており，資金提供をしている（資料

1-1-10(９頁)）。 

２．政府間協定に基づく国際共同研究 

 制度としては日本学術振興会による二国間科学協力事業・共同研究及びその他の外国政

府が支援する国際共同研究がある。実施・参画に係る研究費申請，実施・参画，報告業務

の担当は，国際交流課が各部局との連携のもとに行っている。 

３．科研費による国際共同研究 

 担当事務組織は研究協力課（資料 1-1-1(５頁)）である。人員は 10 名配置されており，

責任が明確で，各部局の担当部署との連携を通じて組織間の役割と意志決定は迅速かつ円

滑に行われている（資料 4-1-2）。 

４．国際交流協定校との国際共同研究 

 本学では国際共同研究を実施するために資料4-1-3の手続きに従って109の大学間ある

いは部局間協定を締結している（資料 1-1-5(６頁)）。実施・参画の業務は国際交流課が

担当し，各部局との連携のもとに行っている（資料 1-1-1(５頁)，4-1-1，4-1-2）。 
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【資料 4-1-3】 岡山大学における国際交流協定締結の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 国際共同研究を実施するための教員，大学院生等は充実し，相手国研究者等との情報交

換はスムーズに行われている。合わせて 109 に達する大学間あるいは部局間協定による国

際共同研究が本学にとって大きな財産となっている。学内他組織間との連携が充分に図ら

れている。実施組織は，人的規模バランスに配慮されている。実施組織間の役割，意思決

定のプロセスと責任は明確にされ，運営は円滑に進められている。 

 

(c) 判断結果 

 国際共同研究の実施・参画に関する実施体制の整備・機能という観点からは，目的及び

目標を実現する上で優れている。 

 観 点 活動目標の周知・公表 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 本学における国際共同研究推進の動機と意義は，「21世紀の岡山大学構想」における国

際交流推進の項目に明記され公表されている（資料4-1-4）。各種国際共同研究事業等の

目的と一致する場合には，研究者が個々の研究プロジェクトの助成金を申請し，国際共同

研究が実施可能となる。「21世紀の岡山大学構想」実現の一貫として，「医歯工学連携ネ

ットワーク」が構築され，国際共同研究を基盤にしたトランスレーショナルリサーチの推

進，医・歯・工学間の基盤研究の連携・融合，産学官連携・地域連携の推進に寄与しつつ

ある（資料4-1-5）。 

 

 

 

 

⑧審議の付託 ⑥同　意
第５常置（交流） ←------------- 学　　長 ←------------------- 相手大学等
委員会 の長

⑨審議結果の報告 ③ ｜ ↑ ④ 　
-------------→ 原 ｜ ｜ 承 　

案 ｜ ｜
①原案事前相談 提 ｜ ｜ ⑤原案送付

事 務 局 ←------------- 案 ↓ ｜ 認 -------------------→

（国際交流課） ②了　承
（留学生課） -------------→

⑬協定締結の報告
←-------------

⑧審議の付託 ⑥同　意
第５常置（交流） ←------------- 学　　長 ←------------------- 相手大学等
委員会

⑨審議結果の報告 ③ ｜ ↑ ④
-------------→ 原 ｜ ｜ 承 の部局長

案 ｜ ｜
⑬協定締結の報告 提 ｜ ｜ ⑪双方が署名し協定締結
←------------- 案 ↓ ｜ 認 ←-----------------→

①原案事前相談 ⑤原案送付

事 務 局 ←------------- -------------------→

（国際交流課） ②了 承
（留学生課） -------------→

部　局　長

⑩承　認
------------------------------------------→

[教　授　会]

（複　数）

○部局間交流協定の締結

○大学間交流協定の締結

⑦協　議
←-------------------------------------------

⑪双方が署名し協定締結
←----------------------------------------------------------------------------→

[教　授　会]

⑫協定締結の報告
←-------------------------------------------

←-------------------------------------------
⑦協　議

------------------------------------------→
⑩承　認

部　局　長

⑫  
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【資料4-1-4】 21世紀の岡山大学構想（抜粋） 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 4-1-5】 医歯工連携ホームページ 

 

（出典：事務局資料） 

 

 国際共同研究の実施は，個々の研究分野や研究内容によって方法，期間，規模，様式が

異なり，それぞれ独自の目標を設定している。多くは研究者自身の企画・活動によるもの

であり，活動の目標や趣旨は，当該教員を通じて活動の受け手である外国の研究者に周知

されている。研究室毎の国際共同研究は本学HPに，目的，方向性，経過，意義が掲載・公

表されている（資料4-1-6）。個々の教員の国際共同研究は，教員個人評価システムのな

かで公表されている（資料3-1-4(78頁)）。「研究と教育 岡山大学」では，教員個人の

研究と教育に関する状況・内容や成果を学内外に公表し，知的情報発信している（資料4

-1-7）。 
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【資料 4-1-6】研究室のホームページの例 

 

（出典：岡山大学公式ＨＰ） 

 

【資料4-1-7】 研究と教育の表紙 

 

（出典：事務局資料） 

 

 本学 HP には，各種団体等の国際共同研究事業，学術交流協定締結校一覧，協定締結相

手国一覧，研究員受入れ・派遣状況一覧，各種海外派遣・受入れ制度紹介を公表し，活用

可能な状況に設定して，学内・学外に広く周知・公表している（資料 1-1-17(13 頁)，

3-2-1(81 頁)，3-2-2(81 頁)）。 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 岡山大学構想検討会による「21世紀の岡山大学構想」が作成されるに至り，活動の目標

と趣旨が周知・公表されている。各種国際共同研究事業等の助成金応募に関する情報の周

知・公表は，IT媒体や印刷物など複数の方法で，組織的かつ，適切に実施されている。 

 

(c) 判断結果 

 国際共同研究の実施・参画に関する活動目標の周知・公表という観点からは，目的及び

目標を達成する上で優れている。 
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 観 点 改善システムの整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 国際共同研究の実施状況や問題点の把握のための調査は，全学及び各部局単位で研究活

動実績調査として行い，報告書が作成されている（資料 4-1-8）。また，学部単位で，外

部評価もしくは国際外部評価を行っており，ヒアリングと質疑応答の結果を含めて，報告

書に整理報告している（資料 4-1-9，4-1-10）。平成 13 年度に，個人レベルで国際共同

研究に関する活動状況を含む評価が行われ，その一部が本学 HP に公表されている（資料

3-1-4(78 頁)，3-1-7(79 頁)）。 

 

【資料 4-1-8】大学院医歯学総合研究科研究業績目録 

 

 

（出典：事務局資料） 

【4-1-9】大学院医歯学総合研究科外部評価報告書表紙 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 4-1-10】大学院医歯学総合研究科国際外部評価表紙 

 

（出典：事務局資料） 

 

 国際共同研究は，異種の研究の集合体であったり，特殊な条件や人員がかかわり合って

くるので，独自の改善システムを構築すべきである。第７常置(評価)委員会が本学全体の

活動の評価を行うシステムになっており，さらに国際交流課が中心となって，国際共同研

究施行に関する改善のための情報収集を行い，第５常置（交流）委員会が，改善事項の検
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討を行っている（資料 1-1-1(５頁)）。改善事項の実施については，国際交流課，留学生

課，広報委員会のもとで，研究実績の公表，研究交流への貢献，各部局内研究教育へのフ

ィードバックと改善システムの確立（資料 1-1-20(16 頁)），国際共同研究に関する研究

費の情報配付と申請の簡素化，本学 HP の充実が行われている。 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 活動状況や問題点を把握するための自己評価，外部評価を行っており，国際共同研究の

改善システムの整備と内容の充実とレベルアップを進めている。活動状況や問題点に関す

る情報を第７常置(評価)委員会が評価し，それを基に運営諮問会議が改善意見を述べる。

実施体制に関するさらなる改善のため国際交流推進機構の設置を決定している。 

 

(c) 判断結果 

 国際共同研究の実施・参画に関する改善システムの整備・機能という観点からは，目的

及び目標を達成する上で優れている。 

補足説明事項 

 国際共同研究は，外国の研究者と本学の研究者が共同で研究を行うものであり，それの

実施体制としては，1) 研究場所の確保，2) 研究対象の確保，3) 研究費の確保，4) 研究

支援組織の充実が挙げられる。前三者については各種研究費に申請可能であるが，本学に

おいては学外の研究者を受け入れる研究者支援体制の整備をこれから進めようとしている。 

 

評 価 項 目      ：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 国際共同研究の場合，外国の研究者との共同作業であるため，企画段階における研究の

整合性，適切性，迅速性などには困難や不便を感じがちであるが，一旦軌道に乗れば大き

な発展性と可能性を有する。国際共同研究は，それぞれ規模と活動の計画・内容が異なる。

１．部局を越えた大型の国際共同研究 

 日本学術振興会二国間協力事業共同研究等の部局を越えたスケールの国際研究プロジ

ェクト(資料 4-2-1)については，活動目標を達成するために必要な活動計画が公表され，

全学的な支援体制が敷かれている。 

２．大学間及び部局間協定による国際共同研究 

 このタイプの国際共同研究（資料 4-2-2）の場合は，継続的に進めている共同研究に対

して，研究費を申請し，相手機関との情報交換にとどまらず，人的交流を含めた学術交流

を基盤にした，実質的で効率的な国際共同研究の実施を計画している。 

３．科研費等による国際共同研究 

 主に個人研究のレベルで，新規の考え方や技術を有する外国の研究と，新たな国際共同

研究を企画・立案する。内容の整合性，範囲の適切性，発展性については各部局内で審査

・調整し，研究計画を策定している。 

４．国際研究集会開催や国際会議への派遣 

 国際会議の開催や会議への派遣により，外国の研究者と交流を深める際に設定される国

際共同研究がある（資料 3-3-1(85 頁)，3-3-4(86 頁)）。相手の研究内容を熟知している

ことから，共同研究の目的が明確であり，発展性が期待される場合が多い。 
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【資料4-2-1】日本学術振興会二国間協力事業共同研究実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各科学協力事業の概要 

1.日韓科学協力事業 

 日本学術振興会と韓国科学財団との間で研究者交流に係る覚書きを結び，昭和54年から研究者交流事業を

行ってきたが，平成２年同財団と新たな科学協力に関する覚書を取り交わした。これに基づき，平成３年度

から研究者交流事業に加え，共同研究，セミナー等の事業を実施している。共同研究及びセミナーの対象分

野，①数学・物理学，②化学・材料科学，③生物学，④情報科学・情報工学，⑤地球科学・宇宙科学，⑥医

学，⑦人文・社会科学の７分野である。 

2.日米科学協力事業 

 昭和３６年の池田首相・ケネディ大統領会談の結果，日米の研究者間の学術に関する協力を一層推進する

ために，両国政府間に「科学協力に関する日米委員会」が設置され，同委員会の勧告に基づいて日米科学協

力事業が発足した。日本学術振興会は，日本側実施機関として，米国側実施機関である米国科学財団（NSF)

と連携してこの事業の実施にあたっている。協力の態様は，共同研究の実施及びセミナーの開催の２種類あ

り，それぞれの対象分野は，①地球科学，宇宙科学及び天文学，②生物科学及び農学，③数学，物理学及び

化学，④工学，⑤社会・経済科学の５分野である。  

3.日米がん研究協力事業 

 日本学術振興会と米国の国立がん研究所（NCI)との協定に基づいて，日米がん研究協力事業を昭和49年度

から実施している。昭和53年度までの５か年間は，がん研究の領域を化学発がん，がんウィルス，がん免疫，

がん化学療法，分析疫学，乳がん，肺がん，膀胱がん，高LET放射線療法，細胞診及び転移２の１１部門に

区分，昭和54年度からは４領域に区分して実施し，平成11年度からは，基礎科学，臨床科学及び疫学（行動

科学を含む。）の領域で重点的な研究を実施している。 

4.欧州科学協力事業 

 日本学術振興会は，平成9年度からフランス，ドイツ，英国以外にも欧州諸国の学術振興機関との間で，

覚書等に基づき共同研究とセミナーを内容とする科学協力事業を実施している。 

(出典：事務局資料） 

 

【資料4-2-2】大学間協定もしくは学部間協定校との国際共同研究の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．各種団体の事業例：日本学術振興会，国際協力事業団等の諸事業 

２．日本国政府及び外国政府の事業例：文部科学省経費によるニュートリノ振動実験，米国政府の経費による

  強磁場磁気抵抗効果実験等       

（出典：事務局資料） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 大型の国際共同研究プロジェクトについては，本学の教育と研究を国際水準化する目標

を達成するために有効な活動計画が組まれているかどうかを，全学体制の査定・審査を実

施したのちに研究費申請を行っている。その他の国際共同研究については，部局内におけ

る審査を通して研究費の申請に至っている。相手国研究者の同意と綿密な研究内容に関す

る打ち合わせがあって初めて成立するので，活動計画の実行可能性を含めて，研究計画は

明確に策定されている。国際共同研究の内容は，本学の教育と研究を国際水準化するとい

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 計

各種団体の事業 10 17 16 21 21 85

内開発途上国 3 4 6 7 7 27

科学研究費補助金 33 46 60 79 75 293

内開発途上国 7 11 12 15 15 60

日本国政府及び外国政府の事業 8 7 5 6 6 32

内開発途上国 0 0 0 0 0 0

国際交流協定に基づくもの 13 15 20 25 27 100

内開発途上国 5 6 9 9 8 37

その他 66 74 90 98 100 428

内開発途上国 8 8 12 15 19 62

計 130 159 191 229 229 938

計（開発途上国） 23 29 39 46 49 186

事業名 本学実施学部 共同研究機関 研究課題 研究期間 協定締結の有無

日韓科学協力事業 資源生物科学研究所 全南大学校農科大学農学部 植物の膜機能からみた環境ストレスに対する耐性獲得の戦略 平10.9～平12.8 有

日韓科学協力事業 理学部 光州科学技術院・生命科学部 線虫におけるリアノジン受容体とトロポニンCのカルシウム信号伝達の分子生物学的解析 平13.9～平15.8 有

日米科学協力事業 医学部 エモリー大学 ヒスタミンNメチル基転移酵素の高次構造解析に基づく阻害薬のデザインと創薬 平13.4～平16.3 無

日米科学協力事業 資源生物科学研究所 ミズーリ大学生物学科 植物におけるアルミニウム障害と耐性発現の制御機構 平14.4～平16.3 無

日米がん研究協力事業 医学部 MDアンダーソン癌センター、ベイラー医科大学 癌遺伝子治療のためのウィルス性、非ウィルス性ベクターの作成・精製・安全性 平12.9～平12.11 無

チェックシステムの開発

欧州科学協力事業 農学部 ポーランド科学アカデミー・家畜繁殖・食物研究所 ウシ黄体アポトーシス調節機構に関する多角的研究 平14.4～平16.3 無

（ポーランド共同研究）
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う目標を達成するために大いに貢献している。継続的な国際共同研究の将来への発展性と

潜在性が大きい。 

 

(c) 判断結果 

 国際共同研究の実施・参画に関する活動計画・内容という観点からは，目的及び目標を

達成する上で優れている。 

 観 点 活動の方法 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

１．国際共同研究の動機付け 

 外国の研究機関との交流協定締結（大学間及び部局間）による研究者や学生の相互派遣

は，直接，国際共同研究の契機となる。活動目標の設定は，直接担当する研究者の発想，

研究の背景，アイデアに任される。双方が持つ研究資産がうまくかみ合って相乗効果を発

揮した場合に，大きな研究成果が得られる。得られた研究成果を基に，国際会議の開催あ

るいは会議への参加により，外国の研究者との情報交換が可能となり，新規研究プロジェ

クト創出の可能性も出てくる，良い循環サイクルになりうる。 

２．国際共同研究推進の事務的支援 

 本学で入手したすべての国際共同研究が関係する研究費申請の情報は，国際交流課が

HP への掲載と文書による関連部局への伝達を行っている。部局内では，部局長が競争的

資源獲得のための積極的議論を行い，指示を出している。国際共同研究関連の大型プロジ

ェクトの場合には，全学的体制で，プロジェクトの内容を含めた審査と面接が行われ，改

善の努力と工夫の処置が取られている。実施に至った経年の国際共同研究数が着実に増加

している（資料 4-2-3，4-2-4）ことは，資源獲得の努力，工夫の表れである。 

３．IT 利用による情報網の強化及びデータ集積の効率化 

 本学ではITを大いに利用しており，上述の研究費申請情報のHP掲載に加え，電子ジャー

ナルにより多くの学術雑誌の閲覧が可能となり，国際共同研究推進に大きく寄与してい

る。さらに事務組織によるデータ集計方法も国際交流情報システムの稼働により，改善さ

れ（資料 1-1-22(19 頁)），国際交流課及び研究協力課を中心に，国際共同研究の経費や

補助金申請の事務手続きが効率化されている。さらに HP には，学外に対する研究実績の

公開や研究内容の提示も行われている。 

 

【資料4-2-3】 国際共同研究の総件数 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

【資料4-2-4】 文部科学省科学研究費補助金による 

            研究者の受入れ・派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 
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(b) 判断結果の根拠・理由 

 国際共同研究の活動方法の目標を達成するために，具体的に有効な方法が採られてい

る。資金・環境的資源の獲得には，全学をあげて取り組んでおり，国際共同研究の総件数

が確実に増加していることは，資源獲得の努力だけでなく，研究の活性化とともに，国際

水準に近付いてきていることを意味する。IT 利用等による活動方法の効率化にも大いに

取り組んでおり，国際共同研究活動の実践に寄与している。 

 

(c) 判断結果 

 国際共同研究の実施・参画に関する活動の方法という観点からは，目的及び目標を達成

する上で優れている。 

 

評 価 項 目      ：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 実績の状況 

１．国際共同研究数の年次推移 

 平成 14 年度に行った全教員対象のアンケート調査で，国際共同研究の総件数は，過去

５年間で 1,461 件（年度をまたがって継続した研究を複数として数えた延べ件数）であっ

た（資料 4-3-1）。過去５年間の各部局毎の国際研究プロジェクトへの参加（資料 4-3-2）

では，医歯学系の 43％を筆頭に，理系部局で 84％を占める。さらに国際共同研究プロジ

ェクト件数は年々増加している（資料 4-2-3）。 

２．国際共同研究経費の年次推移 

 科研費を中心とした文科省経費が最も多く，続いて委任経理金，岡山大学国際交流基金

の順であった（資料 4-3-3）。過去５年間の経年変化を見ても，科研費によるものの上昇

が顕著であり，これに伴って，科研費による研究者の受入れ・派遣は年とともに上昇して

いる（資料 4-2-4)。 

３．国際共同研究の業績 

 学術論文が研究業績の良い指標となることから，本学の教員が著者となっている学術論

文の中で，外国人が共著者である論文数を調査したところ，過去５年間，一定して 20％

を占めた（資料 4-3-4）。この結果は，一般研究の中で国際共同研究が占める位置の重要

性を示すものであり，高く評価できる。 

 

【資料 4-3-1】 国際共同研究延べ件数 

  10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 計 

計 210 239 288 345 379 1,461 

（出典：第７常置（評価）委員会資料，教員へのアンケート） 
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【資料 4-3-2】 部局別の国際共同研究件数 
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（出典：第７常置（評価）委員会資料，教員へのアンケート） 

 

【資料 4-3-3】 国際共同研究の経費別内訳の推移 
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（出典：事務局資料） 
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【資料 4-3-4】 総論文数に対する外国人が含まれる論文数比 
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（出典：第７常置(評価)委員会資料） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 本学の研究の国際水準化という目標に対しては，十分に到達している。特に理系部局に

おいては，最先端の卓越した国際共同研究が多い。国際共同研究の総件数が年々増加して

おり，着実に国際共同研究が進展している。一般研究の中での国際共同研究の占める割合

は定常的に 20％を占め，本学における国際共同研究の重要な位置付けが明らかになった。

 

(c) 判断結果 

 国際共同研究の実施・参画に関する活動の実績という観点からは，目的及び目標(3)，

(17)に則して優れている。 

 観 点 活動の効果 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 効果の状況 

１．本学教員の国際共同研究に対する満足度 

 本学教員を対象に，国際共同研究の効果に関するアンケート調査を実施した。その結果，

参加者の満足度（資料 4-3-5），外国の研究者の満足度（資料 4-3-6），社会的ニーズへ

の対応度（資料 4-3-7），目的達成度（資料 4-3-8）の項目において回答者の 80-90％が

満足しており，ほとんどの国際共同研究が成功したと判断される。ただし，社会的ニーズ

への対応度について，15％が消極的もしくはどちらでもないと回答しており，社会的貢献

に関する配慮のさらなる必要性を示唆している。 

２．外国の研究者の国際共同研究に対する満足度 

 国際共同研究に参加した外国の研究者を対象としてアンケート調査を行った結果，共同

研究で得られた成果に 97％が満足している（資料 4-3-9）。さらに，外国の研究者に対す

る「本学の研究者が主催・関与した国際集会において本学の研究者との間，あるいは留学

した本学の研究者との間で共同研究をする機会が得られたか」との設問には，回答者の

96％が肯定的で（資料 4-3-10），ほぼ同数が共同研究を継続したいと希望する結果（資

料 4-3-11）であった。 

 

 

 

10年度  11年度  12年度  13年度  14年度 
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【資料4-3-5】 

国際共同研究の実施・参画：あなたの満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアン 

 ケート） 

【資料4-3-6】 

国際共同研究の実施・参画：相手の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアン 

 ケート） 

【資料4-3-7】 

国際共同研究の実施・参画：社会的ニーズへの対応度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアン 
 ケート） 

【資料4-3-8】 

国際共同研究の実施・参画：目的達成度  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアン 
 ケート） 

【資料4-3-9】 共同研究の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：第７常置(評価)委員会資料，外国人研究者へ

 のアンケート） 

【資料4-3-10】 共同研究の機会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，外国人研究者へ

 のアンケート） 
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【資料4-3-11】 共同研究の継続希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，外国人研究者への

 アンケート） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

 活動の実施担当者及び連携・協力の相手先の得た国際共同研究の成果と満足度は非常に

高いものであった。社会的ニーズに対する貢献は，関連研究者に対する調査しかできなか

ったが，おおむね評価できると判断された。目的の達成に向けて，人材の育成，人的財産

の構築，先端的研究の活性化という観点から，活動の効果が十分挙がっていると判断され

る。 

 

(c) 判断結果 

 国際共同研究の実施・参画に関する活動の効果という観点からは，目的及び目標(3)，

(17)に則して優れている。 
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類      ：開発途上国等への国際協力 

評 価 項 目      ：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

１．学内の国際協力に関わる体制 

 対象とする開発途上国は資料 5-1-1 に示す国民一人当たりの GNP が US$9,360 以下の国

とする。 

 

【資料 5-1-1】開発途上国リスト 

（出典：事務局資料） 

 

 研究協力課，国際交流課，留学生課が担当部署であり（資料 4-1-2(90 頁)），その業務

についてはすでに国際共同研究の実施体制の項で述べた。 

 内外の国際交流関係機関との関係業務は上記の３課で担当している（資料 4-1-1(89

頁)）。受入れについては，文科省を通じての中国政府派遣研究員，岡山県が実施する海

外技術研修員，国際協力事業団（JICA）の受託研修員などが中心である。 

２．各種支援制度 

 ほとんどの派遣・受入れは以下に述べる制度で行われているが，私費や海外研究機関か

らの招へい・派遣によるものもある。 

１）岡山大学国際交流基金：岡山大学国際交流基金の６つの事業のうち，開発途上国への

国際協力としては，「外国人留学生に対する援助」，「外国人研究者等の招へいに対する

援助」，「国際共同研究の実施に対する援助」，「教職員の海外派遣に対する援助」が挙

げられる。 

２）JICA：JICA から文科省を通じて大学へ依頼される要請としては支援プロジェクトへ

低所得国 高所得国 中・東欧 より進んだ
一人当たりGNP 一人当たり 旧ソ連 途上国及び地域
$760以下 GNP$9,360超

アフガニスタン モルジブ アルメニア アルバニア ニウエ ボツワナ 世銀融資卒業基準 マルタ （注2） ベラルーシ アルバ
アンゴラ マリ アゼルバイジャン アルジェリア パレスチナ自治地域 ブラジル （一人当たりGNP$5,280） スロベニア （注2） ブルガリア バハマ
バングラデシュ モーリタニア カメルーン ベリーズ パプアニューギニア チリ を超える国 チェコ バーミューダ
ベナン モザンピーク 中国 ボリビア パラグアイ クック諸島 エストニア ブルネイ
ブータン ミャンマー コンゴ（共） ボスニア・ヘルツェゴビナ ペルー クロアチア アンギラ ハンガリー ケイマン諸島
ブルキナファソ ネパール 象牙海岸 コロンビア フィリピン ガボン アンティグア・バーブーダ ラトビア 台湾
ブルンデイ ニジェール チモール コスタリカ 南アフリカ グレナダ アルゼンチン リトアニア キプロス
カンボジア ルワンダ ガーナ キューバ スリランカ レバノン バーレーン ポーランド フォークランド諸島
カーボベルデ サモア ホンジュラス ドミニカ国 セントビンセント マレーシア バルバトス ルーマニア 仏領ポリネシア
中央アフリカ サントメ・プリンシペ インド ドミニカ共和国 スリナム モーリシャス モントセラト ロシア ジブラルタル
チャド シエラレオネ インドネシア エクアドル スワジランド マイヨット島 オマーン スロバキア 香港
コモロ セネガル ケニア エジプト シリア メキシコ サウジアラビア ウクライナ イスラエル
コンゴ（民） ソロモン 北朝鮮 エルサルバドル タイ ナウル セイシェル 韓国
ジブチ ソマリア キルギス フィジー トケラウ諸島 パラオ セントクリストファー・ネイビス クウェート
赤道ギニア スーダン モルドバ グルジア トンガ パナマ タークス・カイコス リビア
エリトニア タンザニア モンゴル グァテマラ チュニジア セントヘレナ マカオ
エチオピア トーゴ ニカラグア ガイアナ ウズベキスタン セントルシア 蘭領アンティル
ガンビア ツバル ナイジェリア イラン ワリス・フツナ トリニダード・ドバコ ニューカレドニア
ギニア ウガンダ パキスタン イラク ユーゴスラビア トルコ カタール
ギニアピサオ バヌアツ タジキスタン ジャマイカ ウルグアイ シンガポール
ハイチ イエメン トルクメニスタン ヨルダン ベネズエラ アラブ首長国連邦
キリバス ザンビア ベトナム カザフスタン 英領バージン
ラオス ジンバブエ マケドニア
レソト マーシャル諸島
リベリア ミクロネシア連邦
マダガスカル モロッコ
マラウイ ナミビア

（４９ヶ国）
低中所得国
一人当たりGNP

第Ⅰ部　途上国・地域 第Ⅱ部　移行国・地域

高中所得国
一人当たりGNP
$3,031-$9,360以下

後発開発途上国（LLDC）

　 $761-$3,030以下
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の参加や，受託研修員の受入れである。その他に共同研究の要請も行われている。いずれ

も国際交流課が当該教員の意向を打診した上で回答する。 

３）岡山県：岡山県は海外技術研修員受入事業を行っている。開発途上諸国からの中堅技

術者を海外技術研修員として受入れることについて，国際交流課と当該教員が打ち合わせ

の上，積極的に協力している。 

４）国際交流協定：本学は昭和 49 年より世界各地の大学・学部・研究所と国際交流協定

を結んできている。現在は 109 の大学・学部・研究所と締結し，交流活動を実施している。

そのうち，11 カ国 45 の大学・学部・研究所は開発途上国のものである（資料 5-1-2）。

新規の締結も近年活発に実施されており，平成 10 年から平成 14 年まで新規締結協定数は

増加の傾向を示している（資料 5-1-3）。 

 

【資料 5-1-2】国際交流協定（開発途上国）一覧 

（出典：事務局資料） 

 

 

 

 

 

 

 

：大学間交流協定校
                                     　　               　  ：部局間交流協定校

相手大学 国・地域 学術交流 学生交流 主幹学部等
東北師範大学 中国 1986.10.09 1986.10.09 教育学部
中国医学科学院・中国協和医科大学 中国 1989.06.10 1989.06.10 医学部
東北農学院　　　　　　　    中国 1991.04.02 1991.04.02 農学部
江西医学院 中国 1993.03.18 1993.03.18 医学部
北京農業大学植物科学技術学院 中国 1995.04.01 1995.04.01 農学部
中国科学院地理研究所         中国 1995.08.01 1995.08.01 環境理工学部
江西医学院           中国 1996.10.21 1996.10.21 歯学部
中国水稲研究所            中国 1999.03.11 未締結 資源生物科学研究所 
上海交通大学動力・エネルギー  工程学院                  中国 1999.05.05 1999.05.05 工学部
湖南農業大学植物科技学院 中国 1999.12.02 1999.12.02 資源生物科学研究所
湖南農業大学資源環境学院 中国 1999.12.02 1999.12.02 資源生物科学研究所  
浙江大学材料及び科学工程学院 中国 1999.12.06 1999.12.06 自然科学研究科      
内蒙古農業大学 中国 2000.02.21 2000.02.21 農学部・環境理工学部
鄭州大学 中国 2001.01.11 2001.01.11 工学部,環境理工学部
北京大学法学院 中国 2001.03.01 2001.03.01 法学部
浙江大学建築工程学院 中国 2001.03.23 2001.03.23 環境理工学部      
中国砿業大学化工学院 中国 2001.05.07 2001.05.07 工学部
洛陽工学院 中国 2001.09.13 2001.09.13 工学部
北京大学口腔医学院 中国 2001.11.05 2001.11.05 歯学部
大連軽工業学院              中国 2002.02.05 2002.02.05 自然科学研究科
鞍山科技大学化学工程学院 中国 2002.06.16 2002.06.16 理学部
中国協和医科大学生物医学工程研究所 中国 2002.11.11 2002.11.11 工学部
北京航空航天大学 中国 2002.11.28 2002.11.28 工学部 23
スリビジャヤ大学農学部 インドシネア 1996.03.25 1996.03.25 農学部
ボゴール農科大学 インドネシア 1984.09.25 1984.09.25 農学部
サム・ラチュランギ大学 インドネシア 1986.03.24 1986.03.24 農学部
ウダヤナ大学畜産学部      インドネシア 1986.12.24 1986.12.24 農学部
ガジャマダ大学 インドネシア 1987.07.20 1987.07.20 農学部
ハサヌディン大学歯学部  インドネシア 1988.03.25 1988.03.25 歯学部
ハサヌディン大学畜産学部 インドネシア 1989.09.13 1989.09.13 農学部
アンダラス大学自然科学部      インドネシア 1997.01.07 1997.01.07 農学部
インドネシア大学歯学部 インドネシア 1988.08.20 1988.08.20 歯学部
ハサヌディン大学農学部 インドネシア 1988.12.01 1988.12.01 農学部 10
マヒドン大学 タイ 1998.06.11 1998.06.11
メジョー大学 タイ 2000.01.24 2000.01.24
チェンマイ大学理学部 タイ 2002.11.21 2002.11.21 理学部 3
カラデニーズ工科大学 トルコ 2002.05.20 2002.05.20 工学部,農学部
エーゲ大学 トルコ 2003.03.19 2003.03.19 理学部,工学部 2
マンガロール大学歯学部 （ＡＢＳＭ歯学研究所）      インド 1996.11.09 1996.11.09 歯学部 1
ジョモケニヤッタ農工大学 ケニア 1998.01.30 1998.01.30 農学部 1
サンパウロ大学歯学部   ブラジル 1988.03.31 1988.03.31 歯学部 1
マレイシアプトラ大学食品科学・バイオテクノロジー学部 マレイシア 2000.08.01 2000.08.01 農学部 1
ミャンマー国保健省医科学局及び医学研究局 ミャンマー 2002.12.17 2002.12.17 医歯学総合研究科 1
モンゴル医科大学歯学部  モンゴル　　 1995.07.13 1995.07.13 歯学部 1
ベオグラード大学哲学部 ユーゴスラビア 2003.01.08 2003.01.08 文学部 1

開発途上国計 45
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【資料 5-1-3】国際交流協定新規締結数の推移（開発途上国のみ） 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

５）海外の機関からの受入れ：現在，主に実施されているのは中国政府からの派遣研究員

の受入れである。文科省が定める実施要項に沿って，国際交流課が当該教員に受入れの可

否を照会した上で教授会の承認を経て，実施している（資料5-1-4，5-1-5）。 

 

【資料 5-1-4】中国政府派遣研究員受入れ実施要項 

昭和５５年２月２９日

文 部 大 臣 裁 定

（趣  旨） 

第１．文化交流の促進のための日本国政府と中華人民共和国との間の協定の趣旨に沿い，中華人民共和国政府が，

次項の目的を達成するため，我が国の国立大学及び国立大学共同利用機関（以下「国立大学等」という。）に

派遣する研究者（「中国政府派遣研究員」という。）の受入れについては，この実施要項の定めるところによ

る。 

（目  的） 

第２．前項の受入は，国立大学等で行われる研究に中国政府派遣研究員を参加させることにより，当該研究員の

研究能力の向上と国立大学等における学術の発展を図ることを目的とする。 

（受 入 れ） 

第３．中国政府派遣研究員の受入れについて中華人民共和国政府から申し出があった場合，学術国際局長は当該

研究員の受入れが前項の目的の達成に寄与すると認めるときは，当該申し出の趣旨を尊重しつつ，国立大学等

に受入れの依頼をするものとする。 

 ２．国立大学等は，前記の依頼について異存のない場合は，当該研究員を受入れることとする。 

（受入れ期間） 

第４．中国政府派遣研究員の受入れ時期は，原則として２年以内とする。 

（研究方法） 

第５．中国政府派遣研究員は，国立大学等において，当該研究員を受入れた国立大学等（以下「受入れ大学等」

という。）の長の定めた担当教授等の助言を得て，研究に従事するものとする。 

（便宜供与） 

第６．受入れ大学等は，中国政府派遣研究員に対し，前項の活動を行うために必要な施設，設備等を利用させる

等の便宜を供与するものとする。 

（経費負担） 

第７．中国政府派遣研究員の派遣，帰国旅費及び滞在費は，中国政府が負担するものとする。 

（規則の遵守） 

第８．中国政府派遣研究員は，受入れ大学等の規定及び受入れ大学等の長の指示に従うものとする。 

（附  則） 

この実施要項は，昭和５５年２月２９日から実施する。 

（出典：事務局資料） 
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【資料 5-1-5】中国政府派遣研究員の受入れ手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．組織の整備及び組織間の連携 

 取り扱う事務範囲が明確にされているため組織間の連携も円滑で，学内組織は整備され

ている（資料 1-1-1(５頁)）。 

２．実施組織の人的規模とバランス 

 研究協力課，国際交流課，留学生課には必要な人員がバランス良く配置されている（資

料 1-1-1(５頁)）。 

３．組織間の役割，意思決定プロセス，責任の明確化及び円滑な運営 

 それぞれの課での役割分担は明確である。決定には当該教員の意向が最大限に反映され

るシステムとなっているので，責任も明確である。岡山大学国際交流基金の運用には事業

ごとに詳細な要項が定められ，取扱いの申合せは第５常置（交流）委員会で承認されてい

るので運営は極めて円滑に進んでいる（資料 1-1-8，1-1-9(８頁)）。 

 

(c) 判断結果 

 開発途上国等への国際協力に関する実施体制の整備・機能という観点から，目的及び目

標を実現する上で優れている。 
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 観 点 活動目標の周知・公表 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

１．基本構想 

 「21 世紀の岡山大学構想」において，本学の国際化への対応が謳われ，公表されてい

る（資料 5-1-6）。 

 

【資料 5-1-6】21 世紀の岡山大学構想（抜粋） 

 
 我が国の国際的地位の向上は，世界特にアジア地域からの我が国に対するあらゆる面での援助，貢献に対す

る期待度をますます強めていくことになると予想される。本学は，アジア及び世界における「知」の拠点とし

て，全世界に情報を発信しつつ，国内外の社会的要請への対応と課題にこたえる努力を継続しなければならな

い。 

（出典：事務局資料） 

 

２．教育システム 

 学生が国際社会で活躍できる能力を育成することが教育使命の一つであり，その一環と

して英語教育の充実を図ることも「21 世紀の岡山大学構想」で公表されている。 

３．広報 

 各種の派遣制度，受入れ制度とその趣旨は HP で周知している。学術交流協定の締結は，

HP に一覧を公表している。大学の運営に関する点検と勧告を行う運営諮問会議の提言も

HP で閲覧できる。HP に加えて，研究と教育，岡山大学概要，岡山大学 50 年史，岡山大学

ニュース，広報誌「いちょう並木」などで情報を公開している（資料 1-1-15(12 頁)）。

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．担当者への目標と趣旨の組織的な周知 

 広報の媒体は多様で，しかも頻繁に発行・更新されている。開発途上国からの学生の受

入れは全学で行われており（資料5-1-7），人材の受入れに積極的で，国際協力を進める

目的は周知されている。 

 

【資料 5-1-7】部局別の留学生数（開発途上国のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 
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　文化科学研究科

　自然科学研究科

　医歯学総合研究科

　留学生センター

（人数）

(平成 15 年５月１日現在)
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２．活動の受け手・学外に対する目標と趣旨の組織的な周知 

 部局長へのアンケート調査によると（資料 5-1-8），活動目標の周知・公表・活動の機

会はインターネットを経由した HP などの電子媒体がパンフレットなどの印刷物より多

く，郵便事情の悪い開発途上国への情報提供手段として有効である。情報の提供先に地域

的な制約はほとんどなく，対象機関数はアジア地域が欧米の３倍で，アジアへの情報提供

が積極的に進められている。 

 

【資料 5-1-8】周知・広報活動の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，部局長へのアンケート） 

 

(c) 判断結果 

 開発途上国等への国際協力に関する活動目標の周知・公表の観点からは，目的及び目標

を実現する上で優れている。 

 観 点 改善システムの整備・機能 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

 国際交流情報システムは本学が独自に開発した情報管理システムであり，開発途上国と

の国際交流の一元的な管理には極めて有効である（資料 1-1-22(19 頁)）。 

 開発途上国への国際協力についての点検と評価は，運営諮問会議に諮問し，助言・勧告

を受ける（資料 1-1-1(５頁)）。平成 14 年の運営諮問会議提言書（資料 5-1-9）ではアジ

アをターゲットとして積極的に国際交流を推進することが必要である旨の提言がなされ

ている。 

 第５常置(交流)委員会（資料 1-1-2(５頁)）は，国際交流協定の締結や岡山大学国際交

流基金の運用などに関する企画・方針の決定を通じて，開発途上国への国際協力を改善す

るシステムとしての役割を担っている。また，教職員の派遣基準の決定も同常置委員会が

行っている。 

 岡山大学国際交流推進機構（資料 1-2-1(21 頁)）を平成 15 年度に設置することが決定

されている。この機構は，情報，事務の統合により，本学の国際化に向けた学術の向上と

教育システムの再構築を図るものである。 
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【資料 5-1-9】運営諮問会議提言書（抜粋） 

岡山大学の教育研究及び運営等について（提言） 

平成１４年３月 

◎ 提言としての意見及び助言 

１ 「２１世紀の岡山大学構想」の改革構想の理念・目的・課題及び組織運営体制の整備と教育改革について 

○ 岡山大学構想にある国際化のターゲットは，アジア，その他，諸外国と書かれているが，学生或いは日本の

現状を考える場合，国際化或いは社会に寄与する立場では，特にアジアを強調してほしい。 

 

２ 「２１世紀の岡山大学構想」の実現に向けての取組状況について 

（国際交流） 

〇国際交流の推進については，留学生の受入れだけでなく外国への留学を積極的に推進し，単位認定する必要

がある。 

（出典：事務局資料） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．改善のための情報収集の実施 

 派遣や受入れについて当該教員との連絡を密にすることで活動における問題点の把握

は容易なものとなっている。帰国留学生や研究者などへの問題点や満足度に関するアン

ケート調査を行っており，改善のための情報収集は確実に実施されている。 

２．情報を改善に結びつけるシステムの整備 

 国際交流情報システム等が効果的に機能し，第５常置（交流）委員会，運営諮問会議へ

の円滑な情報の伝達が行われている。 

 

(c) 判断結果 

 開発途上国等への国際協力に関する改善システムの整備・機能の観点から，目的及び目

標を実現する上で優れている。 

補足説明事項 

 

 

 

 

評 価 項 目      ：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

１．支援プロジェクト，共同研究 

 支援プロジェクト，共同研究は各教員が個人的に支援活動あるいは研究課題を企画立案

し，岡山大学 HP（資料 3-2-1(81 頁)）に公表されている資金を利用する。あるいは，開

発途上国からの要請を JICA などを通じて受ける場合もある。いずれも活動内容は当該教

員の責任で検討されている。 

２．人材育成（派遣・受入れ） 

 人材の派遣・受入れは主として開発途上国からの要請によるものであり，その資金は

JICA や岡山大学国際交流基金により賄われる。 

３．岡山大学国際交流基金 

 開発途上国を対象とした本基金による事業のうち，留学生への奨学金が全予算額の 77

％を占めている（資料 5-2-1）。次に大きな割合を占めるものは教職員の派遣であるが，
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その中には帰国後の留学生の研究を推進するための派遣制度も含まれている。 

 

【資料 5-2-1】岡山大学国際交流基金の経費の内訳 

（出典：事務局資料） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．活動計画の明確な策定 

 「21世紀の岡山大学構想」において，本学の国際協力の推進についての活動計画が示さ

れている。 

２．活動内容と目標の整合性，活動範囲の適切性及び発展性 

 全教員にアンケート調査したところ，開発途上国のうちアジア諸国への協力が半数以上

を占め，本学の地勢的条件を反映している（資料 5-2-2）。さらに，アフリカ，南米に対

する協力も 30％を超え，世界的な視野での開発途上国への協力が行われている。 

 

【資料 5-2-2】開発途上国への協力件数割合 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員に対するアンケート） 

 

 留学生の出身国は中国を筆頭に47ヶ国に上り，そのうち42ヶ国は開発途上国である（資

料 5-2-3）。留学生数の 97％あまりが開発途上国からの学生であり，留学生 600 名受入れ

を目標とした活動は，開発途上国の人材育成に重要なものとなっている。 
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【資料 5-2-3】開発途上国からの留学生数（平成 15 年５月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

(c) 判断結果 

 開発途上国等への国際協力に関する活動計画・内容の観点からは，目的及び目標を実現

する上で優れている。 

 観 点 活動の方法 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 取組の状況 

１．広報 

 留学生への情報提供に当たり，HP では日本語に加えて，英語，中国語，韓国語による

案内を行っている。また，開発途上国への留学を希望する学生に対してアジア諸国等派遣

留学生制度などに関する情報を発信している。 

２．支援体制 

 海外での学生の活動を支援するために語学教育の充実を図っており，教養教育科目での

ネイティブスピ－カーによる授業の充実（資料 5-2-4）や TOEFL 受験の推奨を行っている。

EPOK プログラムでは，留学生に対し英語での授業を行っている。 
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【資料 5-2-4】平成 14 年度教養教育科目での外国人教師による授業数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

３．資金の種類 

 岡山大学国際交流基金は開発途上国への国際協力の経費全体の７％を負担している（資

料 5-2-5）。最も多いのは JICA によるもので，国家的国際協力に積極的に参加している

結果である。学術的な協力として文科省や日本学術振興会によるものがそれぞれ 10％前

後ある。岡山県や各種の財団からの経費も多い。支援プロジェクトは JICA によるものが

主体であるが，教員の自費による活動もこれに匹敵する（資料 5-2-6）。 

 

【資料 5-2-5】国際協力の経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員に対するアンケート） 

 

 

 

 

 

 

担当科目 担当者数 週あたりの 年間の担当

（延べ人数） 担当時間数 時間数

英語A 4 8 240

英語B 2 4 120

英語 2 22 660

ドイツ語 1 4 120

フランス語 1 4 120

中国語初級 1 4 120

中国語初級Ⅰ 8 16 480

中国語初級Ⅱ 7 15 450

中国語中級 3 8 240

韓国語初級Ⅰ 2 4 120

韓国語初級Ⅱ 1 2 60

韓国語中級 2 2 60

計 34 93 2,790
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【資料 5-2-6】国際協力の経費（項目別） 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員に対するアンケート） 

 

岡山大学国際交流基金による開発途上国への派遣者数は資金不足のために最近減少し

ている（資料 5-2-7）。一方，国際共同研究への配分額は年々増加し，その中で開発途上

国の割合は大幅に増加している（資料 5-2-8）。 

 

【資料 5-2-7】岡山大学国際交流基金による教職員の海外派遣 

（出典：事務局資料）  平成 10 年度は休止 
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【資料 5-2-8】岡山大学国際交流基金による国際共同研究 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            平成 10年度は休止 

（出典：事務局資料） 

 

 開発途上国からの留学生への奨学金の総額は，平成 12 年からほぼ横ばいである（資料

5-2-9）。外国人研究者の招へいは経費，採択数とも年々増加している。多くは先進国か

らのもので，開発途上国からの招へいは全体の 20％である。 

 

【資料 5-2-9】岡山大学国際交流基金による留学生奨学金と研究者招へい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 
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(b) 判断結果の根拠・理由 

１．目標達成のための活動の有効性 

 学生の海外での活動を支援するために語学教育の充実が図られ，開発途上国への国際協

力の人的資源の育成に有効である。 

 岡山大学国際交流基金から開発途上国の留学生，招へい研究者へ支出されている経費は

増加傾向にある。 

 支援プロジェクトの40％，共同研究の20％は自費による活動であり（資料5-2-6(a)，

(b)），本学教員の国際協力における積極性を示している。こうした活動の多くが近い将

来外部資金による本格的な国際協力に発展する可能性は高く，今後も開発途上国への国際

協力は大きく飛躍することが期待できる。 

２．資金・環境的資源獲得の取組 

 経費の種類は多く，本学教員の広範な活動の成果である。国際協力のための経費全体の

７％は本学独自の資金である岡山大学国際交流基金によるものであり，本活動にとって有

効で，重要な資金となっている（資料5-2-5（112頁））。 

３．活動方法の効率化 

 留学生への情報提供のために，英語，中国語，韓国語によるHPも充実し，留学関係では

英文のHPは月平均350件のアクセスが行われている。また，留学生への英語による授業に

よって教育効果が格段に上がっている。 

(c) 判断結果 

 開発途上国等への国際協力に関する活動の内容及び方法の観点からは，目的及び目標を

実現する上で優れている。 

補足説明事項 

 

 

 

 

評 価 項 目      ：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 

観点ごとの 

自己評価  

 

※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結果

」を必ず記載してください。 

(a) 実績の状況 

１．支援プロジェクト 

 JICA による専門家派遣者数は年々減少しているが，ジョモ・ケニヤッタ農工大学支援

プロジェクトの終了によるものであり，それを除くとほぼ横ばいで，毎年６～７カ国へ

10 人前後を派遣している（資料 5-3-1）。部局別に見ると（資料 5-3-2），過去５年間の

総数では農学部が 37％，医学部が 33％を占め，医学，農学分野での国際協力が顕著であ

る。 
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【資料 5-3-1】JICA 専門家派遣の推移 

（出典：事務局資料） 

【資料 5-3-2】部局別 JICA 専門家派遣者数 

        （５年間） 

（出典：事務局資料） 

 

２．共同研究 

 共同研究の件数は年々増加している（資料 5-3-3）。部局別の総件数では医学部と農学

部が多い（資料 5-3-4）。各部局での年次変動を見ると（資料 5-3-5），文学部，教育学

部，薬学部で着実な増加を示しており，教育や医療の面での活発な動きが示唆される。さ

らに，理学部，環境理工学部など環境関連の共同研究も増えつつある。 

 

【資料 5-3-3】開発途上国との共同研究件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 5-3-4】部局別の５年間の開発途上国との共同研究総件数 

（単位：件） 

（出典：事務局資料） 
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【資料 5-3-5】各部局の国際共同研究数の推移  （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

 経費別では，科研費と岡山大学委任経理金がそれぞれ 60 件と多い（資料 5-3-6）。相

手側の負担も 45 件あり，開発途上国から本学への要望が大きいことを示している。日本

学術振興会，岡山大学国際交流基金による件数は毎年増えている（資料 5-3-7）。自己負

担の件数も年々増加しており，本学教員の積極的な活動を物語っている。共同研究の動機

では（資料 5-3-8），国際交流協定に基づくものが全体の 20％を占め，大学間の交流協定

が共同研究を始める契機となっている。 
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【資料 5-3-6】経費別の５年間の国際共同研究件数総数 

（出典：事務局資料） 

 

【資料5-3-7】各経費による国際共同研究件数の推移 

（単位：件）
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（出典：事務局資料） 

 

【資料 5-3-8】開発途上国との国際共同研究の動機 

（出典：事務局資料） 
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学研究の分子生物学領域の先端技術に関する講義が行われた。このセミナーには，20 ヶ
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【資料 5-3-9】JICA 受託研修員受入れ者数の推移 

 

（出典：事務局資料） 

【資料 5-3-10】グァテマラ地方教育行政コース 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 5-3-11】岡山県海外技術研修員受入れ実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

２）研究員：客員研究員の総数は増加傾向にあり，約 80％は開発途上国からの研究員で，

その割合も増加傾向にある（資料 5-3-12）。一方，開発途上国からの外国人研究者数は

横ばいの状態にある。受入れ目的別に見ると（資料 5-3-13），調査研究を目的とした来

校が増加傾向を示しており，これまでの開発途上国との共同研究や教育活動の成果であ

る。また，講演のための来校数は総数が減少しているにもかかわらず，開発途上国からの

数にほとんど変化はない。 
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【資料 5-3-12】受入れ外国人研究者数の推移 

(a) 実数                       (b) 割合 

（出典：事務局資料） 

 

【資料 5-3-13】研究者数の目的別の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

３）経費：経費は 10 種類に分類できる（資料 5-3-14）。そのうち常に 20～25％は私費で

ある。また，委任経理金による受入れが常に全体の 10％程度あり，割合，実数共に増加

する傾向を示している。これは教員の個人的な努力によって研究員を積極的に受入れてい

る現状を示している。その他の経費は年度によるばらつきが大きく，文科省関連事業は３

％から 27％まで変動している。 
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【資料 5-3-14】開発途上国からの受入れ研究者数の経費別割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務局資料） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．目標の達成度 

 国際協力で得られた成果に関するアンケート調査を全教員に行った。人材の受入れでは

多数の修士・博士を輩出し，共同研究では多数の論文が生産されて，目標は確実に達成さ

れている。 

２．活動実績の年次変化 

 共同研究の件数や客員研究員数は，増加傾向を示している。 

３．活動の効率性 

 グァテマラ地方教育行政コースでの研修員の中には，地方教育局の職員の他に，局長や

学校長など教育行政の中心人物も含まれており，教育行政に対して多大な貢献をした。投

資資源との関係で見ると，資料 5-3-8(119 頁)に示したように，国際交流協定の締結が共

同研究を始める契機となっているものが多く，国際協力を発展させる上で極めて有効なシ

ステムである。資料 5-1-3(105 頁)に示したように協定数は増加しており，活動は効率よ

く推移している。 

(c) 判断結果 

 開発途上国等への国際協力に関する活動の実績の観点からは，目的及び目標(5)，(11)，

(12)，(18)に則して優れている。 
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数の担当者が判断しており，今後も活動が継続され，広がることが期待される。留学生の

受入れには受入れ教員，学生側とも大変高い満足度を得ているが，支援プロジェクトには

十分に満足したのが本学教員回答者の 25％に留まり，担当者はさらに改善を目指して努
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 社会的ニーズへの対応にも約 90％が満足しており，しかも，ほぼ同じ割合で目標の到

達度にも満足している（資料 5-3-16）。 

 

【資料 5-3-15】開発途上国への国際協力の担当教員の得られた成果に対する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置（評価）委員会資料，教員へのアンケート） 

 

【資料 5-3-16】担当者の社会的ニーズへの対応と到達度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 

 

 国際協力によって得られた成果については，支援プロジェクトでは，視野を広げること

ができて，有意義であったという感想や学位論文の作成をしたことなどが示されている

（資料 5-3-17）。また，人材の交流は受入れ側にも多大の効果が認められている。 
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【資料 5-3-17】国際協力によって得られた成果 

 

支援プロジェクトに関する成果 

・海外におけるフィールドワークにより海外の医療をじかに経験できた。物事を自分の目で見て自分の五感で

探ることにより国際保健についての視野を広げることができる。 

・これまでミャンマー国では輸血血液に関してはスクリーニングを行っておらず，種々の疾病の蔓延状況もよ

く判っていなかった｡平成12，13年には地域住民を含んだワークショップを開催し，啓発に努めた。現在パソコ

ンを使っての健康献血車登録を行うために努力している。 

・ミャンマー国シャン州チャイントンの総合病院再建に伴い設備備品について日本は協力を求められている。

その内容について調査団を作り，それに加わり必要備品の選定などを行っている。 

・当該研究者は日本での研究により，この5年間で初めての医学博士の学位をヤンゴン医科大学より与えられる

ことが確実となった。現在もこの研究者は日本のグループの善きパートナーとなっている。 

・長江上中流域（四川省，雲南省）の山地崩壊の現状についての視察を行い，国際協力事業団が行う植林事業

の候補地の選定を行った。 

 

受入れについての成果 

・資生研に受入れたジョモ・ケニヤッタ農工大学教官は一年間研究実績をあげ，Soil Sci.Plant Nutr.誌に報

文として発表した。この研究業績が中心となりジョモ・ケニヤッタ農工大学で学位を取得した。 

・表皮ケラチノサイトにおけるbcl-2ファミリー蛋白の発現に関する研究について共著による論文をBritish 

Journal of Dermatology他数誌に発表し，留学生はそれにより学位を取得した。 

・受入れをきっかけに実験室での会話が英語になり，アジア圏の国の研究者への援助と教育としての役割・効

果だけではなく，日本人若手研究者にも視野の広がりを与えるよい機会となった。 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，教員へのアンケート） 

 

２．相手側の満足度 

１）本学教員の受入れ先の満足度：本学教員を受入れた相手国の研究者は，活動それ自体

にはほぼ完全に満足しており，活動の成果にも十分な満足度を示している（資料 5-3-18）。

その結果，今後も支援プロジェクトや共同研究の継続を強く希望している。 

 

【資料 5-3-18】支援プロジェクトに対する相手側の満足度 
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２）訪問者（研究者，留学生）の満足度：本学を訪れた研究者に訪問時の満足度をアンケー

ト調査した結果（資料 5-3-19），国際会議への参加で極めて高い満足度を示した。また，

ほぼ全員が訪問によって今後の共同研究の機会が得られたと回答している。共同研究の成

果にも高い満足度を示し，今後も継続を希望している。その結果，総合的な印象は 71％

が非常に良かったと回答したが，残りは良かったと回答するに留まっている。同アンケー

ト調査で，本学の国際交流システム改善へのアドバイスを求めたところ，施設面での改善

の必要性が指摘された（資料 5-3-20）。 

 

【資料 5-3-19】本学を訪問した研究者の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，外国人研究者へのアンケート） 

 

【資料5-3-20】本学を訪問した研究者からのアドバイス 

 

あなたの岡山滞在中の経験から，岡山大学の国際交流システム改善に関してアドバイスをお願いします。 

・ 外部の関連研究分野との協力による研究の会議や講演などが不充分である。 

・ 文献検索などのためにも海外からの研究者に専用のコンピューター室などの施設を準備して欲しい。

・ 家族同伴で来る方が生活も安定し，研究も進むので，家族用のインターナショナルハウスをさらに充

実して欲しい。 
・ 滞在先を求めるのに少し困りました。短期間の滞在でも留学生会館を使用できるように気を配ってく

だされば幸いだと思います。 
 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，外国人研究者へのアンケート） 

 

 留学生（うち 97％は開発途上国）のほとんどは研究指導，本人の研究の進展に満足し

ている（資料 5-3-21）。授業の内容が分かり難いと答えた学生は 13％に留まっている。

学生の 77％が本学での学習と生活に満足しており，充実した勉学の毎日を送っているこ

8. 岡山大学の研究者との共同研究で得ら
れた成果には

95%

5%

0%

0%
満足している

そこそこである

不満である

今後の展開に期待する

13. 岡山大学を訪れて得られた総合的な印象は

71%

29%

0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

9. 岡山大学の研究者とさらに共同研究を継
続しますか？

89%

2%

9%

継続する

継続しない

未定

10. 岡山大学における設備やスタッフの対
応はどうでしたか

87%

13% 0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

6. 岡山大学の研究者が主催・関与した国際
集会の運営・内容に対する満足度

87%

13%
0%

満足している

そこそこである

不満である

7. 岡山大学の研究者が主催・関与した国際集会に
参加して、岡山大学の研究者との間で共同研究を
始める機会が得られましたか？

100%

0%

はい

いいえ

(a) (b)

(c) 

(d)

(e) (f)
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とが示唆された。 

 

【資料 5-3-21】留学生の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，留学生へのアンケート） 

 

 帰国した元留学生へのアンケート調査では開発途上国 15 ヶ国 49 名から回答を得た（資

料 5-3-22）。カリキュラムや設備は半数が非常に良かったと回答したが，半数は良かっ

たと回答するに留まっており，まだ改善の余地があると考えられる。スタッフの対応には

高い満足度を示し，総合的な印象も良い。しかし，滞在先の施設には十分な満足度を示し

ていない。改善へのアドバイスとして，日本語能力を高めるためのプログラムを充実して

欲しいとの要望が寄せられた（資料 5-3-23）。 

 

 

 

 

 

 

私の指導教官は研究について適切な助言をしてくれる。
1%

2%

10%

31%56%

全くそうは思わない

そうは思わない

どちらともいえない

そう思う

とてもそう思う

カリキュラムは私の期待したとおりのものである。

1% 7%

33%

43%

16%

全くそうは思わない

そうは思わない

どちらともいえない

そう思う

とてもそう思う

私の研究はうまく進んでいる。

2% 6%

28%

48%

16%

全くそうは思わない

そうは思わない

どちらともいえない

そう思う

とてもそう思う

事務の対応はいい。

1%

3%

10%

46%

40%

全くそうは思わない

そうは思わない

どちらともいえない

そう思う

とてもそう思う

大学の施設（図書館・食堂など）は使いやすい。

1%

3%

13%

51%

32% 全くそうは思わない

そうは思わない

どちらともいえない

そう思う

とてもそう思う

日本の生活を楽しんでいる。

5%
6%

23%

44%

22%

全くそうは思わない

そうは思わない

どちらともいえない

そう思う

とてもそう思う

授業の内容はわかりやすい。

3%
10%

35%
40%

12%

全くそうは思わない

そうは思わない

どちらともいえない

そう思う

とてもそう思う

私は総合的に岡山大学での学習と生活に満足している。

0%

4%

19%

54%

23%

全くそうは思わない

そうは思わない

どちらともいえない

そう思う

とてもそう思う

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)



機関名   岡山大学 

- 127 -

 

【資料 5-3-22】帰国留学生の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，留学生に対へのアンケート） 

 

【資料 5-3-23】帰国留学生からのアドバイス 

 

・ 日本を知る機会をもっと多く作って欲しかった。そうすることによってさらに滞在中に得るものが多くな

ったと考えられる。 

・ 最近は改善されているようであるが，連絡文書やシラバス等は英語や中国語など，留学生が読める文字で

も作成して欲しい。私は，中国人であったため，日本語の読み書きには不自由しなかったが，他の国から

の留学生は困っていたし，その分，先生方によけいな負担をかけていたと思います。 

・ 日本語と日本文化を学ぶ機会をもっと準備して欲しかった。日本の人々との交流を進めることで日本での

生活はもっと充実したものとなっただろう。 

 

（出典：第７常置(評価)委員会資料，留学生に対へのアンケート） 

 

(b) 判断結果の根拠・理由 

１．担当者，相手側の得た成果，満足度 

 資料 5-3-15(123 頁)に示したように，担当者は十分な満足度を示している。支援プロジ

ェクトの相手側も高い満足度を示し，今後の協力の継続を望んでいる。よって今後のさら

なる拡大が期待される。来訪した研究者・留学生のいずれも，施設面での改善についての

要望を持っているが，一様に高い満足度を示している。 

２．社会的ニーズへの対応 

 資料 5-3-16(123 頁)に示したように，担当者はさらなる改善を模索しながらも，社会的

ニーズへの対応や目標への到達度に十分満足している。特に，資料 5-2-6(113 頁)に示し

10. 滞在先の設備やサービスの質は

27%

44%

27%

2%
0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

5. 岡山大学のカリキュラムについて

46%

46%

8% 0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

7. 岡山大学の設備はどうでしたか

45%

47%

8% 0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

8. 岡山大学におけるスタッフの応対は

75%

23%

2%
0%

0%
非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

11. 岡山大学を訪れて得られた総合的な印象は

61%

39%

0%

非常に良かった

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

12. 機会があれば、もう一度岡山大学を訪れ
たいですか？

96%

2%

2%

はい

いいえ

どちらでも良い

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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たように，開発途上国への国際協力活動を支える経費に占める教員の自費の割合が多く，

活動全体が個々の教員の高い意欲に支えられていることがうかがえる。 

３．目的達成に向けた貢献度 

 資料 5-3-22（127 頁）に示したように，留学生の多くが再び日本へ来て学びたいと考え

ている。同様に，支援プロジェクトの相手側責任者の全てが本学からの技術支援を将来も

受けられることを希望している。 

 

(c) 判断結果 

 開発途上国等への国際協力に関する活動の効果の観点からは，目的及び目標(5)，(11)，

(12)，(18)に則して優れている。 

補足説明事項 
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Ⅱ 評価項目単位の自己評価結果 

 

評 価 項 目      ：実施体制 

水 準 目的及び目標の達成に十分に貢献している。 

水準の判断

に当たって

の考慮事項 

 本学の「21 世紀の岡山大学構想」では，改革理念に基づく基本的方向の一つに「国際化

への対応」を示し，教職員が一体となって，「構想」の実現と改革を推進しており，本学

の国際連携及び交流を全学的に審議・実施・評価する組織として資料 1-1-1（５頁）に示す

体制が構築されている。この体制は，定期的に自己・点検評価を行う機能を有しており，

改善を続けながら運用されている。さらに本体制を有効に機能させるため，適切に考慮さ

れた人員配置が図られ，また，支援体制を構成する人材の育成体制も整備されている。 

特色ある取組  事務的な支援体制として，国際的な連携及び交流活動に関する全学のデー

タを一元的に管理することのできる「国際交流情報システム」を他大学に先

駆け，平成 14 年度に立ち上げ，運用している。 

 平成 14 年度から全学的に実施している「教員の個人評価」において，国

際交流活動状況についても評価項目を設け，本活動の活性化に全学で取り組

んでいる。 

 さらに，益々，高度化・多様化する国際化に全学的な支援体制を強化する

ため，学内外の資源・制度を活用し，教職員の海外研修の機会増大を図って

いる。 

 学内の関連施設である，「教育開発センター」，「外国語教育センター」，

「保健管理センター」及び部局に配置された７名の留学生専門教育教員等と

の有機的な連携強化の必要性から，本年度に「国際交流推進機構」を設置す

ることが決定され，これにより，一層高度で多様な国際連携・交流活動への

対応が確実となった。 

特に優れた点  先進国から開発途上国をも含め，世界28ヶ国109機関と大学間・部局間交

流協定を締結していることは，活発な国際連携及び交流活動を展開する上で

の基盤的な役割を担い，学内の教育・研究の活性化に多大な貢献を果たして

いる。 

 第７常置(評価)委員会が，本学の部局長，教員，外国人留学生，外国人研

究者などを対象にして広範なアンケート調査を行い，改善のための資料を積

極的に収集している。 

 平成14年度に，本学が他大学に先駆け立ち上げた「国際交流情報システム」

は，同じく，平成14年度から全学的に実施している「教員の個人評価」と有

機的に連動して全学のデータ管理が一元的に効率良く行われ，国際連携・交

流に関する施策，方針の策定に役立っている。 

改善を要する

点 

特になし 

特に優れた

点及び改善

を要する点

等 

 

※１  各観点ごとの

評価の中で，特に重

要な点を記載してく

ださい。 

※２ 「判断結果」，

「根拠・理由」を必

ず記載してくださ

い。 

問題点 特になし 
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評 価 項 目      ：活動の内容及び方法 

水 準 目的及び目標の達成におおむね貢献している。 

水準の判断

に当たって

の考慮事項 

 開発途上国等への国際協力として，グァテマラ地方教育行政コース（教育学部），ケニ

アのジョモ・ケニヤッタ農工大学支援プロジェクト（農学部）等の JICA を通じたプロジェ

クト支援，専門家の派遣及び受託研修員の受入れ，さらに，文科省を通じての中国政府派

遣研究員や岡山県が実施する海外技術研修員の受入れ等，人材育成に関する積極的参画は，

本学の国際交流活動の大きな柱の一つを形成している。 

 また，学生交流に当たっては，本学学生を派遣する南オレゴン大学夏期語学研修，医学

部「教室配属」コース，歯学部 ODAPUS プログラム，留学生を受入れる大学院自然科学研究

科特別コース及び国際交流協定校と交わした授業料等不徴収の条項を含む学生交流覚書を

活用した EPOK 等の交流等，多様な活動が展開されている。 

特色ある取組  本学独自の資金である岡山大学国際交流基金及びジェイフォン事務系職

員海外派遣基金や学長裁量経費を活用することによって，学内の競争的環境

を醸成し，国際連携・交流活動におけるより一層の質的な向上を図っている。

特に優れた点  外国人留学生・研究員やその受入れ担当教職員のために，様々な手引書，

パンフレット等の整備が図られ，また，公式 HP へ最新情報をわかりやすく

掲載することにより，迅速に手続きを行うことができ，さらに勉学・研究活

動及び学内外の生活に早く馴染めるように工夫されている。 

 外国人研究員の入国・在留関係申請手続きを国際交流課で一元的に行うこ

とにより，受入れ担当教員の負担が大幅に軽減された。 

改善を要する

点 

低金利により預金利息での運用ができないため，岡山大学国際交流基金の

原資を取り崩して事業を行っている。また一部の事業（国際研究集会の開催

に対する援助）が休止されているため，早急に財政基盤の確立を図ることが

重要である。 

 夫婦・世帯で来学する留学生及び研究者を受け入れる宿舎がなく，経済的

な負担を強いているため，生活基盤を安定させるインフラ整備が急務となっ

ている。 

特に優れた

点及び改善

を要する点

等 

 

※１  各観点ごとの

評価の中で，特に重

要な点を記載してく

ださい。 

※２ 「判断結果」，

「根拠・理由」を必

ず記載してくださ

い。 

問題点 特になし 
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評 価 項 目      ：活動の実績及び効果 

水 準 目的及び目標で意図した活動の実績や効果がおおむね挙がっている。 

水準の判断

に当たって

の考慮事項 

 国際共同研究，開発途上国への国際協力及び派遣については，本学の規模・地理的条件

を考慮すれば，十分に公的評価に耐え得る実績を挙げている。活動の相手方へのアンケー

ト調査結果で，外国人留学生，外国人研究者の本学の活動に対する評価はおおむね良好で，

実績と効果が十分に挙がっていることを示している。 

特に優れた点  大学院自然科学研究科における外国人留学生受入数が院生総数の 10％以

上を占めている。講義や研究を英語で行う博士後期課程における外国人留学

生受入れシステムが，留学生の本国から直接受験並びに入学ができるよう工

夫されており，留学生の時間的及び経済的負担の軽減に繋がっている。 

 教育・学生交流において，「留学生ボランティア WAWA」は，外国人留学

生の支援を積極的に行うと同時に「留学生支援ネットワーク ピーチ」との

連携により，地域との連携を意図した支援活動も展開している。 

改善を要する

点 

 外国人教員の任用が，特定の部局に偏っている。また，国際会議等の開催・

参加状況は，大学の規模，国際共同研究及び国際交流協定校の件数から見て，

参加の実績は十分であるが，開催については，一層の活性化を図る必要があ

る。 

特に優れた

点及び改善

を要する点

等 

 

※１  各観点ごとの

評価の中で，特に重

要な点を記載してく

ださい。 

※２ 「判断結果」，

「根拠・理由」を必

ず記載してくださ

い。 問題点 特になし 
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§３ 特記事項 

 岡山大学では，将来に向けた改革の基本方針を，「21世

紀の岡山大学構想」にまとめ，これに基づいて改革を遂行

しつつある。その中でも「国際化」が幾つかの項目と共に，

基本戦略の一つに取り上げられている。この改革と同時期

に，大学評価・学位授与機構による評価が企画されたこと

から，本学が目標と定めた上記構想を具体化する第一歩と

して，この５年間本学における国際交流と連携の活動を以

下の５つの項目に分けて自己評価を行った。 

１）教職員等の受入れ・派遣 

２）教育・学生交流 

３）国際会議等の開催・参加 

４）国際共同研究の実施・参画 

５）開発途上国等への国際協力 

 いずれの項目においても，この５年間の経緯を見てみる

と中四国地方の総合大学として相応の実績を挙げつつあ

る。特に医歯学系や工学系の寄与率が高い４）「国際共同

研究の実施・参画」，及び農・医学系の寄与率が高い５）

「開発途上国等への国際協力」における成果は，その量，

質共に公的な評価に十分耐えうるものと考えられる。 

 平成14年度には岡山大学本部棟が新築され，それを契機

に事務の効率化が図られ，平成15年度には岡山大学創立50

周年記念館が竣工した。これら施設を有効に活用すること

により，大学と一体となった国際会議開催等の活動が可能

となった。このように基礎的条件が整いつつあり，次の段

階としてこの資源を活用する体制の整備が必要である。こ

の観点から，国際化の戦略を練り，既存組織を連携して活

動させるために「国際交流推進機構」を平成15年度に設置

することを決定した。 

 これらの現状を踏まえ，今後改善すべき点として，次の

４つの項目が挙げられる。 

１）国際交流と連携の活動推進のための資金確保 

２）外国人留学生・外国人研究者のための滞在・宿泊施設

の確保 

３）外国人教職員雇用拡大のための人事制度の柔軟化 

４）事務支援機能の拡充 

 項目１）に関しては，日本経済の長期にわたる停滞によ

り，国際交流基金の運営も当初は原資に全く手を付けず利

子のみで運営出来ていたものが，３年前から原資を取り崩

して，実績を挙げている状態が続いている。日本学術振興

会や文科省の科研費を獲得する努力がなされているもの

の，本学が本格的な国際化を基本方針の一つとするのであ

れば，長期的・根本的な予算的措置が必要である。 

 項目２）については国際連携・交流における基本的受け

皿としての外国人滞在・宿泊施設の確保は焦眉の急である。

 項目３）は人事の流動性を含み，それほど単純ではない。

人事の流動化の必要性は以前から指摘されているものの，

これまでの流動性とは大規模校から小規模校への移動が大

部分であり，その逆は極めて少ないと言ってよい。これが

時として日本の大学の沈滞化の原因となって来た。全ての

大学・研究機関における任期制の導入，同一機関での昇進

制限など有効性のある施策の導入が必要である。 

  平成16年度に本学は国立大学法人へと移行することか

ら，大学経営もこれまでの硬直した国立大学の官僚的シス

テムから，柔軟性を有する新システムへの進化が必須であ

る。国際化に当たり人的資源のみならず，事務支援機能も

国際的な合理性のあるものへと変革する必要がある。 

 岡山は温暖な気候と災害の少ない自然に恵まれ，地理的

な条件から鉄道，自動車道，海運，航空便など交通の要衝

を占めており，本学を中心としたこの地域は中四国地方に

おける有数の国際学園都市へと発展する可能性を十分有し

ている。しかしながら岡山には大規模な国際集会を開催で

きる適当なコンベンション施設が未だ十分ではないこと

と，また，外国人留学生の受入数を大幅に増やすためには

大学の施設拡充のみでは限界があることから，岡山県や岡

山市などの行政当局及び各種関係団体並びに大学周辺の多

くの住民の協力が必要不可欠である。 

 外国人留学生や研究者が本学関係者のみならず地域住民

との触れあいを持ち，この地域に根差すことは，地域社会

の国際感覚涵養，延いては地域の活性化に繋がり，アジア

地域に基盤を置いた知的情報の発信源としての役割を持

つ，国際規格の総合大学としての礎を築くことになると確

信するものである。 
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